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ラントツヴインガー（Landzwinger）とはなにか
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Ｉはじめに

ラントツヴインガーとの遭遇中世後期のアウクスブルク市では1320年

代以降,,Baurechnungen“(,,Baumeisterrechnungen"）と呼ばれる都市会計記

録が作製された。建築親方（二人）が都市のためにおこなった支出－こ

の報告が公証人によって書き留められた(1)。都市史の様々な側面につい

て素材を提供してくれる貴重な史料である。ところで同市のこの収支計算
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書には、経費支払いの対象となっていた種々の項目が挙げられていて、興

味深いものがある。

刑事法関係でいえば－（i)(1321年４月12日），,Itemsuspensoriquod

ullinoabsciditlingwametquosdamsuspenditVIB“［被処刑者の舌を切断

し、彼を吊るし台に吊した経費として６シリング（が刑吏に支払われた)］

･(ii)(1321年４月26日）”ItemsuspensoriVIIIBprotormentoetsuspensione

cUjusdamfnri“［盗人の被拷問者（吊るされる者）に（刑吏が）拷問を加

えこの者を（拷問のため）吊るした経費として６シリング（が支払われた)］

･(iii)(1322年12月１９日）”ItemsuspensoriIlibminusll3depluribus

suspensionibusettormentacionibus“［被拷問者を複数回吊るしたり、拷問

を加えたりした報酬として１シリング減額の上で１プント（が支払われた)］

･(iv)(1323年８月21日），,ItemRohlingeroproexpensisquasservusquifUit

tormentatusapudeum企citXXXl3“［ローリンガーに30シリングが支払わ

れた。彼の処で拷問に処せられた下僕に要した経費として］・(v)(1328年

６月19日），,ItemlX6pIolignisadedificationemTrunci“［(有罪者を繋ぐ）

繋留杭を建てるのに要した木材の代金として９シリング（が支払われた)］

といったように(2)◎

ここには、贈罪金刑司法に代わる、あるいは、これと並び立つ刑事刑司

法一ここにおいて展開していた「或る種の習熟した実務」（エーベルハ

ルト・シュミット）が見出されることになるであろう(3)。

さて、アウクスブルクの本収支計算書は1368年からはドイツ語で書きあらわ

されるようになるが、その４年後の1372年７月22日（anMariaMagdalenetag）

の条には、こう記されていた。「H・フイッシャー（vonAgenwanck)、Ｃ・クー

グラー（vonSchennbach）そして…ホップ（derHopfY）の３人の農民

(wauren）は市参事会にこう訴え出された。彼らは結社（gesellschaft）を

なし、かつラントツヴインガー（landtwinger）であった。その者らは不法

にも、ラントにおいて人びと（dieluten）から、人びとに属するもの（財

物）を燕い取っていた｡｣（４）ここに、結社を作り他人のものを奪い取って
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いたとされる「ラントツヴインガー」とは、いったいなにものであろうか。

本稿の課題ラントツヴインガー（そして彼がおこなう行為としての

｢ラントツヴァング（Landzwang)｣）は、北はリューベック、プランデン

ブルクから、南はベルン、ルッツェルン、テイロール、ザルツブルクに至

るドイツ語圏諸地域の諸文書に名をみせ、帝国関係の史料にもあらわれる。

ほぼ14世紀以降に出現し近世に続いていく。ただし、ラントツヴインガー

(ラントツヴァング）がなんであるのかは諸文書には明断には述べられて

いない。ｌｉ１時代人によってすでに前提となってしまっている。この点は、

｢ラントにとって有害な人間」の場合と同様の事悩にある。このような事

情を受け、本稿は、ラントツヴィンガーのありようを探るのを課題とする。

そしてこれを通して、ラントツヴィンガーが出現した時代と社会を考えて

みることにある。さらにこの問題は、非行、逸脱行為の観念史の点で現代

にも繋がっているようにおもわれる。上記アウクスブルクの事例によれば、

ラントツヴィンガーは「人びとから」－個々の人からでなく－財物を

奪い取っている、との訴えが提起されていた。犯罪観念のひとつの新しい

ありようが示されているようにみえる。

研究史の概要ラントツヴィンガーを正面から取り上げた法史の研究は

少ない。符見のかぎりでは、随分古くにリチヤード・ジョンの考察（1852

年）151があり、次いで戦前のルードルフ・リッターの著作（1930年）(６１、

近時はユルケン・ハンス・カール．ドウフナーの学位請求論文（1982年）171

がある。三論文はそれぞれの見地から独自に考察を股開し、これはこれと

して貴重な研究である。他方、筆者管見の最近時の文献といえば、奇しく

も、『ドイツ法律語辞典」に収録されたラントツヴインガー関係史料引用

記事（1988年）(8)が存するのみである。

上記三研究について一言すれば、ジョンは、ラントツヴアングをラント

平和違反の観点から考察するが、ラントツヴインガーに関わる事例につい

て引用邪例は少ない。リッターは、カール五世刑事裁判令一以下ではカ

ロリーナと略記する－のラントツヴインガー規定（第128条）を考察の
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中心におき、その前史（法源史）および後史（影響史）を問うという限定

的な問題関心のもとにある。ドゥフナーの論文はいわばラントツヴインガー

＜事典＞の様相を呈し、およそその言葉を含む諸文書をほぼ網羅引用して

いる。ただ考察については手薄のようにおもわれる。三研究に関係して一

言断っておきたいのは、（i）本稿では、これら三著作の内容に逐一検討を

加えることはおこなわない。これは、別の機会に譲りたい。先ずは、ラン

トツヴィンガー問題について筆者自身の見地を確かめておくのがよいと考

えるからである。（ii）三研究はいずれも、上記カロリーナの立法に依拠

して形成されたドイツ普通刑法学におけるラントツヴィンガー問題も取り

上げている。ドゥフナーはさらに、現行ドイツ刑法典のラントツヴァング

規定（§126［「犯罪の脅迫による公的平和の侵害」］）(9)の制定およびそ

の変遷にも言及している。本稿は、ドイツ普通刑法学にまで立ち入る余裕

がなかった。これまた、他日を期したい。

研究の方法ラントツヴインガーについて諸文書の書き手、読み手、聴

き手には或る細まりをもったイメージが獲得されていたのであろうか。反

対に、彼らはバラバラなイメージを抱いていたことはなかったか。この問

題に答えるには、関係の情報を積み重ねる以外によい方法はない。他方で

情報は残念ながら立法者、司直といった当局側の諸文書（しかも刊本での

ものしか利Ⅲしえなかった）が中心とならざるをえない。社会からの、お

よびラントツヴインガーとみなされた人間からの発言をえるのは難しい。

そうはいうものの、少なくとも、もはやものを語ることのできなくなった

これら人間の思いだけは、われわれは後世に伝えていく必要はあろう。

ラントツヴインガーの字義上の意味('0)をここで予め一言しておくのが

望ましいかもしれない。しかし、予断はもたぬ方がよい場合もある。そこ

で本稿では、１４世紀から16世紀の帝国と領邦、都市における立法、裁判実

務を中心とした関係の諸記録を丁寧に読んでいく。この過程で、ラントッ

ヴインガーとはなにかを考えていきたい。その上で鹸後に、歴史犯罪研究

の見地から若干の言及と考察をおこないたい。
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Ⅱ初期のありよう（14世紀）

１ザルツブルク大司教領一領邦令（1328年）

ラントツヴインガーをめぐる問題は16世紀中葉には大略出揃った感がす

る。それがほぼ最初に姿をみせるのは1328年のザルツブルク大司教領にお

いてである。やがてみるように、中世南ドイツが出発地となっている。無

論この辺りの事情は、関係史料の新発見によって変わってはくるが。

1328年９月29日ザルツブルク大司教フリードリヒ（三世）は一領邦令

(全47条）(''１を発した。同大司教領の立法史については1524-26年のポリ

ツァイ令および領邦令の立法が有名である('2)。１４世紀20年代といった早

期に浩潮なる立法を生んだのは、ラント・ザルツブルクが形成されてきた

事情と無関係ではなかろう。それは13世紀に大司教がバイエルン大公を初

めとする世俗領主所有の諸グラーフシャフトを取得することで形成され

た('3)。領邦令には諸領域をラントに統合せんとする大司教の意欲がみら

れる。また世俗領主からの攻撃（略奪・差押え・放火）にたいし聖職者・

教会・修道院を保護せんとする大司教の配慮がある。ラントヘの統合は領

邦令に「ラント法に基づき（nachdemlandesrecht）その者に賠償させる

べし［第39条]」とある「ラント法」の生成とも関係があろう。広く刑法．

裁判法・私法(M）・ポリツァイ法（｢余はあらゆる暴利および先買を禁じる

[第33条]｣）を含む本領邦令（LandesoIdnung）はヴアイストウーム（判告

法）('５１の側面と共に、制定法（,,Disiczesetzen"）の性格をもつ。制定法

であればこそ、ラントッヴィンガーといった新しい問題を古来の問題に繋

げつつ－新しい問題はこの方法で初めて新しい問題として認知された－

取り込みえた。ともあれ、関係の箇条（第24条）i16)をみていきたい。

「森の俳掴者（holzgeaer）とラントツヴインガーはラントと人びととに

401KumamoloLawReview，vol,１２２，２０１１
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有害な人間であり、領内在住を朕は認めぬ。彼らを有害なる者として叫喚

告知し、追跡するよう命じる。これを怠る者あるときは、この者は裁判所

にたいし１フントの責めを負うべし｡」ただし、叫喚告知、追跡に不参加

だったのが故意にはあらずと裁判において申し開きをなすのであれば、こ

のかぎりではない。ラントッヴィンガーは捕捉された上で領邦から追放さ

れるべき人物となる。彼をそれと知って匿う者は同罪に陥った。もちろん、

ラントツヴィンガーであれその隠匿者であれ、その昔の罪が明白になるに

は裁判を経る必要があった。「裁判官は、彼らの身柄を確保するときは直

ちに彼らを裁判に付すべし。」裁判官がこれを怠るときは、彼は主君たる

大司教によって、あるいは彼が大司教以外の者を主君にもつときはこの者

によって30フントの罰金に処せられる。叫喚告知、追跡に加わらぬ者にた

いする制裁と比べて、裁判官による裁判拒否、裁判僻怠は随分重い制裁を

招くことに注目したい。最後に本条は、こう結ぶ。「裁判官は、他の裁判

区において（も）そのようなことをなす（であろう）そのような者らには、

自由通行権を付与することは、ありえず」と。

ここに「他の裁判区において（も）そのようなことをなす（であろう）そ

のような者ら」とある。ラントに有害な人間とみなされた森の俳桐者とラ

ントツヴィンガーはラントにとって有害な者（例えば常習犯とか、悪評を

帯びる者）として裁判区から裁判区へと渡り歩く流浪者（,,Landstreicher"）

である('7)かのようだ。また「森の俳個者」とは、ラントツヴィンガーの

日常的な態様を指し示している言葉なのかもしれない。ただ、彼の行為

(ラントツヴアング）とみなされている「そのようなこと」のありようは、

未だわからない。ただし、「森の俳個者とラントツヴィンガー」を法共同

体からの離脱者（Austreter）のように推測する見解('７画)はある。

本条では、ラントツヴィンガーは、１３世紀中葉バイエルン平和令以来す

でに伝統的となっていた「(ラントにとって）有害な人間」の概念の中に

埋め込まれた存在として理解されている。（この意味でバイエルン辺りが

ラントツヴインガーの発祥地といえるのかも知れない｡）しかも「有害な

KumamotoLawReview，vol､１２２，２０１１４００
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人間」は傾邦令で本条以外の諸箇条においても名が挙がっていた。（i）裁

判官が有害な人間を彼の裁判区において捕らえるとき、これによって、当

該裁判区に土地をもつ領主（herTen）に損害が及ぶことがあってはならぬ。

なんぴとも、有得な人間が当該裁判区に有していた財産に手を付けてはな

らない［第16条]・当該財産は裁判官によって没収されえず、有害な人間

の主人である領主に帰属する。（ii）蒋衣の下や他の場所に刀剣や甲胃

(mezzeroderanderhamasch）を隠し帯びる者は、有害なる人間とみなさ

れるべし［第27条］''7b)。（iii）身体に（andenleib）関わる（殺害や傷害

等の）事件および他の重大な事件（gmzzcsachc）のゆえに追放に（indcr

aecht）処せられている者をそれと知って匿う者は、本人と同様、被追放

者の地位に（andezaechte応stat）陥るべし。「その者（被追放者）を追放

に処した裁判区の裁判官は自身、その（当該の者を追放に処した）ことを

他の（裁判区の）諸裁判官に（denandemrichem）告知すべし［第28条]｡」

ここでも、有審な人間はラントツヴィンガーと同様、裁判区から裁判区へ

と移り動く者（他所者）として捉えられている。ただ、ラントツヴィンガー

がラントにとって有害な人間と関係づけられたのは、当面のところ、ザル

ツブルクの本例のみである。

２ヴュルツブルク司教領

ローテンブルク市文書館にはローテンプルガ－．コピアールプーフ（筆

写記録抑）が所蔵され、その中の数葉に（f22～24『）ヴュルツブルク司教

領内外の聖俗諸裁判所における裁判の形態（被告となりうる者の範囲、召

喚方法、裁判の対象となりうる事件の種類等）がそれぞれの裁判所毎に記

述されている。記述は1343年から1347年にかけておこなわれた模様である。

その中で、世俗裁判所（ツェント［Zent］と呼ばれる）の一つイーブホー

フェンの裁判所（DazgerihtzuYphoven［現在はIphofbn]）をめぐる記述

がここに関係する。なおイーブホーフエン（1293年に都市となる）は、キツ

ッィンケン（Kitzingcn）の南東にあり、マインフランケンからニュルンベ

399KumnmoloLawRCviCw，vol,122,2011



－９－

ラントッヴィンガー（Landzwinger）とはなにか

ルク、レーゲンスブルクに至る通商の要路に位置していた。

さて、イーブホーフェン裁判所に関する記述によれば、同裁判所は比較

的新しく最近30年の間に設けられ、ここに被告としてヴユルツブルク司教

領下の騎士やその従者、市民が召喚される。召喚については、とくに召喚

状はなく使者の口上をもって実施される。同裁判所では決闘が立証方法と

して許されている。裁判の’慣行はキッツインケンおよびヘルムスハイム

(Helmsheim）の裁判所における慣行と同種である、とされる。参考まで

に、決闘裁判についてキッツインケンの裁判所の慣行を摘記しておこう。

被告が原告による告訴を否認するときは、雪菟の宣誓が許される。雪菟宣

誓に成功すると被告には、無責の判決が下る。原告がこれを嫌い、みずか

ら立証を望むときは指を立て決闘を申し込む。決闘は代闘者によっておこ

なうことができる。代闘者が敗北することになると、原告は名誉を失う

(敗訴する）に至る。

ラントツヴインガーについてはこう述べられていた。「この年（1343年

から1347年にかけてのいずれかの年）には、或る男、その妻と、夫婦の娘

とが捕らえられ、ラントツヴィンガーとして叫喚告知をもって裁判所に連

行された。それは、彼らが皇帝の宮廷裁判所が発行した一連の証書を身に

帯びていたこと、これによっていた。これらの証書は、裁判所に訴えが出

されていたものであった｡｣('８１帝国宮廷裁判所の諸証書（詳細は不祥）が

失われ、これについて訴えが出されていたところへ、彼ら親子３人が網に

引っかかったというのであろうか。

本事例で注目するのは、第一に（i）ラントツヴィンガーと称せられる

者が一家族の形態を取ることがあった。後世1568年ヴュルツブルク司教領

国の布令（後述）においては、妻子も追跡の対象になっている。ラントツ

ヴインガーによる行為（ラントツヴァンク）は一家族の日常的な生活形態

たる様相を呈している場合があった。第二に（ii）本事例は現行犯行を示

していないようだが、にも拘わらず「叫喚告知」が起きていた。これは彼

ら一家がく他所者＞だったことによるのであろう。他所者にたいし裁判で
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もって対応するには、地域の人々の叫喚告知が必要であった。このことは、

より一般的にいえば、現行犯手続きが非現行犯行にも広げられ、この意味

で現行犯行と非現行犯行との区別が稀薄化してきている事情を示してい

る('8a)。しかし他方で、ラントツヴインガーという新たな事態に対応する

のに、現行犯手続きの伝統と記憶とに頼らざるをえなかった。この意味で

は、現行犯手続きはその独自性を保持している。この辺りの事'情には、時

代の制約性（ラントツヴィンガーを新たに問題化するのに、他に手段がな

かったこと）がみられる。

３バンベルクー都市法書

バンベルクでは、１４世紀中葉の都市法を記述するとみられている都市法

書に全四箇条にわたってラントツヴィンガー（およびラントッヴァング）

が名をみせる('9)。箇条の多さの点では、稀有な例である。

［イ］［第136条］ラントツヴァングが刑事刑に処せられる一行為たるこ

とを宣言する。刑事刑に言及する前に先ず、順罪金（buz）が支払われね

ばならないケースが述べられる。「ある者（市民）が、他の者－彼が市

民であれ客人であれ－にたいし（保証人を差し出すなど）保証をおこなっ

ている場合に、（そこから発生する）当該の事件については、都市法の定

めるところに従い、被告は（たとえ彼［被告］が敗訴することがあろうと

も）刑事刑に処せられることはない。それゆえに、（刑事刑の科刑を請求

する）原告（債権者）は（彼［原告］が敗訴するときは都市裁判官たる）

シュルトハイスに順罪金（buz）を支払わねばならぬ｡｣(20)次に刑事刑（死

刑）に触れる。「だれしも前もってよく知っておかねばならぬ。なににつ

いて刑事刑が科せられ、なににはそれが科せられぬかを。刑事刑に処せら

れる事件として裁判官が判決を宣する事件には次のものがあり、その全て

の名を挙げよう。殺人について、略奪について、盗みについて、放火につ

いて、偽造について、反逆について、強姦について、ラントツヴァング

(lantWingen）について｡」(2'１ラントツヴァンクは刑事刑に相当した。
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［ロ］［第147条］ではラントツヴインガーはいかなる刑事刑に服するの

であろうか。「盗人について、略奪者について、反逆者について、および

ラントツヴインガーについて。これらそれぞれの者は、現行犯行を示す品

物（hanthaft）として衣類や長衣、その他の物を背負わねばならぬ。これ

らの物は、盗人および略奪者、また反逆者、ラントツヴインガーが（被害

者から窃取し、あるいは奪い取って）所持していた品物である。これらに

ついて審判人（判決発見人）は、こう述べるべし。われら（審判人）は、

現行犯行を示す品物が彼（盗人ら被告）に繋ぎ付けられているのを観たし、

各品物は値が13ペニヒを越えている、と。これによって、原告の告訴に応え

(被告が）刑事刑に処せられるのは正しいことなのである。（被害者から奪い

取り）現行犯行を示す品物は13ペニヒを越える値である（ため被告は刑事刑

に処せられる）べし。被告は繋留柱に繋がれ、品物は一斉に（審判人の）

検査に供されるべし。かつ、これら二つについて（その通りになされたこと

が）一斉に宣告されるべし。そして」－と刑について書く－「盗人にた

いしては綱でもって処刑されるべし。略奪者には剣によって、反逆者は地

面をひきずられ仕上げは剣で、ラントツヴィンガーは綱でもって｡」ラン

トツヴインガーは現行犯の扱いを受けその手続きに服し、吊るし首に遇

う(22)。この意味で、ここでは彼は不名誉な犯罪者として扱われている。

［ハ］［第184条]本条では過去のある事件が例に採られている。「(市民）

ヨハン・ゴールドシュミット、およびハインリヒの件でラントツヴィンガー

が罪に問われることについて。ヨハンとハインリヒはラントにおいて保有

民を支配していたところその中の或る農民（Ａ）－人は書簡運び屋と呼

んでいた－が、彼ら（保有民）を、彼らの裁判籍があるツェント裁判所

に召喚し、決闘を申し込み（kempfllich）訴えを起こした。それは、彼ら

が教会堂を荒らしたこと、エレ尺を変造したこと、それらがキリスト降誕

節のときであったこと、また他の不名誉なる（vnerlich）ことを犯した、

との彼（Ａ）の主張によっていた。この（告訴）行為によって彼（Ａ）は

彼ら（保有民）にたいし不法を働くことになった。それは故意の行為であっ
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た◎この行為のゆえに、彼らに負担を負わせ、彼らに順罪金を課し、損害を

もたらした。これによって、彼らから彼らのものを奪い取り（aberzwang)、

彼らの身体と財産とを、強要し（leibsvnndgUtsbenotigt）た｡」その結果

彼「書簡運び屋」（Ａ）はどうなったのか。「かの農民［Ａ］はここ［バン

ベルク]において捕らえられ、決闘用の楯と梶棒とを背負わされ、［叫喚告

知]をもって、［また現行犯行を示す品物と一緒に、裁判所に連行され（有

罪の判決を受けた後)、決闘用の楯と梶棒と共に並べられ]吊るし首台に吊

るされた｡」“）ここでは、根拠のない告訴に走る者（濫訴に及ぶ者）がラ

ントツヴィンガーの扱いを受けている。

［二］［第185条］ラントツヴインガーは或る特殊な態様の略奪者であっ

た。「ラントツヴィンガーが無分別にも、不意打ちと暴力によって土地保

有民のものを奪い取るならば、それは略奪に匹敵する。人びとから強要に

よってものを奪い取るならば、あるいは人びとが無理強いさせられること

で、みずから（dieleutselber）ものを彼に供与せざるをえぬとき、この

ようにしてものを奪い取るのは、あるいは供与させるのは、略奪として刑

事刑に処せられる｡」(割)本条は、ラントツヴインガーの態様に一歩肉薄し

てきている。

本条によれば彼は、端的に暴力によって保有民から財物を取る（従来型

の）略奪者でもある。と共に、保有民を強要し財物を彼に与えざるをえな

くさせる（保有民が損害を受けざるをえなくする）者である。あたかも保

有民がみずから進んで財物を供与するかのように。しかし内実は略奪であ

る。では、ラントツヴィンガーはどのような手段を用いて保有民を強要す

るのであろうか（後述)。これについては、ここでは未だみえてこない。

４ ニュルンベルク

ヴュルツブルク司教領国のツェント・イーブホーフェンの土地は上述の

通りマインフランケンからニュルンベルクに至る通商の要路にあった。こ

のニュルンベルクにもラントツヴィンガーが姿をみせていた。市参事会員
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ヨハネス・ミュラーの「帝国都市ニュルンベルク年報」（1623）にあった

記事に－（ａ）「1394年４月21日、ハンス・トライプーフはプラツカー

かつシュタウデンヘヒト（PlackerundStaudenhecht）であり、ニュルンベ

ルク市民に多大の損害を与え、このため吊るし首に処せられた。同じく市

参事会はクンツ・フリッケンホーファーを、プラッカーかつラントツヴイ

ンガー（PlackerundLandzwinger）として処刑させた｡」（ｂ）「ハンス・

フォン・ヴオルフスケールはこの［1394］年ニュルンベルク市参事会にフエー

デ通告状を送付して来た。／これとは違って、ハインリヒ・フォン・エッ

ラーバッハ（ヴォルフと呼ばれた)、彼の支援者ら、またフリードリヒ・

テューケルはかつてはベフェーダー（Bepheder）であったがニュルンベル

ク市参事会と再び和解した｡」（ｃ）「またハインツ・ロイ・フオム・シュ

タインは、ラントツヴィンガーかつプラッカー（LandzwingerundPlacker）

としてニュルンベルクにおいて処刑された｡」（。）「シュテファン・フォ

ン・アプスベルクとフリードリヒ・テリンガーとはベフェーダーであるが、

ニュルンベルク市参事会とは和解した。しかるに、パウルス・ヴオルフェ

ルは、プラッカーかつシュトラーセンロイバー（Plackerund

Strassenrauber）として処刑された｡」(25)。

ここにラントツヴインガーをめぐり登場した人物、またその周囲に出現

した人物像を細めてみよう。「プラッカー、かつシュタウデンヘヒト

(PlackerundStaudenhecht)」・「プラッカー、かつラントツヴィンガー

(PlackerundLandzwinger)」・「ベフェーダー（Bepheder)」・「ラントッヴィ

ンガー、かつプラッカー（LandzwingerundPlacker)」・「プラッカー、か

つシュトラーセンロイバー（PlackerundSnassenrauber)」となる。これら

のうち「ベフェーダー」はフェーデ通告者（あるいはその実行者）を指す。

その他の者は「プラッカー」であれ「シュタウデンヘヒト」であれ「シュ

トラーセンロイバー」であれ、言葉は違うがいずれも略蔽者一街道にお

いてであれ、なかれ－を指している(２６１。上記からみると、ラントッヴィ

ンガーはベフェーダーとは縁が切れているようだが、プラッカーを初めと
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する略奪行為者と繋がっている(27)。他方で「ラントツヴィンガー」が

｢プラッカー」等とは別の言葉でもつてことさらに挙げられているのを考

えるとき、まるきり略奪行為者とみることは難しい。その実態は別のとこ

ろにも求められねばならないであろう。そうなると彼は、表記上直接は関

わりがなかった「ベフェーダー」にも繋がってくるかも知れない。しかも、

フェーデ通告の方法を使って略奪に及ばんとする者というように。

５小括

以上ラントツヴインガーの初期史から、彼の臆げなる姿が浮かび上って

くる。（１）南ドイツにおいて13世紀中葉以降ラントにとって「有害な人

間」が登場してくるがラントツヴィンガーは、伝統的なこの人物群なかん

ずく流浪者（他所者）群もしくは森に隠れ潜む者ら（｢森の俳桐者｣）の中

に入れ込まれて把握された。（２）こう把握されることで彼は「叫喚告知」

の対象となった。彼にたいする裁判は伝来の現行犯手続きの一つとなり地

域（ラント）の人びと（定住民）全体が参加し、これによって裁判の正当

性が担保された。（３）ラントツヴインガーは広く略奪者の範鴫に入れら

れ、とりわけ略奪者の中の特殊な一形態をなすものともみられていた。ラ

ントの人びとを強要し、財物の提供を余儀なくさせるといった態様にあっ

た略奪者である。

Ⅲ都市と領邦における事情（１５世紀）

１ベルンとルッツェルンー和解証書

１５世紀にはラントツヴインガーの事例はスイス領域にも出現し、都市と

領邦とにおいて地域的な広がりを大きくみせる。しかし14世紀と同じよう

に、南部地域が中心となっている。また次世紀とは異なって、帝国関係の
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文書には未だ姿をみせてこないようだ。

スイスの諸都市は度々相互に争うことがあった。例えば、ルッツェルン

市はすでに13世紀末バーゼル市との間で(郡)◎１５世紀初葉にはベルン市と

の間で。争いの一つの、しかも主要な原因は、スイス諸都市が互にラント

に勢力を広げ都市領邦を形成せんとする行動を取りこの過程で衝突するこ

とがあったことによっていよう。ルッツェルン、ベルン間の15世紀初葉の

衝突は、1421年３月１日に和解によって一応の決着がついた。ここにラン

トツヴィンガーの名が登場する。それは（全20箇条にわたって）したため

られた和解証書一協定（vereynung）一の末尾部分で「公然次のこと

が告知される」と書き出された箇条においてである(２，)。

本条は、冒頭次のように書き出す。「公然次のことが告知される。われ

ら［ベルンとルッツェルンの］両市、ラント、地域に住むラントツヴイン

ガーは裁判官に従うことを望まない。また両市を拾得物と共に流浪し

(umbziechend)、時々 に両市の人びと（beiderstettlut）を脅して（trowend）

いる。脅しの言葉と所作で人びとに恐怖を与え（vorchtsammachent)、さ

らにその当時ものを奪ったり（angewinnent）していた。このことについ

て、われらは協定を結ぶ｡」これを受けた本文については、以下全三段に

わけて述べるのがわかり易いであろう。

（イ）両市は協定をなぜ結んだのであろうか。それは、以下の理由によっ

ている。「ベルンとルッツェルンのいずれかの市領域（都市ラント）にお

いてラントツヴィンガーが出現し、彼らにたいし次の非難が加えられた。

彼らはその思い上がった行為のゆえに（vonsinerfiFevenheitwegen）一裁

判区から別の裁判区へ、或る都市ラントから他の都市ラントに逃げ回って

(flichende）おり、そのため彼らは彼らの犯した思い上がった行為を改め

ず、あるいはそれに身を委ねている、と｡」ラントツヴインガーが「或る

都市ラントから他の都市ラントに逃げ回って」いることにどのように対応

すべきかが、協定が必要な理由であった。

（ロ）ラントツヴインガーのこの行態からみて、彼らにたいしてはどの
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ような措置を施すべきなのか。「彼らにたいし訴えが提起されても、彼ら

は裁判所に出頭せず、それゆえ裁判は満足に進まず、裁判においてラント

ツヴインガー（は不出頭のため彼）に出会うことがない。ラントツヴイン

ガーが逃亡し（geflochen）たとき、逃亡前に彼らが居た都市あるいはその

役人［Ａ］が、彼らラントツヴィンガーが到来した別の都市、あるいはこ

の都市の役人［Ｂ］にたいし書簡を発し（schribent)、真剣に次のことを

要求するのでなければ。到来地の都市、役人［Ｂ］は彼らラントッヴィン

ガーが居住する間に、彼らとその財産とにたいし攻撃を加え（grifYen）彼

らの身柄を拘束し、その財産を差し押えることを｡」(30)一方の都市当局は、

他方の都市当局に情報を発信し、ラントツヴインガーの捕捉に尽力するよ

う要請すべきであった。

（ハ）本条はこう結び、当局間の連繋を強調する。「さすれば、ラント

ツヴィンガーは裁判において（定住民と）同じ法（を享受すること）に満

足するであろう。それ（同じ法を享受すること）が（彼らにとっても）至

当であり、それ相応なことだから。それ（都市間の発信と交信）が書簡

(の授受）によって、あるいは保証人（見届人）（の設置）を伴っておこな

われるからには、両市民の安全は今後いっそうよく保たれる（dester

sichcrcrsin）であろう。要求を受け取った側の都市と役人は、（発信側の

都市と役人からの）要求には遅滞なく従い（gehorsamsinaneverziechen)、

裁判を進めるよう用意おさおさ怠ることは、無かるべし｡」

以上、ラントッヴィンガーは裁判あるいは判決に服さず、あまつさえ所

属の裁判所を逃亡し、都市から都市へと渡り歩く人物とされ、ここに彼の

ありようがよくあらわれている。放浪しつつ「脅しの言葉と所作で人びと

に恐怖を与え」る状況がある。放浪の間、略奪に及ぶことがある。ここで

も一個人ではなく「人びと」が略奪の対象になっている。
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２バイエルン大公領において

（１）ミュンヘン領邦等族議会議決

ラントッヴィンガー問題は一領邦の等族議会の中で審議の対象になった。

これは、上部バイエルン大公領において大公の評議官と領邦等族の提案に基

づいて決定された等族議会の一議決（1444年７月４日以前）に実を結んだ。

｢次のことについて協議の一致をみた。貴族（ヘレン)、騎士（リッター)、騎

士従者（クネヒテ)、その他の（武装）者はラント法に違背して、略奪者、

殺害犯、放火犯、ラントツヴィンガーらと謀り他の人びとにたいし戦い

(フェーデ）を仕組むとか、これら他の人びとを脅迫して自己の意に従わ

せるとかは、してはならぬ。さらに、略奪者、殺害犯、放火犯、ラントツ

ヴインガーに自由通行の権利を与えたり、彼らを宿泊させ、また援助した

りすることはなすべからず。貴族、騎士、騎士従者がこれを犯し、しかも

それが故意になされたことが判明するときは、領邦等族に授与されたる特

権状に基づき領邦君主は彼らを処罰するべし。法にある通りに。かくのごと

き非行者の居場所を知りたる者は、非行者がなんぴとのもとに居ようとも、彼

らを捕らえラント法に則して刑事刑に処するべし｡」(3'）

本議決によれば、ラントツヴィンガーについて本稿でこれまで述べてき

たものに、新たな別の側面が加わっている。これまでは主に、彼が人びと

に損害を及ぼしているといった、彼自身の問題があった。これにたいし、

とくに上部バイエルン大公領においては、騎士従者をも含む聖俗の貴族諸

身分がラントツヴインガーを利用し、あるいはこれと結び付き、あるいは

これに助力することで、領邦君主（バイエルン大公）らの諸権力にたいし

自己のなんらかの要求を実現せんとしていた。これが現実に起きており、

関係案件が等族議会で議題に取り上げられていた。以上によってみるに、

ラントツヴインガーは（おそらく武装して）一個の勢力となっている様相

が読み取れる。この勢力に立ち向かうべきとして司直に注意が喚起されて

いる。後代度々取り上げられた問題との関連でいえば、彼は自己の支援者
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を目の前に見川していた。これが、おそらく時代の問題となっていた。ま

たそれが、時代に特有な非行と逸脱行為の問題（後述）に繋がってくる。

②裁判実務として－ウァフェーデ誓約証書

ウアフェーデ（報復放棄の誓約）を醤うに至った理由の一つに誓約者が

犯したラントツヴアングがあった132)。しかも、以下で取り上げる事例に

はラントツヴアングとして新たな行為が出現してくる。本事例は1477年９

月27日（VffSontagvorsandMichelstag）（場所は不祥）フリッツ・レー

ナー・ツー・ヴァイデンケゼッス（zwWeydengesess）なる者がおこなっ

た誓約(331にみられるものである。誓約をしたためた（vervrfbchtvnd

verschribenn）証書（diservrfhebriefY）は長文にわたっている。前半と後

半にわけてみてみよう。前半の末尾には、ウァフェーデの破誓に至るとき

は罰金として「余の慈悲深き主君に」200ライン・グルデンを支払う義務

あるべし、とみえる。後半は、このような義務をも含んだ誓約行為を担保

する（保証人の設定等の）保証について、また破誓した場合の法的効果に

ついて、こと細かに述べる。破誓にたいする保証は、誓約の実現性を担保

してくれる行為である。破誓が起こり易いことは、ウァフェーデの誓約に

おいて常に懸案となっていた。高度の確率で起こる破誓にたいしては、そ

の対応が誓約そのものの中に織り込まれている。このことが、誓約の現実

のありよう（破誓を常に視野に入れた誓約法）を教えてくれている。

ラントツヴインガー関係の記述は前半部分に知られる。フリッツは当時

バイエルン大公オットーを主君の一人として戴き、また直近の主君はミヒャェ

ルフェルトの修道院長であり、彼はこの一臣下であった。彼がウァフェー

デを誓うに至ったのは、本修道院長にかつて彼がおこなっていた宣誓に違

背し、この違背によって犯した著しい非行（vonsolchermerglichen

misshanndellungwegen）にあった。彼は、主君の裁判所で（訴えを起こし、

この裁判所において）法（gleichsnochrechtes）を享受することで満足せ

ず「不当にも、他所の裁判所たるヴェストファーレンの（フェーメ）裁判所に
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訴え出る（aufrfiPemdewcstuelischegerichtgewendt)」といった行動を取っ

た。このような訴訟行動（これ自体は、公然たる行為であった）が、重い罪

であるラントツヴァングに（zwswerevndeynemlanndtszwangk）該当する

ものとみなされ、これは「重刑に値し（eingrossehohestmfrwolverdicnt）

た｡」

そのためフリッツは修道院の牢に繋がれ、やがて科刑に至るのを覚‘悟せ

ざるをえなかったところ、兄弟親族と友人との請願を受けて、ウァフエー

デを交わすことと引き換えに（auffeinvrfhevndvnterschaidt）釈放され

た。そこで、フリッツは、神と聖遺物とに賭けて宣誓をおこなった。捕ら

えられ牢に繋がれたことにたいし、バイエルン大公にもミヒャェルフェル

トの修道院長にもその他彼の逮捕に責めを負うなんぴとにたいしても報復

はせぬ（nymermerandeneffblmnochrechen)、この件で聖俗のいかなる

裁判にも訴えることはせぬ。裁判外の手段による報復もまたありえぬ、と。

なお智約証書後半には、今後「自由裁判所（フェーメ裁判所）の裁判官に

(demRichterdes丘eystuls)」（また「皇帝の自由裁判所の裁判に（Im

rechteImdeskeyserlichennfireyenstul)｣）訴え出るときは、主君に全く損害

が起きぬ（schadlosss）ようなすべし、と求められている｡これによって

みるに、フェーメ裁判に訴え出ること自体は禁じられていないようでもあ

る。フェーメ裁判所に訴え出ることで、主君に損害がもたらされる－例

えば、主君や領国に不利益となる判決が下されるとか－ときは、訴え出

た者はラントツヴインガーに陥ることになろう。

無論このことは、フェーメ裁判に訴え出させぬための牽制になる。バイ

エルンにおいてもフェーメ裁判の進出に抵抗が示されていた(調)。本事例

は、この方向の一つであろう。領国（ラント）の臣民は、そもそも裁判に

訴え出んとするときは、本来領国内の裁判所に訴えを起こし同裁判所にお

ける手続きに服し、そこで下される判決を不満に思ってはならぬのである。

こうした要請の中で、領国に損害を及ぼす結果を招くかも知れぬフェーメ

裁判に頼らんとする臣下は、ラントツヴィンガーにあたった。
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３フランケン

（１）メックミュールーヴァイストウーム

ヴュルテンベ ルギッシュ・フランケンにあって、ヴインフェン

(Wimpfbn）とメルケントハイム（Mergcntheim）との間に位置するツェン

ト・メックミュール（M6ckmiihl）については、古来の慣習（sietund

gewonheitvonalter）が文書にしたためられた。そしてこれは、ツェント

裁判所（裁判長はシュルトハイスと呼ばれた）において判決人の過半数に

よって（vondenzentriechtemundvondemmerteilunderin）確認を受け

るに至った-1429年11月29日付けの判告文書(35)が、これである。

ここにある全十三箇条は各々冒頭「さらに次のことが、裁判所において

過半数の者によって語られた（Itemistmegesprochenzumrechten)」と

書き出す。その中の一・条は、この書き出しに続けて述べる。「ツェント裁

判所の権限に属するのはとりわけ盗み、殺害、放火（brant)、偽造、ラン

トツヴィンガーおよび略奪であり、これらの行為はその罰が生命に及ぶ。

上記の罪をなんぴとかに負わせ、しかも罪を証明できると軽率にもうぬぼ

れ（しかるに、裁判所において証明に失敗し）た者は（被告に帰せんとし

た罪と）同じ罪を負う。これは（同じく）ツェント裁判所の権限に属する。

他方」－と、同条は続く－「或る者に、盗人、殺害犯、略奪犯、偽造

者、夜間放火犯（nachtbrenner）を、あるいは同様の罪を、帰する者があ

り、しかも、その場合立証が伴わぬことがある。この場合は侮辱語

(scheltwort）を発した（だけ）であるとみなされ、この行為はツェント裁

判所の権限に属さぬ。その（侮辱語を発した）者の主君の裁判所において、

(生命刑ではなくて）脳罪金の支払いに服する（biissen）べし｡」この後段

には、ラントツヴィンガーの名は挙げられていない。これによってみるに、

14世紀におけると同様ラントツヴインガーは、ラント裁判所において刑事

刑でもって償うべきものとされていた。
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（２）エルヴァンゲンとフュルト

（イ）エルヴァンケン本市には刑事裁判規則（1466年）が作成されて

いる。かつ、これを本体として、これに付記された諸箇条が知られる。こ

の一つに、ラントツヴインガーが僅かに名をみせる。「或る者（被告）が

殺害犯、ラントッヴィンガー、もしくは反逆者として罪に問われた者なる

ときは、その者の両手は彼の身体の前で（fnrsich）緊縛されるべし｡」本

条は一つ前の箇条「或る者（被告）が盗人として罪に問われた者なるとき

は、両手は彼の身体の後ろ（hindersich）で緊縛なされるべし」と対をな

す(361．ラントツヴィンガーは両手は前方にあるものの緊縛された姿で法

廷に立つ。この意味では、不名誉なる犯罪者の扱いを受けた。

（ロ）フユルトクリステイアン・ヴオルフ（1754年没）の門下にあり

マールブルク大学の教授であったヨハン・ウルリヒ・クラマー（1772年没）

は帝国宮内法院参事（1742-1745年）を経て1752年には帝室裁判所（帝国

最高法院）の司法官試補（アセッソール）に就いた。彼はこのような実務

経験に基づいて浩澗な帝室裁判所判決録を編んだ。本編纂物には、これら

の判決録以外にも、ドイツのさまざまな刑事事件例が都市法普、裁判帳簿

等から転戦され、もしくは抜き書きされて収められている。この一つアム

ト・フュルト（Filrth）における刑事事件諸例が知られる。フュルト［ニュ

ルンベルク北西レドニッツ河畔]は15世紀以降バンベルク司教領の一都市

であり同司教のアムトマンの支配に服していた。諸例中の一つにラントツ

ヴインガーが姿をみせる。「40年前の［14]89年ハンス・シンメル・フォン・

ポッペンロイトは、シユヴァインアウ在の一農民の家宅にフェーデ通告状

(Feinds-BriefDを貼り付けた。このことのゆえに、フュルトにおいて捕ら

えられ、ヘルツォーケンアウラッハ市（エアランケンの西方）に連行され、

ラントツヴインガーとして、この地において、斬首によって生から死へと

刑事刑に処せられた｡」(37）ここでは、前述14世紀ニュルンベルクにおける

｢ベフェーダー」の事例を祐桃とさせる。フェーデ通告状によってフェー

デを通告する者（しかも、農民とか身分の低い者）がラントツヴィンガー
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として斬首（瑞番刑であるが）に処せられた。

４アウクスブルク－年代記

ラントツヴインガーとして訴え出された者が支援者を抱えていた－ミュ

ンヘン領邦等族議会議決に窺えるような－事情は、実際に、ヘクトール・

ミュリヒ（HeclorMUIich）の、アウクスプルク市年代記1475年４月５日

の条噸)に知られる。「(当時アウクスブルクの名家の出であった）ルートヴィ

ヒ・フェッターは、ここ（アウクスブルク）の或る市民に訴えを起こさせて、

或る農民（Ａ）を（ainenpauren）裁判によって死刑にさせ（bcrcchtenzum

tod）ようとした◎市参事会の一人は、彼らを（和解させるため）交渉さ

せようとしたが、これができなかった。そこで（裁判開催のために）稗鐘

が鳴らされ、彼（原告）は彼（被告）を裁判所に連れ出し、訴えを起こし

た。被告たる彼（Ａ）はラントツヴインガーだ、と。判決発見人らはこの

間の事情を知ろうとした。彼（Ａ）は、彼（原告）に暴力を加えどんなこ

とを強要したのか（wasnotzwangscranimbcgangcnhett）を。彼（原告）

は、なにも弁論することができなかった。他方被告の彼（Ａ）は、彼（Ａ）

を助けて（被告の無実を）宣誓してくれる人々を大勢抱えて（hettleut

gcndg,dicimwoltenhcIfbnschwcren）いた。そのため、被告たる、かの農

民（Ａ）は（無賞）放免の扱いを受け、反対に（原告側の）フェッターは

拘禁された。彼は釈放されるのに、1,000グルデンの（賠償）金を必要と

した｡」ミュリヒの年代記が述べるのは、以上の通りである。ラントツヴィ

ンガーとして告訴された被告は「彼（被告）を助けて宣誓してくれる人々

を大勢抱えていた｡」原告側は、或る一個の集団勢力と対決せざるをえな

い状況におかれていたようである。

以上では、フェッターと農民一ゲオルク・クラッツァー・フォン・オルテ

ルフィンケン（ドナウ河畔エーヒンゲン［Ehingen]近傍）と称した－との間

になにがあったのかは、わからない。じつは本事件については、別の記録

者の手になる文車(３，１が残っている。ここには、両者間の確執がみえてい
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る。「事件は次のごとくして起きた。ルートヴイヒ・フェッターには愛人

がいた。彼女はエルス・レッシンといった。フェッターは彼女を一度なら

ず彼の保有民でクラッツァーなる名の農民のところに遣して金を取り立て

させていた。あるときクラッツァーは、彼女に数回甲高い声で悪錬な言葉

を投げ付け、あまつさえ熊手で殴り傷を負わせた。フェッターはクラッツァー

を待ち伏せ捕らえた上で刑事裁判にせんとした｡」本記事によれば、彼と

クラッツァーとの間には金銭債務をめぐる或る確執があったようである。

ここにさらに、フェッターの情人エルスが加わって争いが表面化した。

次いで「定期の裁判期日（rechtag）が到来して」－と、記事は裁判の

模様を書き続け、このところでラントツヴインガーが出現する－「フェッ

ターは、被告（クラッツァー）が彼と彼の身内（愛人エルス）とにラント

ッヴァング（landzwang）を犯した、と訴えた。クラッツァーはフェッター

のラントツヴインガーであると共に、ラント全体のラントツヴインガー

(seinlandl3zwingerunddesgantzenlamdBlandzwinger）である。皇帝法お

よびアウクスブルク都市法書に基づいて、ここに告訴を提起するものなり、

と｡」

ここで被告クラッツァーは、「(原告たる）フェッター（なる一個人）の

ラントツヴインガー」たるに止まらず「ラント全体のラントツヴインガー

である」と訴え出されていた。これは裁判手続き上の伝来の慣用句に従っ

ていた。例えば前述エルヴアンゲン市刑事裁判規則（1466年）によれば、

殺害犯について原告（anclager）は、次のごとく三度述べ、被告を訴える

べし、と命じられている。「彼らは彼（原告）の殺害犯であり、ラントの

殺害犯である」（siezedrienmalenbeschrienfiirseinmorderunddeslandes

morder）と(４０)。古来慣用の文言を用いることで、ラントッヴィンガーの

非行について訴訟法上の位置づけが定まる。彼の非行は、被害者個人にとっ

てのみならず、ラント（領国、地域の法共同体）の人びと全体にとっても

弾劾の的となる。とくにこう位置づけられることで、彼は雪菟宣誓手続き

を享受しえず、ラントの人びと全体が参加すべき（現行犯手続きを模した
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断罪の）手続きに服するのである。

それなのにどうして被告は放免となったのであろうか。彼が放免となっ

た理由は、前述ミュリヒの年代記が書く事由（｢(被告の無実を）宣誓して

くれる人々を大勢抱えていた」こと）とは他のところにあった。先の別の

記録者によると、原告の弁論を受け第一判決発見人（derersturtailfbller）

たるパルトローメ・ヴェルザーは、こう判決を提案した。原告が断罪の宣

誓をおこない、その後で６人（の宣誓補助者）が、原告の宣誓は真実であ

り虚偽ではない（seynaydwiirreinundnitgmain）と宣誓すべしと◎七

人による断罪宣誓手続きである。次いで「盗人（と呼ばれた)、デァ・シュ

ヴァルツ（derdieb,derSchwartz)」が第二の判決（dieanderurtail）を提

案した。ルートヴイヒ・フェッターは当該農民（クラッツァー）がどんな

風に誰にラントツヴァングを犯し（wieoderwaranderpaurdenlandzwang

begangen）たのかについて適切に弁論したと。ところがフェッターは、弁

論はおこなったが判決提案通りに立証手続きに入りえなかった。６人の宣

誓補助者がえられなかったからである。宣誓補助者となるはずの者らはこ

う考えた。七人による断罪宣誓手続きの判決提案は慣行によっているにす

ぎない。（アウクスブルク）都市法書には存在せぬ提案である（alsowaId

LudwigVetteraufdiseurtailnitferfastmitleutcn,dendieurtailwasaus

dembrauchundwidersstatblich）と。裁判所はこれを認め、農民は放免

となった。こうした事情には、おそらく被告農民（クラッツァー）側の息

がかかっていたとおもわれる。彼は友人（despauren齢ind）を抱えてい

たからである。

れっきとした定住者であれ、彼が乱暴者、暴力行使者ということでラン

トッヴィンガー（しかも、ラントの人びと全体にとってのラントツヴィン

ガー）として訴え出されることがあった。かつここでも、そうした者が助

力者とか保護者とかを有して、一個の勢力を公然と形成していた様相が見

出される。
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５ネルトリンケンー裁判規則

ネルトリンゲン市1488年の裁判規則第五部は上訴について規定し、「上

訴について（Vonappcllieren)」から「いかなる事件については上訴は許

されないか」に至る全十二箇条からなる。このうち最後の箇条には、全十

六項目にわたって上訴不許可の場合が挙げられている。以下では、冒頭三

項目Ｉｉｌ)をみてみたい。この中にラントツヴインガーが出現する。

「いかなる事件についても、また不法に訴え出され（有責となった）事

件についても、上訴することができる。ただし、下記のように上訴が禁じ

られている事件についてはこのかぎりにあらず。先ず［ａ］第一に上述し

たように本規則の定めるところに従って上訴をなしえないものがある｡」

｢[ｂ］第二に、裁判所において正規に判決が宣告され、訴えが退けられた

場合には、その者は上訴をなすことを許されざるくし。やむを得ざる事情

があって裁判に欠席したことを、裁判所に提示せざるかぎりは｡」「［ｃ］

第三に、公然周知のラントツヴィンガー（ainsofYbnlandzwingcrs）は

(上訴をなすことを許されざるくし)。および、なんぴとかに毒物を盛った

者も（同じ)。さらに盗人、街道略奪者、反逆者、偽造者も（同じ)。暴力

を用いて或る者を致死させるほどに打ち据えた者。さらにかくして死を招

き、あるいは致死のきっかけを作った者。さらに生娘あるいは婦人に暴行

を働いた者。さらに、非行を告白し、非行を真実犯したとして有罪の判決

を受けた者（これらの者は上訴をなしえず)。この者らの上訴はおこなわ

れざるべく、判決は（そのまま）執行なされるべし｡」

ここに上訴不許可例として挙げられている諸行為を一括して特徴づける

ことは難しいが、総じて重い罪、あるいは破廉恥罪（婦人にたいする犯罪）

に属している。「公然周知のラントツヴィンガー」といった文言からは、

彼（もしくは彼の行為）のありようを窺わせてくれる。彼は－もちろん

夜間の、または隠然たる行動は事実上あったであろうが－本来だれの目

にもみえるおおっぴらな人物（この行為の一つが略奪）として捉えられて
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いる。前述アウクスブルクの事例で被告となっていた農民クラッツアーの

ように。

６小括

以上によれば、ラントツヴインガーはもはやラントに有害な人間に入っ

てはいないため、伝来の範鴫からは一歩抜け出ているようにみえる。他方

彼が「ラント全体のラントツヴィンガー」と位置づけられたことは、ラン

トと都市にとって有害な人間とも無関係ではなかろう。貴族であれ農民で

あれ、れっきとした定住者もラントツヴィンガーとなりえた。彼の行為は

フェーメ裁判に出訴する行動を公然と起こすところに窺えるように、不名

誉とか破廉恥とかの観念から放れている場合があった。１５世紀は、ラント

ッヴィンガーが16世紀において帝国レベルで問題化していく素地が作られ

ていった時代といえよう。

Ⅳ近世初期の立法と裁判実務から（16世紀）

１領国と帝国の刑事裁判令一バンベルゲンシスとカロリーナ

（イ）バンベルク司教領国刑事裁判令１６世紀冒頭において一領国（バ

ンベルク司教領）から始まるラントツヴィンガー問題は、やがて帝国の問

題として浮上し、北ドイツの裁判実務にも姿をみせてくる。

1507年のバンベルク司教領国刑事裁判令一以下ではバンベルゲンシス

と略記する－は第153条（｢悪意にてラントを離脱する者らにたいする刑

罰（Straffdeljhenen,sobosslichaussdretten)｣）に長文の文章を置く(42)。

この表題にある，,aussdretten"とは、郷土（郷国）を離脱あるいは放棄する

ことである。本刑事裁判令の1508年版がロストックの出版者でロストック

大学に学び後にロストック市書記を勤めたヘルマン・バルクフーゼン
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ラントツヴィンガー（Landzwimger）とはなにか

(HcrmannBarkhusen）によって低地ドイツ語に翻訳された（1510年）とき、

本条表題は,,StrafYbdeqhenen,soboslikentwykcnvndelantriimeschwcrdcn

(｢悪意にて逃げ回り、ラントを離れる者らにたいする刑荊｣)“と訳され

た(43'。そこで本稿でも、これに倣って”aussdretten"は「ラントを離脱す

る」と訳してみた。本条を三段にわけてみていこう。

［i］ラントツヴィンガーの行為について－「次のことが日常的に生
おど

じている。思い上がった者らが人びとを法に違背して脅し、かつ逃げ１回Iっ

てラントを離れ、［これら］思い上がった加害者らが宿泊、助勢、援助お

よび支援を見出す土地および人間らのもとに赴き、そのためときとして、

当該地の人びとがそうした加害者らによって著しく危害を被っていること

である。また、人びとはそうした軽率なる者らによる危険と加害とを待ち

受けざるをえぬことである。そのわけは、その者らが脅しをかけ恐怖を植

え付けることで法と衡平［正義]とに違背し人びとを苦しめることが度々起き

ているからである。／それゆえに」－と、本条は彼らをこう呼ぶ－「かく

のごとき徒雅は正真正銘のラントツヴィンガーとみなされるべし｡」(棚）

［ii］ラントツヴィンガーが受ける刑罰について－「これがゆえに、

かような者らが上記のごとくラントを離れ、うろんなる土地に赴き、人び

とが然るべき法をもつことを認めず、上記のラント離脱によって、人びと

が法から離れる（法を蔑みする）ように脅し、あるいは怖がらす

(bedrohenoderschrccken）べくもくろむときには、その者らは次のごとく

あるべし。すなわち」－と、こう刑罰を定める－「その者らが収牢に

巡遇せしときは、ラントツヴインガーとして剣をもって生から死へと刑に

処せられるべし。彼らが、その行為によって、別のことをなさんとしたの

かどうかは、堪も問うところにあらず。」(幅）（ここにある最後の文は、た

とえ脅すつもりがなかった“頚)としても、という意味である｡）

［iii］補足の規定一「また、当該の行為によるなんらかの所作を通し

て別様にふるまわんともくろむ者らにたいしても、同様のことがあてはま

(り、この者らもラントツヴインガーとみなされ）るべし｡」（なお、ここ
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に述べられている趣旨はこうであろう。事前に脅迫状、例えば火を付ける

ぞなる内容の脅し状［Brandbrief］を送付するとか脅しを実行する意思と

かがなくとも、なんらかの実行行為が即座に発動されることで人びとが

｢法から離れる」［言い換えれば、ラントツヴィンガーと行動を共にすると

いった]仕儀に立ち至らざるをえぬときは、当の行動を発動した者はラン

トツヴインガーとなる｡）「他方」－と規定は続く一「なんぴとかを法

から離れさせんと強要する（yemantvomrechtenzutringcn）考えからで

はなく、誰かから暴力を受けるとの恐怖から（aussfbrchteneinesgewalts）

逃げ回る、しかもうろんなる土地にあらざる土地に逃げ回る者があるとき

は、この者は次のごとくあるべし。この者がそのことを証明なしうるとき

は、その者はその（逃げ回る）ことのゆえに上記の刑削を被るがごときこ

とは（これまで）なかった（し、今後もあるべからず)。ただし、このこ

とについて、なんらかの疑念が（今後）生じるときは、余（バンベルク司

教）の評議会にまで、さらに、指示が求められるべし｡」（｢恐怖から逃げ

回る」とある事態については、詳細はわからないが、一例には、ラントツ

ヴィンガーの加害行為を回避するため親族友人の居所に一時的に避難する

ことがあろう。あるいはフェーデの通告を受けた者が身を隠すとか｡）

バンベルゲンシスの本条は、前述14世紀バンベルク都市法書にあったラ

ントツヴィンガー関係規定（全四条）とは、少なくとも直接的あるいは明

確な意味では繋がりをもっていない。ただ、第四の箇条［第185条]にこう

あったところ（前述）が、いささか関係していよう。「人びとから、強要

によってものを奪い取るならば、あるいは人びとが無理強いさせられるこ

とで、みずからものを彼（ラントツヴインガー）に供与せざるをえぬとき、

このようにしてものを奪い取るのは、あるいは供与させるのは、略奪とし

て刑４i刑に処せられる」と。そのさい、ラントツヴインガーはいかなる手

段を用いて保有民をものの供与へと強要するのであろうか、問題を出して

おいた。これについては、バンベルケンシスの本条は、こう答えてくれよ
』Jと

う。それは、「脅す（bctrohcn)」ことを通してである、と。
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ラントツヴインガー（Landzwinger）とはなにか

もう一点、本条で注目するのは、悪意にて「ラントを離脱する（aussdretten)」

こと（言い換えれば、上述「暴力を受けるとの恐怖から逃げ回る」のではない

こと）である。，,aussdretten“（あるいは”abtretten“。,,AuBgetretene"）の言葉

はバンベルケンシス以後流布し、端的にラントツヴインガー（もしくは、彼の

ありよう）を指す用語となる。他の諸点とくに（ａ）ラントツヴインガーとそ

の支援者との連繋（相互交際)、（ｂ）斬首（名誉刑）による処刑については、

バンベルケンシス時代以前にすでに知られていた（既述)。

（ロ）カロリーナ1532年７月27日レーケンスブルク帝国議会で公布さ

れたカロリーナ（翌年２月初版印刷・公刊）のラントツヴインガー規定

(第128条）(46)はバンベルケンシスの箇条（第153条）を引き継いだ。文言

上の変更はあった。目ぼしいものでは、（ａ）冒頭「日常的に（teglich)」

生じている（第153条）が「様々 なかたちで（vilfeltig)」生じている（第

128条）に変わる。（ｂ）「そのためにときとして、当該地の人びとがそう

した加害者らによって著しく危害を被っている」中の「著しく危害を被っ

ている」（第153条）の前に「法と衡平とに反して（widerrechtvnnd

billicheyt)」が挿入（第128条）された。（ｃ）「その者らが脅しをかけ恐怖

を植え付けることで法と衡平とに違背し人びとを苦しめることが度々起き

ている」の「苦しめることが度々起きている」（第153条）は、「苦しめる

ことが、また、衡平なることと法とに満足せぬことが（auchangleichvnd

rechtsichnitlassenbegniigen）度々起きている」（第128条）となる。（。）

｢人びとが然るべき法をもつことを認めず」とか「法から離れるように脅

し、あるいは怖がらすべくもくろむ」とかの「法」（第153条）は「法と衡

平」（第128条）となる。なお、この，,rechtvnndbillicheyt“（また、直前

の”gleichvndrccht"）はくミンネと法＞を指す。＜(当事者の）愛と（裁

判の）法＞であり、＜仲裁と訴訟＞を示す。（ただし、仲裁裁定はくミン

ネ＞によるのみならず、＜ミンネ＞によって紛争が整わぬときはく判決＞

によることもあった｡）(4"）さらに（ｅ）「この者がそのことを証明なしう

るときは､」はカロリーナでは削除され、最後に（ｆ）「このことについて、
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なんらかの疑念が（今後）生じるときは、余［バンベルク司教]の評議会

にまで、さらに、指示が求められるべし」（第153条）は、こう変わる。

｢このことについて、なんらかの疑念が（今後）生じるときは、法の精通

者にまで、あるいはその他の者らに（ａｎｄicrechtuerstendigcnodersunst)、

後述するごとく、さらに、教示が求められるべし」（第128条）と。

カロリーナはラントツヴィンガーについてとくに新しいことは述べてい

ない。文章は幾分正確を期し、読み易くなっている。カロリーナがバンベ

ルケンシスを引き継いだとしても、後述1512年の帝国議会の関係議決およ

び1521年の一般ラント平和令の関係箇条が仲立ちとなっていたことは、否

定できないであろう。

２帝国議会議決一一般ラント平和令一帝室裁判所令

（１）卜リールおよびケルン帝国議会議決（1512年）

1512年８月16日マクシミリアン－世下でトリールの（その後ケルンで開

催の）帝国議会で綴まった議決中に、ラントツヴィンガーに関係する箇条

(Ⅳ.§､15)↓'7）がみられる。ただし「ラントツヴィンガー」の言葉自体は

無い。これに代えて”abtretten“とか”AuBgetretene“の用語がみえる。本

条の規定は、後代への影響が著しく存した。帝国ラント平和令（1521年お

よび1548年)、帝国議会議決（1555年)、帝案裁判所令（1555年）へと引き

継がれた。以下では、本議決を三段にわけてみてみよう。

［i］「次のことが帝国内で多々生じている。軽率なる臣民が、自己の罪

によって起きた事件のゆえに自己の君主の支配から離れ、土地から逃げ去っ

ている。裁判所から逃れるために。あるいは、その他にも、不相応な方法

で自己の君主や隣人に歯向かい、不平不満をもっぱらとし、自己の君主も

しくはその臣民を脅しており、自己の偽りの要求のゆえに（要求の実現が

困難とみて）正規の、至当な裁判を受けようとはせぬ。」(州）

［ii］「従って、われら（帝国議会）はこうした者について、以下のご

とく定めた。今後はなんぴとも、かくのごとき者をそれと知って宿泊させ
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ラントツヴィンガー（Landzwingcr）とはなにか

たり、住まいを提供したり、匿ったり等のことはしてはならぬ。かくのご

ときラント離脱者ら（AuBgetretene）が居住する土地の司直は、彼らによ

るそうした脅し（あるいはその恐れ）があることを聞き知り、把握したと

きには、彼らに、次の義務を負わせ引き受けさせるべし。自己の君主によ

る正規の裁判に満足し、実力行動を回避することである。それには」－

と、支配者は支配者で次のごとく義務を負わせられる－「彼らの君主も、

暴力を防ぐため、当然に、彼らに、（裁判所に赴くための）安全通行の権

利を必要に応じて与えるべし。また、彼らにとって役に立ち、彼らにふさ

わしい裁判を彼らに許し、その手助けをなすべし｡」('9）この「(裁判所に

赴くための）安全通行の権利」とは”Prozessgcleit“を意味するIｲ，卿)。

［iii］「他方司直が以上のことに違背し（ラント離脱者の）なんぴとか

を匿い、安全通行の権利を与え、上述したとは異なり催告を受けたにも拘

わらず（実力行動回避のための）義務を引き受けぬときは、次のごとくあ

るべし。司iIlI〔は当該の慨われた者、安全通行の権利を与えられた（ラント

離脱）者共ども、ラント平和破壊者（firiedbrecher）とみなされるべし。違

反を犯した司直にたいしては（一般の）ラント平和破壊者にたいしてと同

様に、追放もしくは他の刑罰が科されるべく手続きが取られ、これが実施

なされるべし｡」(鋤）

本議決の上述［i]はバンベルケンシスの第153条（既述［i]）に概ね添っ

た内容になっている。議決の［ii］［iii］（司直に裁判助力義務を課し、義

務を怠る司直にたいし処刑を求める）が特徴的規定である。本議決で初め

て、ラントツヴインガーは「ラント平和破壊者」とみなされる、との命題

があらわれ、後年の一般ラント平和令（1521年および1548年）の関係箇条

(後述）にも引き継がれた。ここで注意を促したいのは、（ａ）司直がラン

トツヴインガーに組しているとの現実問題があった。（なお、このところ

にも、ラントツヴァンクの公然性があらわれている｡）（ｂ）ランI､平和破

壊者としては、ラントツヴインガーの他に、司直がいる。ラントッヴィン

ガーとならぬためその予備照が裁判に応じ易くなるべく司直が助力するよ
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う求められているにも拘わらず職務を怠る司直が名指しされ、これが強調

されている。ひょっとすると、司直の方に力点があったかの印象すら受け

る《５１)。（ｃ）本議決はいわばく語るに落ちる＞内容のものである。裁判制

度の不備、自由通告権の濫用を、帝国が、帝国議会が、諦侯、貴族、都市

がみずから認めている。ラント離脱者の予備承にとって「役に立ち、彼ら

にふさわしい裁判を彼らに許し、その手助けをなす」べきであるのに、そ

うなっていない司直のありようの現実をみずから告白するものである。

司直をめぐるこうした現実は、以後ラントツヴインガー問題において対

応を迫られるものとなっていく。

（２）一般ラント平和令一1521年および1548年

（イ）1521年の平和令1521年５月26Ｈカール五世帝ドヴオルムス帝国

議会においてラント平和令が発せられた。ラントツヴインガーに関する規

定（ＶIⅡ.§３，§４）(腿）は文言上ほぼ上記1512年８月16日トリール（お

よびケルン）帝国議会における関係の議決（Ⅳ.§､15）を受けたものであ

る。ただ、上記「かくのごときラント離脱者らが居住する土地の司直は…

実力行動を回避することである」の後に-.文が挿入された。「このことに

ついては、かくのごとくラントを離脱し脅しに走る者らは、いかなる特権

による保護、庇護を享受することはない」と'53)。そしてこう続く。「しか

しながら（Doch)、彼らの君主も、暴力を防ぐため…その手助けをすべし｡」

ここでは「しかしながら」の言葉が挿入されたことからわかるように、ト

リール（およびケルン）帝国議会議決の言い１回Iしと比べ、君主側、司直側

の義務がいっそう強調されている。なお、1512年の帝国議会議決にあった、

違反を犯した司直にたいしては「(一般の）ラント平和破壊者にたいして

と同様に、追放」等の手続きが取られるべし、と述べられた中のこの

｢(一般の）ラント平和破壊者に…と同様に」の文言は削除された。

（ロ）1548年の平和令1548年６月30日同帝の下でアウクスブルク帝国

議会において成立をみた平和令にも、ラントツヴインガー関係箇条（XVI．
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§３，§４）が入り込んでいる(54)。上記1521年５月26日ヴオルムス帝国

議会で発せられた平和令にあった規定（VIIl.§３，§４）が引き継がれた。

ただ、違反を犯した司直にたいしては、「追放処分が、もしくは他の刑罰

が科される」よう手続きが取られるべし（1521年平和令)、とあったとこ

ろは、新平和令で「しかるべき刑罰が科され（mitgebiihrlichenP6nen）

る」べく、と改められた。当平和令のラントツヴィンガー箇条には、カロ

リーナの関係規定（第128条）は影を留めていない。この意味で本平和令

は、ラント平和令からラント平和令への中世的伝統を受け継いでいた。

③アウクスブルク帝国議会議決と帝室裁判所令（1555年）

（イ）帝国議会議決1555年９月25日フェルデイナントー世（カール五

世の弟）帝のもとで成立したアウクスブルク帝国議会議決は、全144条にお

よぶ浩潮なものである。ラントツヴインガーに関しても全四条（第45条から

第48条まで）が配置されている(弱)。ここでは、しばらく遠ざけられていた

｢ラントツヴィンガー」の文言が復活し、しかもその周辺の言葉と関係づけ

られ、あるいは関係の言葉に言い換えられ、種々の言語形態で出現する。

,,Landzwingem“のほかには、”ausgetretteneAbsager，Ｂｅ企hderund

Landzwinger‘‘。，,ausgetretteneAbsagerundLandzwinger‘‘。，,Absagcrund

Landzwinger‘‘。，,ausgetrettene,muthwilligeLandzwinger‘‘。，,Muthwillige，

Ausgetrettene‘‘。，,ausgetretteneUnterthanen‘‘。，,ausgetrettenePersonen‘‘。

,,ausgetretteneBedriiuer‘‘。，,Ausgetrcttene‘‘。，,muthwillige,ausgetrettene

Unterthanen‘‘｡，,Austretter‘‘。，,muthwilligeBeschiidiger‘‘。，,leichtfertigen

Personen“である。ここには、バンベルゲンシスやカロリーナにあらわれ

ていた言葉も二、三含まれている。ラントツヴィンガーゆかりの言葉が出

揃った感がある。「ラントツヴインガー」概念史は、この16世紀中葉にお

いて、ひととおり纏まつたすがたを提示してくれているようである。

種々の形態の言葉群を全体的にみて括ってみるにラントツヴィンガー現

象を形成する中軸の言葉として目につくのは、（ａ），,Ausgetrettene“（ラン
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ト離脱者）。（ｂ），,Absagcr,Belbhder“（フェーデ通告者）。（ｃ），,Bedriiucr‘‘

(脅迫者）の三つである。当時の立法者（ここでは、帝国議会柵成員すな

わち等族諸身分）の念頭に映っていたラントツヴィンガー（,,recht

landtzwinger"）とは、これら三要素が（個々 の立法者にとって）様々 に組

み合わされた人物であったということになろう。

全四条のうち第48条は、カロリーナのラントツヴインガー規定（第128

条）全文を転救する。ただ、本条は文章が若干崩れている。当条は冒頭

,,Wirsetzen,ordnen,statuirenundwollenauch,dasolcheAbsagerund

Landzwingeri、脳llen,daeinerodermchr…“と始まり、この末尾，,…“以

下にカロリーナの当該規定冒頭の，,ltem,nachdemsichvilfbltigbegibtdaB

mutwilligeperson，dieleutwiderrechtvndbillicheytbetr6hen,entweichen

vndau6tretten…“中の，,dieleut“以下全文が入れ込まれた。（なお上記

"cinerodermchr“が［カロリーナ第128条の］”mutwilligcpcrson“に代わっ

て入っている｡）そのため”solchCAbsagerundLandzwingerinF副len，ｄａ“

の文言が宙に浮いてしまった。宙に浮きつつもとくにこの”Absagerund

Landzwinger“が残ってしまうことになったのは、ラントツヴィンガーと

フェーデ通告者との特別の繋がりを垣間みせてくれていよう。ともあれ本

条は、以下では考慮せずともよい。

そこで第４5条から第47条までの三箇条を取り上げ、この内容を摘記し、

みていこう。

［i］第45条一ラントツヴインガーによる加害と被害の事情、状況を

継々述べる。（ａ）フェーデ通告者（Ａ）（これがラント離脱者またはラン

トッヴィンガーとみなされている）は都市や共同体の全体を相手にフェー

デ通告状を送り付け、あるいは市門、家々に貼る。これによって人びとを、

次のごとく脅して（bcdriiuen）いる。都市、共同体の者（Ｂ）が、ラント

離脱者（Ａ）の好むままに、この者（Ａ）との話し合いに応じぬ（つまり

意に従おうとせぬ）ならば、人びと（Ｂ）の身体、財産に手を付け、放火

その他の手段で数々 の損害を及ぼし（vielSchadcnszugefiigt）人びとを滅
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茶苦茶にしてしまうぞ、と(5‘)。他人の訴訟を引き受け、これを買い取っ

てしまう（fiPemdeAnspIaclleansichkauffbn）ぞと。

次に（ｂ）司直、隠民がラント離脱者を庇護し支援している。或る地域

の司直、臣民はその者らを庇護、支援することはせぬが、他の地域の司直、

臣民が彼らを宿泊させ飲食を与える。一般ラント平和令で禁じられている

にも拘わらず。フェーデ通告者、ラント離脱者（Absager，Bcfbhderund

Landzwinger）は「土地土地において迎え入れられ（anvielenOrtcn

geduldet)」然るべき刑に服そうとせぬ。その者らが至るところで蜂起、暴

動、扇動の主唱者となっているのは、この理由によっている（auchsolchc

MuthwiIligc，AusgetrcttenezuallcrhandEmp6rungen，Vergadderungenund

AufWiglungcnUrsacherseynd)。

［ii］第46条一諸等族はラントツヴインガーに確間とした対応を取る

よう要請を受ける。（ａ）司直側がなすべき対応とはなにか－諸等族は

ラントツヴインガーが暴力を回避し裁判に応じ、裁判による決着で満足す

るようになすこと。（言い換えれば、徒に弾圧のみの対応を取らぬこと｡）

そうした趣旨の措置を取るべく定めた上記1521年カール五世のヴオルムス・

一般ラント平和令の関係箇条（VIⅡ.§３，§４）（遡れば、1512年トリール

[およびケルン]帝国議会議決の箇条［Ⅳ.§､１５]）の内容が本条に入れ込ま

れた。「かくのごときラント離脱者らが居住する土地の司直は…実力行動

を回避することである」（既述）と。これに加え、本条には、新たに、こ

う述べられている。「他の（支配地の）司直もまた、そのようなラント離

脱者にたいしては（彼らが）迅速な裁判に服すことができるよう、しかも

最倣少の経費でもって裁判に服すことができるよう、（別の一司直に）手

を貸す（よう、朕と諸等族とは一致した）（aucheineOberkeitdcrandem

widersolcheausgetrettenePersonenzuschlcunigenRechtcnundmit

wenigstenunkostenverholfYbnseyn)｡」そして続ける－「このことにつ

いては、かくのごとくラントを離脱し脅しに走る者らは…庇護を享受する

ことはない。しかしながら諸君主も暴力を防ぐため、彼ら（ラント離脱者）
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に…安全通行の権利を必要に応じて与えるべし。また、彼らにとって役に

立ち…その手助けをすべし」（既述)。以上のことは、帝室裁判所令（1555

年）第二部の該当箇条に定める（後述）通りである、と。ラントッヴィン

ガー問題は一裁判区、一支配地（ヘルシヤフト）のみのものではないこと

が、はっきり提起されている。

（ｂ）ラントツヴインガー側が依然強情を張るとき－このように、ラ

ント離脱者が裁判所に足を向け易くなるよう司直が対応せんとしているに

も拘わらず、なおも彼らが裁判そのものに応じぬとき、あるいは下った判

決に満足せぬときは、帝国等族と司直は布令を発すべし。ラント離脱者

(フェーデ通告者、ラントツヴインガー）は、等族の支配地のいかなる場

所にも居住なしえず、飲食を取りえず、滞在なしえぬことを知らしめるた

めに。のみならず、ラント離脱者が捕捉され、その上で適切なる刑に処せ

られるべく司直に引き渡され、ラントツヴインガーとして厳格に刑が執行

されるよう、司直が鋭意努めるために。

（ｃ）帝国等族、司直自身がラントツヴィンガーを支援するとき一等

族、司直のなんぴとかが、本議決に違背してラント離脱者を匿い飲食を供

与するときは、こうした隠匿者、保護者、代弁者らは、ラント離脱者自身

と同様の刑罰に処せられるべし。本議決は、ラント離脱者にのみならず、

離脱者を隠匿する者、保護する者にも適用なされるべし。

［iii］第47条一都市や共同体の、および司直の義務が喚起される。都市、

共同体は彼らが抱える，,Ausgetrettene（ラント離脱者)“について、この者の

洗礼名、異名（あだ名）を貼り出し、あわせて司直に告知すべし。司直は都

市、共同体に向け関係の布令（Mandata）を発すべし。布令を発するのは、

できるかぎり多数の者に、ラントツヴインガー（ausgetrettene，muthwillige

Landzwinger）と、その支援者（Enthalter,UnterschleifYbrundFiirschieber）

との存在を知らしめ、これによって、多数者（ラントの人びと）に警戒心

をもたせる（予防させる）ためである。それと同時に、離脱者を鎮圧する

(niederzuwerfYbn）ため、然るべき刑に（zugcbiihrlicherStraf）服さしめる
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よう、その者らを司直に引き渡させるためである。

以上アウクスブルク帝国議会議決の関係箇条をみてきた。注目するのは、

ラントツヴインガーが、（ａ）なかんずくフェーデ通告者として登場して

いたこと。これは、前世紀にも繋がっていた。（ｂ）司直自身の中からも

支援を受けていたこと。この事情は不分明で、種々想像されるところだが、

おそらく、賄賂をえて(’7)みてみぬふりをしていたのではないか。官僚制

が進出してきている一証左となろう。他方裁判権の行使が古来有力な収入

源のひとつであった時代の様相は、容易くは変えられなかった。

（ロ）帝室裁判所令最初1495年に発せられた帝室裁判所令は幾度か改

定を受けた。そのうち1555年９月25日アウクスブルク帝国議会で発布され

た帝室裁判所令は大部（全三部）のものとなった。その第二部第14条

(｢ラントを離れた臣民を司直に違背して匿う者らは、帝室裁判所で群理に

付されうること｣）がラントツヴインガーに関わる(”・本条は、上述1548

年一般ラント平和令の箇条（XVL§３，§４）（および1521年一般ラント平

和令の規定［VⅢ.§３，§４]）を引き継いでいた。ただし或る文言が新た

に置かれた。「かくのごときラント離脱者らが居住する土地の司直は…実

力行動を回避することである」（既述）と、これに続く文章「このことに

ついては、かくのごとくラントを離脱し脅しに走る者らは、いかなる特権

による保護、庇護を享受することはない」（既述）との間に、である。い

わく「他の（支配地の）司直もまた、そのようなラント離脱者にたいして

は彼らが迅速な裁判に服すことができるよう、しかも最僅少の経費でもっ

て裁判に服すことができるよう（別の一司直に）手を貸すべし｡」(59)司直

はラントツヴインガーを実力行動に赴かせず可能なかぎり裁判に服させる

べきであり、かつ司直相互で協力すべきものとされた｡このことについて

は、1555年帝国議会議決のラントツヴインガー関係箇条（上述第46条）を

参照するようにと、司直は要請を受けていた。ここでも司直のありようを

めぐる問題が大きなウエートを占めていた。

以上、帝室裁判所令におけるラントツヴインガー規定にはとくに目新し
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いものはなかった。なお、関係範本（上記15121､リール［およびケルン］

帝国議会議決・1521年の平和令・1548年の平和令）における関係文言の中

で、「軽率なる臣民が…不相応な方法で自己の君主や隣人に歯向かい、不

平不満をもっぱらとし…」の中の、「自己の君主や隣人に歯向かい」は、

本帝室裁判所令では削除された。

３聖界諸侯領国と帝国騎士領における刑事法一フランケン

（１）ヴュルツブルク司教領国における布令

帝国議会の議決（上記アウクスブルク議会議決第47条参照）等を受けて

領邦にも、関係の立法が出る。1568年８月23日ヴユルツブルク司教フリー

ドリヒは「思い上がったフェーデ通告者およびラントツヴィンガーの鎮圧

のためのヴュルツブルク司教領国布令（Wirtzburgischsmandatwiderdie

muetwilligcnbevehderundlandzwinger)」'㈹>を発した。領国のラント、都

市の司直に宛てた長文にわたる本布令は、ラントツヴインガーのみを取り

上げた立法としてはほとんど唯一のものといえるであろう。

当布令は大きく［i］前半、［ii］後半の二部分にわけることができる。

布令の本体は後半部分にあり、前半部分には、布令が発せられねばならな

かった事情がしたためられる。

前半、後半で共通して注目してよいのは、帝国の関係諸法に目が向けら

れ、このことが文章上にも判然とあらわれていることである。以下で、両

部分の各内容を摘記し、みていきたい。

、本布令の前書をなす前半では、先ず（イ）帝国の一般ラント平和

令に（indesheiligenreichsconstitution，ｉｎdemgcmeinemdesselbcn

ausgekundenlandfridenordnungundsatzungen）注意が向けられる。平和令

には、こう定められていた。（ａ）フェーデを仕掛けたり（bevehden,bekriegen）

共謀のため同盟（conspirationoderbimdnis）を結んだりしてはならぬ、

(ｂ）他人の財産を武力によって森取してはならぬ、（ｃ）司直にたいする

不服従へと人を駆り立て（inungchorsamwiderireobrigkaitenbcwegen）
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ない、（。）「ラント平和破壊者、犯罪者」を匿ってはならぬ、と。これら

のことはすでに1548年カール五世の一般ラント平和令の前書にみえていた

もの(６１)であり、本布令では、それらが簡略に紹介されたのである。そこ

からは、ラントツヴァンガーによる行為の一端がわかって興味深い。次に

(ロ）1555年帝室裁判所令にあった、司直相互の助力をめぐる一文が引か

れている。「他の（支配地の）司直もまた、そのようなラント離脱者にた

いしては彼らが迅速な裁判に服すことができるよう、しかも最僅少の経費

でもって裁判に服すことができるよう、（別の一司直に）手を貸すべし｡」

さらに、本布令は、直前の1566年アククスブルク帝国議会の議決(‘2)、お

よびそこで発せられた、一般ラント平和令執行のための布告(")も念頭に

置き、ラント離脱者にたいしては厳格に刑に処する必要があることをうっ

たえる（allesverm6gderR6mischenkaiserlichenmaiestatunddesheiligen

reichszuAugspurgannoetc､６６beschehcnweitererclerungbcihohenpeencn

undstraffbn)。以上が布令において目が向けられた帝国の諸法である。

ところが、一般ラント平和令、帝国会議の議決等はフランケン・クライ

スにおいては効果を上げていない（indisemkraisnitvolgbeschee）－

これが、クライス等族（diestendcdesFrenkischcnkreis）の意見であった。

言い換えれば、臣民はラントから離脱せんとし（auszutreten)、かつ他者

にフェーデをしかけ、危害を及ぼさん（anderezubevehdenundzu

beschedigen）としている。のみならず、そうした者らは、領内に匿われて

いる（iregewiseunderschlaifhaben)。こうして、帝国の法が実行されぬ

ことにたいする皇帝の怒りを抑え（ungenadzuverhueten)、フェーデをお

こなわんとする者の行動を未然に阻止する（bevehdemzeitlichzuwehren

undzusteuren）ためには、中世来フランケンの大公を自認し、貴族勢力

に満ちたフランケン・クライスを率いるヴュルツブルク司教は、司教なり

に、対応を迫られた。こうした対応の一所産が、帝国諸法とクライス議会

の議決とに基づいて発せられた本布令である。

［ii]以上を受け後半部分に述べられているのは、次の四点である。（ａ）
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ヴュルツブルク司教領の領民全員によるラントッヴィンガーの鎮圧一ヴュ

ルツブルク司教領において「思い上がった者ら、あるいはフェーデに走る

者ら、かつラントツヴィンガー（muetwilleroderbevehderund

landzwinger)」によって暴力が行使されている現状においては、この者ら

にたいする鎮圧の要請を受けた者、みずからそれ（ラントッヴィンガーの

存在）に気づいた者だけが行動を起こすのではない。（領民のすべてが）

追跡に従事し、他者に助力すること。これによって、その者らを然るべき

刑に服しめうる。他のラントツヴィンガーにたいする、みせしめの刑罰と

なる（andemzueinemabscheulichemexempel）ように。（ｂ）妻子が追跡

を受ける一法と衡平に反し、口頭または文書による（フェーデ）通告を

通してフェーデに及び、脅しに走る者にたいしては、たとえ彼を当該行為

の答で捕らえることが（彼が行方をくらますとかのため）できぬときであ

れ、彼のみならず彼の妻子（weiblmdkind）が即座に追跡なされるべし。

彼らが足を踏み入れる場所ならば、どこであれ◎彼らは、法と神聖帝国の

刑事裁判令（カロリーナ）とが示すところに従い処罰されるべし。

（ｃ）支援者は処罰される－フェーデに及ぶ者（bcfbhdem）ら［Ａ］

のために公然とフェーデ通告状（fbindsbrieO・脅迫状（troheschrifien）を

したためこれを相手に手渡し、こうすることで助力する者、またはその者

らを宿泊させ飲食を与え保護し、隠れ場を提供したりする者、あるいはた

とえ最僅少であれ庇護する者［Ｂ］は、恩赦なく刑を科せられるべし。こ

の者［Ｂ］が当該行為に及ぶのが、たとえ、彼［Ｂ］が彼らラント離脱者、

フェーデ実行者［Ａ］と親族友人の関係に（mitfieundschafi）ある、とい

う理由によっていようとも。

（ｄ）司直が紛争の決着に向けて助力する－なんぴとかが司直（allen

unscmambtleuten…undbevelchsleuten）の前に、他人にたいするなんらか

の請求を提起せんとするときは、司直はそれを故意に阻んだり、不真面目

に扱ったりしてはならない。そうではなく、可能なかぎり迅速に（双方を）

和解させるなり、判決を下すなりして、助力すべし。これを看過し、助力
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を怠る者（司直）は、違反の程度に応じ厳格に処罰されるべし(")。こう

することによって、紛争はできるかぎり裁判によって決着づけ（meniglich

zurichten）られ損害が起きるのを防ぐ（vorschadenzuverhueten）こと

ができるものと、知るべし。

以上布令の内容そのものは、ラントツヴィンガーに関してとくに目新し

いものはない。過去に提起されたことが繰り返し陽の目をみているところ

に注目したい。整理すれば、（ａ）彼らはフェーデ通告者、実行者として

把握されていた、（ｂ）家族を有して行動を起こすことがあった、また

(ｃ）彼らの支援者も処罰される、（。）司直はラントツヴィンガーの要求

を蔑ろにせず積極的に受けとめ和解等によって解決を図る、これらであっ

た。とくに最後の（ｄ）の点は、文言からいってより踏み込んで指示が出

されている。このところは、裁判拒否に遭遇した、と主張するラントツヴィ

ンガー側の言い分をめぐる問題（後述）と繋がってくる。

②シュヴァルツェンベルク帝国騎士領の刑事裁判規則

バンベルケンシスの制定に大きな指導力を発揮し、また自領の刑事司法

の改革にも尽力したフライヘル、ヨハン・フオン・シュヴァルツェンベル

クは1528年（10月21日）ニュルンベルクでその波乱に富んだ一生を終えた。

晩年時は、プランデンブルク辺境伯家のフランケンにおけるラントホーフ

マイスターであった。彼の帝国騎士領を相続したのは、フリードリヒ（フ

ランケン系)。（十歳年長の長男クリストフはバイエルン大公の官僚となり

父のもとを去っていた［バイエルン系]｡）フリードリヒは（父と同様）熱

心なルター派であった。シユマルカルデン戦争（1546-47年）に参加、カー

ル五世と敵対する。このため、皇帝によって帝国アハト（追放）に処せら

れた。メッツにおいてそれを解かれる（1552年）までの間父祖の家領（シュ

ヴァルツェンベルクおよびホーエンランズベルク）は皇帝側の一員プラン

デンブルク辺境伯アルブレヒトに授与（1547年）された。1561年（９月１２

日）にフリードリヒが没した後彼の父と同名の子ヨハンが家領を相続し
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1588年に死去する。この間1566年シユヴァルツェンベルク家領は帝国伯領

となり、皇帝マクシミリアン二世によって新グラーフ、ヨハンに改めて授

封された。

フリードリヒ・フォン・シュヴァルツェンベルクは父とは違って家領に

おける刑事裁判の改革を手がけることはなかったが、ただ、彼の在世中、

成文の一刑事裁判規則(65)を遺している。そこに、自領の一つマルクト・

シャインフェルト（Marktscheinfbld）において従来おこなわれてきた刑事

裁判の'慣行が述べられている。正確にいえば、慣行に基づいて書き上げら

れた、刑事手続きの雛型が示されている。冒頭手続きから判決手続きに至

るまで慣行に基づいて刑事裁判はどのように進行するのか、についての雛

型である。奇しくも、刑事裁判規則の本雛型文そのものの中に、他ならぬ

フリードリヒ・フォン・シュヴァルツェンベルクの名が登場する。そこで、

ラントッヴィンガーの問題に移る前に、これを取り上げておきたい。

彼の名前が出現するのは、冒頭手続き中の次の局面においてである。マ

ルクト・シャインフェルトの市庁舎の一室に、裁判長（richter)、審判人

(sch6pffbn)、および原告（ancleger)、刑吏（nachrichter）らが在席する中

で、廷吏（gerichtsknecht）が開廷に向けた儀式をおこなう局面である。す

なわち”hegen“の儀式（裁判の場所を他の場所から区切り、かつ区切ら

れた場所の平和が保持されるよう、いわば法廷の場にカギをかける手続き）

である。廷吏のこの儀式行為に、フリードリヒの名があらわれる。廷吏は、

こう述べる。「余は、今日、本刑事裁判所を、高貴の生まれのヘル、シュ

ヴァルッェンベルクおよびホーエンランズベルクのフライヘル、フリード

リヒ殿の名において、かつ、余の主君、かつ本刑事裁判所の長でもあるフ

リードリヒ殿の名において、囲う（hege)」と。「囲う」者の名義人として、

廷吏の言葉は、さらに続く。「諸侯たるヘル、バンベルク司教尊下の名に

おいて｣、「原告と、本刑事裁判所を求めるすべての者の名において｣、「裁

判長と審判人との名において」といったごとく。また、同時に、裁判の場

所の平和保持を示す言葉も吐く。「余は、共謀してなされるすべての非行
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と擾乱の行為が本日この日に起きるのは、刑事裁判所の刑罰をもって

(beihalsgerichtspeen）禁じる」と。すべては、古来通りの（vonalter

herkomen）手続きである。これが廷吏によって慣行通りに実行されたかど

うかは、裁判長の審判人にたいする判決質問と、これに応じる審判人の回

答（Antthwortt）（すなわち判決発見）とによって確認を受ける。

閑話休題◎刑事裁判規則の本雛型においてラントツヴィンガーは、裁判

手続き上もっと前の段階にあらわれる。それはこうである。「第一に、原

告は、非行者を、牢塔から引き出し、裁判所への登り段の上で、彼にたい

し三度、声高く叫ぶ。／余は、本日、（彼は）余の盗人、殺害犯、ラント

ッヴィンガー、街道略奪者、夜間放火犯なるぞ、また余の主君およびラン

ト全体の（盗人、殺害犯、ラントツヴインガー、街道略奪者、夜間放火犯）

なるぞ（Jho）と、叫ぶものなり。余［原告]は（次いで叫ぶ)。彼（非行

者・被告）は、市庁舎前の杭に繋がれるべし、と｡」(")原告たらんとする

者による、いわゆる叫喚告知の行為である。

ここに、「(余の盗人、殺害犯、ラントッヴィンガー、街道略奪者、夜間

放火犯）なるぞ（Jho)」にいう「なるぞ（Jho)」とは、非行名の直後に付

される、呼びかけの語である。盗人（dieb）ならば,,diebjo.“であり、殺

害犯（ｍorder）ならば，,mortjo.“となる。放火犯（b肥nncr）・略稚犯

(rauber）のときは、，,brennerjo.“。,,rauberjo.“である。こうした，jo.“

の語が付されるのはヴュルツブルク司教領国では他に，,fblscher［偽造犯］

jo.“・”vcrTeter［反逆者］ｊｏ.“。,,ketzer［異端者］ｊｏ.“の例がある(‘7)。ま

た'6世紀末期シユヴァルツェンベルク家領シヤインフェルト関係の史料にもみ

られた。参考までに、これを示せばこうである。，,Ichschreyeheutvber

N.Ｎ,vberde8wolgebomengnedigenGrafbnvndHelmzueSchwartzenbeI･g

auchvbcrmeinvndtdesgantzsLandtsdieb，diebio，diebio（Moldio，

Mordio).“ここにも、「ラント全体の盗人（殺害犯)」なる呼びかけ語がみ

られる。原告たらんとする者がこの語句を含む上記文言を通常三度叫ぶの

だが、第三度目は原告に倣って刑吏がそれを繰り返すこともある(棚)。
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シュヴァルッェンベルク帝国騎士領の刑事裁判規則はエルヴァンゲン市

刑事裁判規則（既述）と同様、随分古式の裁判手続きを示している。古式

の手続きの中にラントツヴィンガーが加わった。先ずはこうした姿をとっ

て初めて、後には時代の一問題（後述）となる新しい課題が浮上してくる。

その一・端がわかるのである。

４ヴァイストゥームにおいて

（１）ティロール

伝統的な法を記戦するものであるがゆえに、一般にヴァイストゥーム

(判告）文書にラントツヴインガーが姿をあらわすのは稀である。その稀

な一例に、テイロールと上オーストリアの事例が挙げられる。

（イ）テイロールからは三例取り上げる中の一つは、ラント裁判区クロ

プスベルク（KroP侭bcrg）の事例である。同裁判区は、ツイラータール

(ツイラー渓谷）がイン河（ドナウ河支流）に注ぎ込む丘陵にザルツブル

ク大司教が建立した（1200年頃）城たるクロプスベルクと、そのブルクフ

リーデとに由来した。大司教はこれを（貴族にレーエンとして授けず）直

輔地として管理官（Pileger）をして（16世紀に至るまで）支配させた。こ

れとは別にラント裁判所を設けラント裁判官を世いた（17世紀には管理官

職とラント裁判官職とは一つになる)。ただ、河川を境界とした通商の要

衝であったがゆえにクロプスベルク・ラント裁判区に付属する諸穂の権利

(なかんずく刑事裁判権）をめぐっては、ザルツブルク大司教、テイロー

ル伯、オーストリア大公（ティロール伯領継承者)、バイエルン大公の間

において度々争いと仲裁裁定とが起きた16,)。

同裁判区について16世紀に由来するヴァイストウーム文書に、ラントツ

ヴィンガー（これは、ノートテーディンガーとも言い換えられていた）が

出現する。これによれば、判決質問（Frag）が裁判長（管理官代理

[phlcgsvcrwaltcr]）から提出される。「敵、あるいはラントツヴインガー

(ainIbindodcrlandzwinger）がクロプスベルク裁判区域内に到来せしとき
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は、裁判民はその者にたいしいかに振る舞いうるか｡」これにたいする判

決（UrtIdarauOが判決発見人（これを代表してその一人）によって、以

下のように下された。

「そのようなノートテーディンガー（nottiidinger）がラントー山岳地

であれ、渓谷、散居地であれ、村落であれ－に到来し、人（裁判民）か

ら喜捨されるもの以上のものか、一個の財物以上のものか、いずれかを望

むとき（woltmerhaben,wedcrmanimgemgiiboderaincsvermUgenwiir）

に、（それに週遇した）人は、その者（ノートテーデインガー）に、ヘル

シャフト（司直）のもとに行くよう伝えるべし。もしこれが効なくぱ、隣

人はこのことを他の隣人に告げ、他の隣人は別の隣人に告げるというよう

に、彼ら（隣人）が（相互に）出会いうるかぎりで、公然隠然、昼間であ

れ夜間であれ、次へと知らせるべし。かつ叫喚告知（geschrai）をなし、

(その者によって）危害を加えられる者を助けるため武器を携え駆けつけ、

(かような）ノートテーデインガーを穏便に（giietlich）退けるべし。これ

が役立たぬときは、その者に蒋告を発し（裁判民と）一緒に司直に赴かせ

るか、さもなくば捕らえて司直に差し出すかをなせ。彼（ノートテーディ

ンガー）がこれらのいずれにも応じることなくば、彼ら（裁判民）は彼に

たいし力付くで対応し、できうるならば裁判所に連行すべし。彼がこれに

抵抗するときは、彼らは彼を（捕らえるために）打ち据えうる。このため

に彼が身体を（損傷で）歪めるとか、破をひくとかとなっても、あるいは

死に至ることすら起きても、このことのゆえに司直が、また他の人びとが

罪を引き受けることはあらざる（unentgolten）ものなり。ただ神にのみ責

めを負うものなり◎これについては、なんぴとも例外なく助力がえられる

ものなり。（裁判民で）これを怠る者、これに従わぬ者のあるときは、そ

の者の身体、財産に処罰が及ぶべし。ラントとラントの民（landundleut）

とは、寡婦と孤児とはこれによって（ノートテーディンガーから）護られ

(bcschiiztundbcschirmbt）る｡」(70）

ラントツヴインガーは到来者（おそらく乞食か、流浪者か）として出現
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している。とくに乞食（しかも，,starkcBcttler“）については、処遇が寛

容から非寛容へ変わっていく過渡期的様相がみられる(7'）

（ロ）イン河下流クフシユタイン（K唾tein）・ラント裁判区に所属する

アムト・メラーンについては、短文の判告文書（1549年）が遣ってい

る(72)。アムト・メラーンにあっては毎年聖ガッルスの祝日（10月16日）

後の月暇日に”S611“（裁判場所か）において裁判集会（,,diestift6ffilung"）

が開催され、ここで判告が発せられる。これに、こうみえる。ホープ・ユー

フアン（Jufan）の保有民は、主君（上部バイエルンの大公）に毎年12ク

ロイツァーの貨幣を収める義務がある。これを収めることで（下級）裁判

権を行使しうる。ただし「盗み、あるいは流血に関わるものは、別として

(ausgenomen,wasdeubhaitoderpluetigehantberuert)」と。ここに「盗み、

あるいは流血に関わるもの」とあるのは、（蹟罪金の支払いではなく）刑

事刑が科せられる非行を指す。また一般に、この種の非行全体を象徴的に

言いあらわす言葉でもある。このようないわば刑事刑事件は、判告文書に

よれば、アムト・メラーンではなく「ヘルシャフト・クフシュタイン」

(クフシュタインのラント裁判所）で審理される。ラント裁判所は高級裁

判権を行使しており「盗み、あるいは流血に関わるもの」はその裁判権に

服する。しかも、流血裁判権（刑事刑裁判権）に服する。というのは、高

級裁判権そのものは順罪金の支払いで解決される事件をも対象としていた

から。本判告文書では、或る事件が流血裁判権（刑事刑裁判権）に服すこ

とはこう呼ばれる。「人間の流血を裁く（richtetijbermenschenpluet)」と。

科せられるべき刑罰が有罪者の流血をもたらす事件の裁判である。このよ

うな裁判においては、被告は「(一般の）ラント民も集って（auchmitdem

lantdabei）いる」中で、審理に付された（下述)。

さて、本判告文書においてラントツヴィンガーは、ラント裁判所のこの

ような刑事刑裁判権に服している。「盗人、ラントツヴインガー、あるい

は（刑事刑裁判権に服すべき）他の非行者にたいしラント民による叫喚告

知（lantgeschrai）が起きるときは、（他のラント民は）その者（上記盗人、
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ラントッヴィンガーら）を追跡し、あるいは捕らえるべし。かつ、ヘルシャ

フト［・クフシュタイン]の役人、あるいはその属吏が命じ、あるいは召

喚する場所に、（この場所で裁判が開催されるべく）その者はラント民と

共に（mitsambtandererlantschafi）在席し、ヘルシャフトの命令に従う

べし。」(73)ここに「ラント民と共に在席」すべし、とあるところからわか

るのは、盗み、ラントツヴインガー等の事件についてはその直接の関係者

(被害者、追跡者、捕獲者など）のみならず、それ以外のラント民もまた

裁判に参集しなければならなかったことである。上記,,lantgeschrai“（｢ラ

ント民による叫喚告知｣）といった、印象的な言葉にもあらわれていたよ

うに、ラント民全体には、裁判参集義務が課せられていたことがここに示

されている。

（ハ）南ティロール､ラント・フィンチュガウ、シュランダース（Schlanders）・

ラント裁判区の判告（1490年）にこうみえる。「(或る）犯罪者が、フェー

デ通告者、ラントツヴィンガーである、（もしくは）殺害犯、溢人である

ときは、またヘルシャフト、ラント、ラント民に損害をもたらしうる事件

に関わる者らであるときは、宣誓人は次の義務を負うものなり。彼らを、

(その存在を知ったときは）直ちにぐずぐずせずに、あるいは遅くとも三

日後には、ラント裁判官に告げることを。別の者らの事件については、

(遅くとも）一箇月後に。」(7ｲ'「宣誓人」とは、裁判区民の中でとくに判決

人の任務に就いている者らを指す。

判告は続けて述べる。「宣誓人」の一人が、あるいは「廷吏（imnpot)」

が彼の職務として（amtbshalben）上記の犯罪者を（密告を受けて）捕捉

(annemen）せんとして裁判区民にその助力を求めるときは、裁判区民は

これに逆らうことあるべからず（sosollensichdiegerichtsleut,soermant

undangeruefiwelden,desinkainwegsetzen)。逆らったことが判明せしと

きは、処刑され（inderkiniglichenmaiestatstra切る、と。ラントッヴィ

ンガーは「ヘルシヤフト、ラント、ラント民」にたいする加害者であった。
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② 上オーストリア

エンス河（ドウナ河支流）の支流シュタイル（Steyr）上流山岳地域、

ラント裁判区ヴインデイッシュガルステン（Windischgarsten）を通る通商

路ピルン道（Pyhrnpass）沿道には、バンベルク司教が1190年頃建立した

巡礼者用宿泊所があった。同宿泊所は1418年教皇マルテイン五世の同意を

えてバンベルク司教アルブレヒト・フォン・ヴェルトハイムの手によって

修道院(Kollegiatstift)へと模様替えとなった。主席司祭を首長とし、司教

座聖堂参事会員（俗人）を成員とする本院は古来、領地の渓谷（,,Garsten‐

undStodertal“）領民を単位とした領主裁判所を開催した。同裁判所の裁

判集会における問答を記録した判告文書としては、1492年、１６世紀中葉、

そして1641年の三文書が刊本化されている。このうち16世紀中葉の判告文

書の一条には、こうみえる。「質問一ラント裁判区において或る者が、

思い上がったラントツヴィンガーを宿泊させ、さらにこの者が悪しき、か
いしゆみ

つ思い上がりたるくわだてをなさんとするのに、つるはし、督その他の武

器を彼に与え、助言助力をなし食事を供するとき、これについて法はいか

にあるや｡」「回答一これをなしたる者は、刑事法に従いいかなる恩赦も

えられず、厳格に処罰されることになるであろう」と(75)。

以上ヴァイストゥームによれば、ラントツヴィンガーおよびこの支援者

は刑事刑に服すべき人物であること、その裁判には地域住民の全体が参加

すべきであったことに、注意が喚起されている。テイロールの事例からは、

彼らの一部はとくにフェーデ通告者をおもわせる（またはそれに近い）存

在として捉えられているのがわかる。

５裁判実務から－北ドイツにおける

（１）リューベック市参事会の事例（1547年）

日々の裁判実務を記録した中にラントツヴインガーを登場させているも

のとして、リューベック市参事会、およびプランデンブルク市群判人団の
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裁判記録があり、以下でこれらを取り上げたい。

1547年７月20日リューベック市参事会は、同市と海上交易関係にあった

レファール（Reval）市とヴィルヘルム・ショットなる男（被告）との争

いをめぐり或る判決を下した。遠くレファール市（フィンランド湾、現在

エストニア、タリン市）の裁判所（娘都市裁判所）は、自都市裁判所では

解決困難となっていた紛争についてオーベルホーフ（母都市裁判所）に判

決を請うた。娘都市裁判所から上がってきた事件とおもわれる。原告レファー

ル市の代理人はミヒァエル（"Ｍ・MichelPetri"）なる者であったｏ被告の

身分は不祥。リーフラント（Livland）のドイツ騎士団に関係のある者の

ようだ。被告は（レファール市で）捕囚の身に（gefmgen）あった。弁護

士が彼に代わって被告席にいた。リューベック市参事会におけるこの裁判

について読むことのできるのは、同市参事会がこの件でしたためた記

録(76)である。

記録は大きく二段にわけられうる。前段は紛争当事者の各主張を記し、

後段はリューベック市参事会の判決を述べる。ただ、本参事会の面前にお

いては、代理人、弁護士間で口頭弁論が交わされたとおもわれるが、審理

の実際についてはよくわからない。参事会の面前には予めレファール市当

局が参事会に書き送っていた訴訟関係文書、審理当日にレファール市代理

人、被告の弁護士らが持参した書類が置かれていたであろうし、参事会面

前では彼らの証言も聴取されたであろう。ともあれ、これら証言等に基づ

いて（NhabeschehenemvorbringenundgefilrdterkundtschopdesRevelschen

anwaldts）参事会は判決を下した。以上の文書、書類、証言は本参事会の

書記の手で纏められ、これが判決のための素材となっていた。参事会の記

録の前段に纏められていた事実関係は、それらに由来していよう。

以下では、（イ）当事者の主張、（ロ）リューベック市参事会の判決、

(ハ）考察、にわけてみていきたい。

（イーｌ）原告レフアール市側の主張一被告は刑事刑に値する。彼はレ

フアール市参事会にフェーデ通告状（einesentseggebre企）を書き送ってきた。
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その杏き振りは、いかにも思い上がった、脅しかける調子（bedrowlicher，

mudtwillgerentseggewise）であった。当市がこうした通告を受けるいわ

れはない（welckerentscggungdochdcbeclagedegarkeineorsakehedde)。

被告はレファール市によって裁判拒否に遇ったと主張するが、同市参事会

としては裁判を拒否した覚えはない（nichtgeweygert)。それどころか、

彼にとって有利な判決すら下したはずである。これらのことから、フェー

デ通告状を突き付けるといった行為に走った被告は、「思い上がったラン

ト離脱者として、またラントツヴィンガーとして（alseinmoedtwilliger

utrederundlandtbetwinger)、他の者（の同様な行為）にたいする見せしめ

のため（andemthomcxempel）に、（刑事刑によって）処罰されざるをえ

ぬ｡」これは、カロリーナが第128条で定める通りである、と。

（イー２）被告ヴィルヘルム・ショット側の主張一原告は当該の文書

を脅迫の文書だといっている（dervermeintebedrowbrefsulcker）が、レ

ファール市参事会を脅迫するというのは本旨ではない（sowehrdochsine

meinung,denRadtdarmitthobedrowen,nichtgcwcsen)。そうではなくて裁

判の上で助力してくれるよう（datseehmerechtesverhulven）求める趣

旨のものである。従ってこの趣旨の文書を同市がフェーデ通告状と断ずる

のはあたらぬ（sulckebrefvoreinentseggebrefnichtkondegeachtwerden)。

なにか脅しめいた言葉があった（etwasbedrowlichdarinstunden）とした

ら、それは被告が文章をしたためるのに'慣れていないせいである。また被

告は、「危険で不審な、かつ（レファール市とは）敵対的な事情にある

(vientlichen）（ドイツ）騎士団とは、当時関わってはこなかった｡」当時は

｢ダンツィヒや、ここリューベックに滞在したり、また他の（土地の）親

族友人宅に（byandemmmden）泊まったりしていた｡」（これは、一種ア

リバイを主張するものでもあろう｡）大筋以上を総括して被告側は、こう

強くうったえた。「被告が無責たるを享受するのは、然るべきことなり

(sinerunschultbillichthogenetenhedde)」と。

（ロ）リューベック市参事会の判決一レファール市が裁判を拒否した
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とは認められない。従って被告に、脅しの文書を普く理由はなかったはず

である。にも拘わらず被告は悪意のある書き物によって不法をおこない、

それによって危険な思惑に走った。このため同市当局は、いつ被告から非

道い危害を加えられることになるかを心配しなくてはならなくなった〈771。

事実認定をそのようにおこなった上で市参事会は判決を下した。被告ショッ

トは、彼が然るべき、十分なる保証をなす（cautiondho）に至るまでの間

は、入牢すべし。（関係する直接の言葉はみられないが、事実上はウァフェー

デの誓約である。本誓約は、リューベックにもレファールにも知られてい

た｡(77鋤)）これによって、ラントと人民とは彼の前で安全となり、彼が（レ

ファール市の）衡平と法に満足し、実力行使によってなにごとかをなすこ

とが起きぬために(7帥。他方リューベック市参事会は、被告の件でレファー

ル市に注文をつける。被告の権利を奪うことのないように、彼が訴えを起

こすさいには、彼の然るべき権利について彼に助力をなすのを惜しまぬよ

うに、と《７，)。

（ハー１）考察Ｉ（ラントツヴィンガーについて）－被告ショットは

いかなる者とどのような争いに陥っていたのか、またそのためにレファー

ル市に告訴を提起していかなる裁判拒否に遭遇していたのかの事情はわか

らない。レファール市を一管区とする騎士修道会管区長（,,Klaul3vondcr

Streithorst"）と被告との間でな'こかの乳喋が起きていて、これにレファー

ル市が一枚加わっていたのかも知れない。ともあれ、リューベック市参事

会の判決で注目するのは、レファール市にたいする被告の悪意は同市の主

張通り認定しつつも被告をラントツヴィンガーとはみなかったことである。

なぜだろうか。彼がダンツイヒやリューベック等に「親族友人（fiFunden)」

を抱えていたからであろう。彼はうろんなる土地に逃亡するようなラント離脱

者には陥っていなかった。このことが、彼を斬首の刑事刑に処する（カロリー

ナ第128条）のではなくて、（ウアフェーデを誓約させた上で）釈放すべしとの

判決に至らせた。そしてこのことからわかるのは、ラントツヴィンガー現象を

形成する第．-･義的な要素は（カロリーナの言葉でいえば），,auBtretten“（｢ラン

KumamotoLawReview，vol､122,2011356



－５２－

論 説

卜を離脱すること｣）であった。「脅し」とか「悪意」・「フェーデ通告状の

送付」とか、ラントツヴインガーに関わった諸要素は、ラント離脱の事象

を前提としていたものとみてよいであろう。

（ハー２）考察Ⅱ（カロリーナ第129条と第128条について）－上述で

は挙げなかったが、じつは被告側はこう主張していた。「(リューベック市

参事会面前で）読み上げられた（カロリーナ）第129条は直近の前条［第

128条]を損なう規定である（del29､artickel,welcherockgelescnwurdt,den

negstenvorigenartickelhinderendede)」と。この発言は、いかなる意味の

ものなのであろうか、以下で考えたい。

（i）第129条（｢人びとに向けて悪意をもってフェーデをなす（leutb61B‐

lichbcvheden）者どもにたいする刑罰｣）によれば、「法と衡平に違背し、思

い上がって、なんぴとかにたいしフェーデをなす（mutwilliglichbevhedet)」者

は斬首となる。ただし、フェーデをおこなうについて皇帝から許可

(erlaubniss）を受けている場合の他に、次の二つの場合はこのかぎりでな

い。（ａ）フェーデをおこなう者（Ａ）とその相手（Ｂ）との関係からく

るもの－Bが（i）Ａ自身の「敵（feindt)」．（ii）Ａの親族の敵．（iii）Ａ

の友人の敵．（iv）Ａの主君の敵．（v）Ａの主君に従う者（臣民）の敵の

いずれかのとき。（ｂ）フェーデをおこなう側に「適法で、かつ差し迫っ

た理由（rechtmessiggcdrungenwsach)」があるとき－この二つである。

本条がリューベック市参事会面前で「読み上げられた」のは、おそらく、

原告が第128条とあわせて本条を引きフエーデ通告に走った被告の行為は

斬首に値すると主張する根拠としてであったろう。被告はこれにこう反駁

したとおもわれる。レファール市に被告が送付した書面が原告の主張通り

仮にフェーデ通告状であったとしても当該書状の送付は、上記、フェーデ

を適法におこないうる場合の（ｂ）にあたる。というわけは、被告はレファー

ル市当局から裁判の拒否に遭遇していたからである、と。

次に（ii)、カロリーナ第129条が第128条（ラントツヴインガー規定）

を「損なう規定である」との被告側の発言である。第128条はこう述べる。
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｢(ラントツヴィンガー予備軍たる）かような者らが上記のごとくラントを

離れ、うろんなる土地に赴き、人びとが然るべき法と衡平をもつことを認

めず、上記のラント離脱によって、人びとが法と衡平から離れる（法を蔑

みする）ように脅し、あるいは怖がらすべくもくろむとき」その者らは、

ラントッヴィンガーとして斬首刑に処せられるべし、と。この、人びとを

｢脅し、あるいは怖がらす」行為の代表格こそがフェーデ通告状の送付で

ある、と原告は主張し、被告側はこの行為は適法な場合があった、と弁論

したのではないだろうか。第129条は第128条を「損なう規定である」との

発言の意味は、以上のようではないかとおもわれる。被告側はこう発言す

ることで、原告側が被告側を断罪せんために引く第128条と第129条の効力

を失わせ、被告は無責であるとの主張を補強しようとした。

最後に（iii)、第128条によれば上述の通り、人びとを脅し、あるいは怖

がらせんとする者はラントツヴインガーとして斬首の刑率刑を科せられる

とあった。では、脅すとかはいかなる方法、手段で起きるのであろうか。

これについては、同条は述べていない。被告ショット側は、そうした方法、

手段として－しかも「適法」な－フェーデの通告を考えたのではない

か。のみならず原告側もそのように－しかし刑事刑に値すると－みた。

いずれにせよ、以上の意味で第128条と第129条は繋がっていた１一方に永

久ラント平和令に述べられていたフェーデの禁止があり、しかし他方では、

フェーデの通告（もしくはその実行）を無条件に禁圧なしえなかった現実

があった(80)。時代の過渡期性、複合性に思いを致さざるをえない。

②プランデンブルク市審判人団による裁判（1566-1576年）

同市審判人団（"sch6ppenbeiderstedteBrandenbur9k"）のラントツヴイ

ンガー関係裁判記録からは、当面管見のかぎりで三事例が知られる。

（イ）1566年の事例(81)－（i）ブランデンブルク市の南ゴルツオヴ

(Golzow）在ロッヒョブ（Rochow）の兄弟（ディートリヒとアントニウス）

は、プランデンブルク市審判入団に回答を求めた。彼らの所有する裁判区
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で或る非行のために捕らえられた牧師にたいする望ましい判決とはなんで

あるのか（wasimerechtlichcnwiIdtzucrkandtwerden）を、教示して欲し

い、「悪行が処罰され、正義が保持されうるために」と。

ロッヒヨブの兄弟は当牧師（名はハインリヒ・バルテルス）による事件

の詳細を審判入団に書き送っていた。これによると事件は二つあった。

（ａ）牧師はビユーロヴの住民（dicvonBulow）とその村（ケーレンドル

フ村）にたいし思い上がってフェーデ（muthwilligenvede）をなさんとして

彼らにフェーデ通告状（vedesbrief）を送り付けた。また或る屋敷,,Zilbge“

(,,FickevonBuIow“が所有する）に導火線と火薬をしかけんとした。（ｂ）

牧師は或るランツクネヒト（名は,,MichelHelbich"）と共謀し（miteinem

landtsknecht）て馬４頭（,,CurtMuller“が所有する）をケーレンドルフ村

前方の牧場から連れ去り、そのうち一頭を刺し殺した。追跡を受けゴルッォ

ヴにおいて発見された。馬と共に見つかったために現行犯行となった（uf

firieschemfilsse)。ランツクネヒトは逃亡した。なお、牧師は、２年前にも

ケーレンドルフ村の或る男（名は,,Kciscr“）のもとから馬２頭を連れ出

し、売り払っていた。以上事件の事情はすべて、ビューロヴの住民が先に、

領主たるロッヒョブの兄弟にうったえていたものである。領主兄弟は領主

兄弟で、これらを文書にしたためた上で前記審判入団に伝えていた。

牧師ハインリヒが捕らえられたのは、上記馬の連れ去りのときである。

じつは、彼の上述（ａ）（ｂ）両事件の基にあったのは、彼とビューロヴ

の住民との確執であった。住民によれば、牧師は住民の行動を弾劾してい

た。住民らは牧師の教区（ケーレンドルフ教区）に属する十分の一税と二

つの牧草地とを当教区から切り離そうとしている、と。これにたいし、住

民の言い分によると、当該十分の一税と二つの牧草地とは本来ヴァルベッ

ク（Walbeck）（アイスレーベンの北方）の聖堂（マクデブルク大司教区

所在）の所有物である。それらは、ここからゲーレンドルフ教区に封

(lchen）として貸与されていた。このことは６人に及ぶ先任牧師もなんら

争ってはいなかった、と。こうした論争の最中ビユーロヴの住民は、封主
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(ヴァルベックの聖堂）の同意をえて新しい牧師を任命した。力､の牧師は

９箇月もの間教区を離脱していた（,,wieernunausgetredtenundbcid1℃i

vierteljarenweggcwcsen"）からである。ところが、前任牧師（deralte

pfamer）ハインリヒはこれを知って新任牧師を追い払わんとした。しかし

これがうまくいかぬため彼は前述のように、ビューロヴの住民とその村に

フェーデ通告状を送り付けたのである。

ハインリヒを捕らえることができたビューロヴの住民は、ロッヒヨプの

領主兄弟にこの前任牧師にたいする「刑事刑による処遇を（umbein

peinlichenzutridt)」を請うた。ハインリヒは、住民の訊問には、導火線と

火薬をしかけんとし（おそらく夜間放火のくわだて)、また馬を盗まんと

したことは認めた。（フェーデ通告状送付の件については言及がない｡）彼

をこうした行為に走らせんとした理由は、おそらく牧師解職の「恐怖から

(zurabschcuundfUrcht)」きていた。ロッヒョブの兄弟がプランデンブル

ク市審判入団に判断を請うまでの経緯は、大筋以上のようである。

（ii）さて、審判入団の回答である。審判入団は、ハインリヒが「理由

なくケーレンドルフ村にフェーデ通告状を書き送った」ことを含め彼の上

記容疑すべてについて事実なりと認定し、こう回答した。「彼は、かくの

ごとき非行のゆえに、ラントツヴインガーとして剣によって生から死へと

(alseinlandtszwingermitdemschwerdtvomlebenzumtodte）処せられ

うる」と。ただハインリヒが実際に処刑されたのかどうかは、わからない。

（ロ）1575年の事例一（i）シュテンダール市南東、タンガーミュン

デ（Tangermunde）市の市長と市参事会は、同市が捕らえたハイネ・ルロッ

フなる男の裁判においていかなる判決を下すことができるか（desrcchten

zuberichten）について「法を教示してくれるよう（zueinerbelerungedcs

1℃chten)」市審判入団に求めた。審判入団はこれに回答する。タンガーミュ

ンデ市はハイネに関して審判人団から回答をえるために事前に文普を書き

送っていたとおもわれるが、本事例ではこの種の文書について、事情はわ
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からない。われわれが読むことができるのは、審判入団の回答書のみであ

る。回答書は、祥判人団から書き送られたとおもわれるものをi1j:現してい

るので、審判入団が書き送った内容は大略は想像できる。回答書を一読す

るに、群判人間は下しうる（下すべき）判決内容自体については答えてい

ない。ここに述べられているのは、裁判の進め方に関する回答である。こ

の点は、上記1566年の事例（イ）とは異なっている。

審判入団の回答書にはハイネによる数々の非行の事怖、もしくは非行の嫌

疑の状況が再現されていた。そうした事情、状況こそがラントツヴィンガー

(この言葉自体は、回答害にはないが）のありように関係していた。（ａ）彼

は悪意のある脅しの言辞（honischenundbedrowlichenworten）を弄した。

（ｂ）その上ラントを離れて（ausgetrctten）いた。（ｃ）選定侯（プランデン

ブルク辺境伯か）の布令（bevelch）に従わず（ungehorsammiglichCn）その

効力を失墜させた。（。）かつて誓った市民としての蒋約を忘却の彼方に

(scingcschwomcnburgcreidtvergcsscntlich）追いやった。（ｅ）彼の発言

は首尾一貫せず（unbestendigk)、また敵対的で（wicderweltigk）あり、そ

の上真実ではなかった（aufunwarheitbcfimdcn)。（ｆ）種々 の洲Wの宛て

先を変えて（dcrgeschricbenenbriefbdatumahnandcrortcr）書簡が先方

に屈かぬよう細工した。（９）火災（brandtschadcn）が起きた日の前日彼

は「火の付いたものと硫黄、その他の不審な物を身に帯びて（mitfeuer，

schwebelundandemvordechtigenstucken)」おり（カロリーナ［第41条］

が述べる放火の確たる徴表！）、ボルスドルフ村（火災があった村か）に

いたところを発見された。

上記事情は、ハイネ自身の供述によったもの（dcsgefmgcnenHeine

RulofYbngethancguttlicheaussage）である。一部は当局が調査して判明し

たものがあるかも知れない。回答書はこう閉め括る。「以上の他に（タン

ガーミュンデ市によって）挙げられていた情況から、次のことは十分明ら

かである。ハイネ・ルロッフにたいしては、放火の事件と馬刺殺の事件と

について真実の発見のために、拷問をもって、しかし過度にわたらぬよう
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攻撃が加えられ、訊問がなされうる。彼の自白に基づいて、さらに正しい

判決が下されるであろう。よって件の如し｡」(82)閉め括りの文で初めて彼

には馬刺殺の嫌疑もあったことがわかる。放火の容疑については確たる徴

表があったといえる（上記)。彼は「火の付いたものと硫黄、その他の不

審な物を身に帯びて」発見されたから。カロリーナ第41条によれば、放火

の嫌疑を受けたる者が「怪しき野郎（argkwoniggesell）である」とき、

かつ「放火の直前において、秘密なるさまで、また嫌疑あるさまで、隠れ

て火を付けるのに用いられるのが通例の、異常にして不審なる、また危険

なる燃料を携帯し俳個して（vmbgangen）いたことが探り出されうる」と

きは、それらは放火の確たる徴表（redlichanzeygung）となった。タンガー

ミュンデ市当局、およびプランデンブルク市審判入団には、ハイネを訊問

するにあたって本条が念頭にあったのであろうか。

（ii）本事例の要点は、こうなろう。ハイネの放火容疑の件についてタ

ンガーミュンデ市当局が拷問による自白の手続き（礼間手続き）を進める

のに、上記数々の情況は確たる徴表となっているのかどうか、これについ

て市当局は審判入団に意見を問うた、ということである。そのわけは、カ

ロリーナによれば、確たる徴表が認定（これ自体も、２名の証言によらね

ばならない［第23条]）されて初めて、有罪立証に向けた拷問の手続きに

進みうる（第20条）からであった。

では、本事例はラントツヴインガーの問題とはどう関係するのであろう

か。ハイネにかけられていた数々の情況証拠の冒頭には、彼はかつて悪意

のある脅しの言辞を弄していたこと、ラントを離脱したこと、が挙げられ

ていた（上述)。立法においてラントツヴィンガーに度々帰せられていた

標識がここに見出される。しかも本標識は、拷問に付せられるべき者

(｢怪しき野郎｣）としてカロリーナが放火の一徴表に挙げていたものに相

当していよう。ラントツヴインガーの標識を帯びていること自体が、徴表

の一部をなしていた。
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（ハ）1576年の事例一（i）本例も、審判入団の回答書のみが知られ

る。しかも回答書はリユーベック市参事会の事例と同様カロリーナ第128

条を引く。のみならず、回答書には同第176条が挙がっている。これは、

本稿これまでの諸事例にはなかった点である。第176条の問題については

後述する。意見を求める側から審判入団に書き送られていた文書が実際に

存在したことは、「送付されてきた書類に述べられていたように（inden

ubersandtenactenzuerkennengegeben)」と本回答書にある文言から、はっ

きりわかる。では、意見を求める側とはだれなのか。（ａ）”Albrechten

Quasten,zuCarveerbse6en［世襲農]"と（ｂ）ノイルッピン（Neuruppin）

市の市長、市参事会、裁判長、審判人とであった。ただし（ａ）（ｂ）両

者の関係は、わからない。これはともあれ、本事例で「思い上がった人物

(einemuttwilligeperson)」としてラントツヴインガーたることを問われて

いるのは、名をアントニウス・ツィンメルンハン（身分は不祥）と称した。

（ii）ノイルッピン市当局によれば、アントニウスは公然と脅しの言葉

を弄し、ラントを離れ、助力、支援を享受可能な土地、人びとのもとに引

き移った。これによって、彼から危害が及ぶのを予期せざるをえぬ。それ

ばかりかノイルッピン市の人びとが法と衡平に違背せざるをえぬことすら

起きようとしている。そのわけは、違背せざるをえぬようアントニウスが

脅迫し、恐怖を与えているからだ(83)。そのため「帝国の刑事裁判令第128

条にあるように」アントニウスは「思い上がりたるラントツヴインガーと

して」生命刑に処せられうる。市当局の主張はこのようである。ここで注

目するのは、回答書末尾には上記に続けてこう述べられていた点である。

｢さもなければ、われら（プランデンブルク市審判人団）が先に述べた判

決に（beiunsermhiebevorgesprochenemurteil）ある通りである。（帝国

の刑事裁判令）第176条に定められているごとくに｡」ここに先ず（ａ）

｢さもなければ」とは、アントニウスを斬首に処すのでなければ、とのこ

とを指している。次に（ｂ）「われらが先に述べた判決」とあった。この

ように、彼の行為はすでに一度審判入団に向け判決が問われていた。この
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ことは、本回答書の目頭からもはっきりわかる。「貴殿（ノイルッピン市当

局ら）は、アントニウス・ツィンメルンハンが捕らえられる原因となった非行

について（貴殿によって）送付されてきた書類にあったように、再度（aber‐

mahls)、われら（群判人団）に、知らせてきた」云々と。ここで、この

｢非行」をくＢ行為＞と呼びたい。そして上記「公然と脅しの言葉を弄し、

ラントを離れ、助力、支援を享受可能な土地、人びとのもとに引き移った」

アントニウスの行為は、＜Ａ行為＞と呼ぼう。

では、（α）アントニウスの（時間的には先に起きた）＜Ｂ行為＞とカ

ロリーナ第176条、（β）彼の（時間的に後に起きた）＜Ａ行為＞と第128

条、という（α）（β）の関係はどのようなことになっていたのであろう

か。回答書自体からはわからない。以下では、推測に頼らざるをえぬが、

考えてみたい。

（ii-l）先ず、第176条（｢証明せられたる諸理由から人が非行および犯

行を予期せざるをえない者らの刑罰あるいは拘禁について｣）はなにを述

べているのであろうか。長文の規定なので骨子のみを記したい。或る者が

かつて或る非行を犯し生命刑には処せられなかった（つまり、生命刑に処

せられるほどの非行を犯したのではない）が、そのときウァフェーデ

(vmhed）は誓った。だが後に、破誓し（vcrbrochen）た。また或る者がか

つて或る非行を犯し生命刑には処せられなかったものの、処罰は受けたが

ため、このことを根にもち復欝のために、同じ事件（非行）を起こしてや

るぞ、と口頭または文諜によって人びとを脅し（trohCt）た。

これらの場合に、破醤はしたがこれ以外のこと（例えば、さらに危害を

加えるとか）は起こしていない。脅したがこれ以上のことは犯していない。

では、さらなる問題は起きてはいないからといって当該の者を放置してお

いてよいのか。そうはいかぬ。諸般の事情を考慮に入れるとき、加害行為

が今後起きぬとまでは当該の者を信用しえぬ状況がある。こうした状況が

あるときは、将来（kijnfnigen）起こりうる危害を予防する（fiirkommen）

ためその者に保証（caution）を立てさせねばならない。（直ちに考えられ
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るのは保証人を置くこと、またウァフェーデを交わさせることであろう｡）

彼がもしこれをおこなわぬとなると、裁判所の判決をえて保証を立てるま

での間入牢となる。ただし「かような刑罰は職率になされてはならず、将

来非行が起きるについて顕著なる容疑（mergklichverdechtlicheyt）がない

ときは、許されぬ。これについては、法に精通したる者の評議に委ねられ

ねばならぬ｡」本条ではさらに、入牢に関わる事務的な規定が続くが、本

条の骨子は以上のようである。

（ii-2）次に、第176条が規定の対象とするのはどのような人物なのであ

ろうか。これをウァフェーデの破誓の点から考えよう。カロリーナ第108

条が関係の規定である。（なお、第107条は偽誓をめぐる一般的規定｡）第

108条によれば、ウアフェーデの誓約中に或る行為Ｘによって破誓を犯す

とき破醤者は、行為Ｘが生命刑を科せられるほどのものでないときは、片

手または指（２本［第１０７条]）を失う。（なお、行為Ｘが生命刑を科せら

れるほどのもののときには、生命を失う｡）ところで、本条は末尾でこう

述べる。「人々が、彼（破誓者）によって（将来）更なる非行が起こりう

ることに恐怖を抱かざるをえぬとき（Womansichaberwcithcrmissethatt

vorjmbcsorgcnmijst）は、＜さらに、ある者がウァフェーデを不法に、

かつ故意に破りたるとき＞に始まる第176条が定める通りに、彼（破誓者）

にたいし措侭なされるべし。」この「彼（破誓者)」とは、片手等は失った

が生命は助かった者を指している。そして第176条で述べられている破誓

者も、同じく（身体刑は被ったものの）生き延びえた者である。

このように第108条を考察に加えると、第176条が想定している人物のあ

りようがよくわかる。上述の破誓者であれ、脅迫者であれ、それらの者は、

周囲の人びとが彼らによって「(将来）更なる非行が起こりうることに恐

怖を抱かざるをえぬ」人物を意味している。とくに破誓者についていえば、

この者も脅迫者と同様脅す者である。破誓者であっても、このく破誓＞と

いうこと自体が周囲の人びとにとってはく脅し＞と映る。以上を要するに、

いわば人物の存在そのものが周囲にとって脅迫となっていてく将来なにを
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しでかすかわからぬ＞者として、不信の目で眺められている（nitzu

vertmwenoderzuglaubcnwcr）者が意味されている。

（iii）さて1576年の本事例に戻ろう。アントニウスの（α）＜Ｂ行為＞

と第176条、（β）＜Ａ行為＞と第128条、の関係問題である。（α）彼は或

る行為（不祥）により捕らえられたが、裁判において生命刑には問われず

代わりにウァフェーデの誓約を課せられこれを果たしたが後日これを破っ

た。破誓を犯したが保証を立てることができて入牢を免れた（［α]）（こ

こまでが第176条の問題)。そうこうするうちに、彼はラント離脱に走り

(ここからが第128条の問題)、支援者のもとに匿まわれた。追跡を受けて

捕らえられ、ラントツヴインガーとみなされて斬首に処せられる（［β]）

はずである。このところで、もしノイルッピン市当局が刑を科さぬならば、

(再度第176条に基づいて）保証を立てさせるか、保証を立てさせるまでの

間入牢させるのが至当である。アントニウスの事例における（α）（β）

の関係は、以上のように推測されよう。以上は、繰り返しウァフェーデの

誓約が求められうる事例の一つに数え入れることができよう。

本事例では、アントニウスの行為の実相はわからなかったが、ただ、カ

ロリーナ第128と第176条との関係が当時どのように考えられていたのかを

垣間窺うことができて、興味深い。

６ 小括

ラントツヴィンガー問題は南ドイツから帝国へ、そして北ドイツ（リュー

ベック市そして遠くレファール市）へと広がりをみせる。その媒介者になっ

たのは、帝国の諸法とりわけカロリーナ（本裁判令はヴュルツプルク司教

領にも力をもった）であったようである。帝国自体については、1512年帝

国議会においてラントツヴィンガー問題の骨格が定まり1555年帝国議会で

問題が出揃った。帝国議会議決においては、ラントツヴィンガーは、なか

んずくラント離脱者と位置づけられていた。彼らを匿い庇護する者一こ

の中でもとくに司直が弾劾の対象になった。司直は、彼らが裁きの場に出
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易<なるために尽力すべきである、と注意が喚起されている。他方ラント

ッヴィンガーとして訴え出された者自身、自己の行為の正当性（裁判の拒

否に遭遇したとか）を主張することがあった（リューベック)。プランデ

ンブルクでは、ラントツヴインガーとみなされた者がランツクネヒトと行

動を共にしていた。ここに、時代の問題の一側面をみることができる（次

章参照)。

Ｖ歴史犯罪研究の観点から

１「法学的」視点と「犯罪徴候学的」視点について

ラントツヴインガー問題を歴史犯罪研究の観点から考えてみたい。この

観点からの本格的考察はほとんどないが、多少とも問題に触れた研究に古

くグスタフ・ラートブルフの論稿がある。論文「カロリーナにおける略奪」

(1931年)、およびハインリヒ・グヴイナーとの共著「犯罪の歴史歴史犯

罪学の試み」（1951年）で彼が分担した中の一章「放浪者」(鍋)である。彼

の所説を追う（これが果たして上記の観点からの考察となりうるかどうか

は問題ではあるが、一つのとっかかりにはなろう）中で問題を考えたい。

ラートブルフは前記論文の岐後部分でこう述べた。「刑法史は、たんに

刑法規範の歴史でよい、と考えてはならぬ。また刑法史は、そのようなた

んなる規範史の域を越えるものでないかぎり、刑法規範の、徹底した歴史

とすらなりえぬ。実際」－と、続ける－「刑法の発展は、刑法規範の、

弁証法的な自己発展ではなく、むしろ、変転する、犯罪学的状況に添って

いる。それゆえに、刑法の歴史はおのずと犯罪の歴史を含み込んでいる｡」

この意味の刑法史学を彼は「歴史犯罪学」と呼び、これ自体「社会史を背

景に置いて初めて可能」であるとみた(85)。本論文中で、彼はカロリーナ

のラントツヴインガー箇条（第128条）を含む第124条から第129条の諸箇
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条に注目し、彼自身の刑法史の一端を提示してみせたのである。

そのさい中心に置かれたのは、犯罪く者＞のありようだった。カロリー

ナは「それら諸箇条でもって、当該の時代にとって特徴的な犯罪の鎮圧を

図ろうとしている。これら諸規定の一つひとつが、カロリーナの時代の際

立った犯罪者集団の一つひとつと関係する｡」彼がカロリーナの第129条と

第128条とを対比したのは、この意味においてであった。「人びとに向けて

邪悪にフェーデをおこなう者ども」にたいする刑罰（斬首）を定める箇条

(第129条）において予定に入れられている者は「騎士」身分であった。他

方ラントツヴィンガーにたいする刑罰（同じく斬首）を述べる箇条（第

128条）で想定されている人物とは「ガウナートウーム（Gaunertum)」で

あった。「(第128条が規定する）ラントツヴァングとは、フェーデをおこ

なう（身分上の）資格のない者（nichtFehdebcrechtigten）によるフェーデ

の行為」とみなされる。たとえ「ジュリスティック（juristisch)」（法学的）

な意味においてではないにせよ「クリミナリスティック（kriminalistisch)」

な意味においては確実にそう呼ぶことができる、と(雛)。なお,,kriminalistisch“

とは、いうまでもなく”Kriminalistik“（刑事学）に由来する言葉である。

これは「犯罪の解明とその阻止の学」（この意味で「非法学的教科

[nich0uristischeDisziplin]｣）を指している。それを一言でもって日本語に

移すのは難しいが、さしあたってここでは「犯罪徴候学的」（あるいは

｢犯罪現象論的｣）といった言葉をあてておきたい(")。

ところで、「ラントツヴァングとは、フェーデをおこなう（身分上の）

資格のない者によるフェーデの行為」と捉えるのは「法学的な意味におい

てではない」とは、どのようなことなのか。ラートプルフは説明していな

いが、こうではないか。騎士身分には無い（かつ、より下届の）者による

行動がたとえ一見（フェーデ通告状の送付による）フェーデの行為にみえ

ようとも、それはくフェーデ紛い＞の行為でこそあれ、＜適法で正規のフェー

デ＞ではない。そのような身分の者は、本来フェーデはおこないえないは

ずである。従って、彼が処罰されるにしても、処罰理由は、法と衡平に連

KumamotoLawRcvicw，ｖ０１．１２２．２０１１３４４
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背して「邪悪にフェーデをおこなう」ことに由来する「ラント平和破壊」

の罪（フェーデ通告状を予め送付することをせぬ襲撃行為）によるのでは

ない。たんに略稚、盗み等による。フェーデをおこなう（身分上の）資格

のある者がおこなうはずの行為をその資格のない者が果たすとすれば、こ

れは法学的視点からの考察からはみ出してしまう現象である、と。

他方現実には、下層の身分にある者（農民、商人、職人、徒弟等）が

｢ラント平和破壊」の罪によって刑に処せられた。ハインリヒ・フォン・

クライスト（1777-1811）の小説(郷'で人口に脂炎した事件一ベルリン

(プランデンブルク選定侯領）近郊”C611nanderSpree“在、商人ハンス・

コールハーゼのフェーデ事件一が一例に挙げられる。ハンスは1532年１０

ｊ１馬を総まれる被害に遭遇し加害者の主君ギュンター・フォン・ツアシュ

ヴイッツ（Zaschwitz）に損害賠償請求を起こしたが、これが解決をみぬ

ゆえに'534年２月ギユンターにフェーデ通告状偲9)を発した。同年４月９

日、１０日ヴィッテンベルク市を焼き払ったのはハンスの行為に帰せられた。

その後諸方面から和解の模索が企てられたが、成果はえられなかった。ハ

ンスは1540年３月８日に始まった審理においてラント平和破壊の罪のゆえ

に有罪判決を受け、３月22日刑死する(901．

参考までにもう一、二例挙げるとすれば、同時代1537年ニュルンベルク

においてヴィスナーなる者が或る市参事会員の家臣らにたいするフェーデ

通告状（einschrinlichabclag）を市塔にクギで打ち付けた。「確たる理由

がない（keinrcdlicheursach)」のにも拘わらず。結果は斬首となった。

さらに後代1615年９月２日同市における靴屋徒弟のハンス・ツイーグラー・

フォン・エーシェナウの事例がある。彼はフェーデ通告状をしたためた科

によって「フェーデ通告者（Befbhder）として剣による有罪判決を受けた」

後、彼の願い通り、（両手を身体の前に組み）ひざまずいた姿で（kniend）

斬首の刑に処せられた(９１)。身分違いの者によるフェーデ通告現象が起き

ていた、この秘の現実を問うには、「法学的な」視点からの考察では雌し

い･このところに、「犯罪徴候学的」視点（あるいは広く刑事学的視点）
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の必要性が出てくる。

『犯罪の歴史」「放浪者」の章では、カロリーナ第129条と第128条との

対比をめぐる「犯罪徴候学的」視点に関しては、ラートブルフはより明噺

な境地に達している。彼は第128条が理解の難しい規定たることを認めつ

つも、こう述べる('2)。「(同箇条は）ラント平和破壊にたいする、すなわ

ち、正当性のないフェーデ（unberechtigteFehde）にたいする刑罰を定め

た箇条［第129条]を補足する規定である｡」フェーデは外部の敵から発せ

られるが、ラントツヴァングはラント（領国）固有の臣民による行為であ

る。こうして彼は、両者の違いを綾織繰り広げる。フェーデは「軍事規律

に則った騎士身分の行為者によって自己自身の武器と兵員とを用いて」起

きるが、ラントツヴァングには、放浪者なかんずく「ガウナートゥーム」

が投入される。フェーデは、フェーデ通告状によって事前に通告を要求す

るものであるが、ラントツヴァングではフェーデ通告状の代わりにたんに

脅しがあるのみである。事前に脅しがなくてさえ即座に戦いが始まること

すらある。こうして彼はこう閉め括る。「ラントツヴァングとはフェーデ

無権利者（Fehde-Un億higen）によるフェーデと解して差し支えない」と。

この一種ユニークな命題を立てるのに、犯罪徴候学的視点を提起したの

はラートブルフの一見識であろうが、当の命題そのものがすでに、いかに

も法学者らしい、法学的視点からの区別化の方法である。上記の命題は、

フェーデにはく正規の（recht）フェーデ＞とく不正規の（unrecht）フェー

デ＞とがあるといった考え方が前提になっている。こうした前提自体が狙

上にのぼせられて問われなければならない問題なのである。

２時代の問題のひとこまとしてのラントツヴィンガー

ラートブルフは『犯罪の歴史」「放浪者」の章でこう問題提起している。

カロリーナ第128条のラントツヴィンガー規定はいったいどのような事態

を想定しているのであろうか、と。それは、「放浪者群がみずからの中に

含み込んでいるガウナートゥーム」を利用した非行、暴力の事象である。

Kum8imotoLawRcvicw，vol・'2２，２０１１３４２
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すなわち、或る者（Ａ）が、ガウナートゥーム（Ｂ）を扇動し、その者

(Ａ）自身が属する共同体（都市とか村落とか、また領邦権力とか）にた

いし、暴力行為に、なかんずく夜陰に乗じた放火（Mordbrand）('3)に走ら

せる（AufWiegelunggauncrischerElcmentedesFahrendenVolkcs）事態で

ある。では、或る者（Ａ）とは、だれなのか。それは「手に負えぬ、正義

の狂信者（unbiindigeRechts砲natiker)、人の意見に耳を傾けずしつこいま

でに不平を鳴らす者（unbelehrbareQuerulanten)」である、と(1)')◎争いを

好む者ら（Ａ）つまり「手に負えぬ、正義の狂信者」らによって、彼ら自

身が意図するもの（共同体にたいする非行、暴力、反逆、要求）の実現の

ために、ガウナートゥーム（Ｂ）の社会的勢力が利用されるのである。

こうみてくると、奇しくも浮かんでくるのは、クライストが造型したミ

ヒャエル・コールハースの形姿である。小説は冒頭に語っている。「もし

も一つの徳行に溺れなかったならば世は必ずや彼［ミヒャエル]の思い出

を祝福したであろう。爪義の心が、しかし彼を盗賊とし人殺しとしたので

あった｡」またヴィッテンベルク市焼打ちについて語る。「それは［ミヒャ

エルの]病的で不具な妄想にすぎなかったが、にも拘らず金の響と獲物の

見込みに釣られて、ポーランドとの和睦のために食を失った賎民の間に大

量の参加を呼び起し、ウイッテンベルク放火のためエルベ河の右岸に引き

返したときは事実三十幾人を算えるに至った｡」(鴫Ｉここに、ミヒャエルと

は上記ラートブルフのいう「手に負えぬ、正義の狂信者、人の意見に耳を

傾けずしつこいまでに不平を鳴らす者」にあたり、ミヒャエルのもとに集っ

た無頼の徒（Gesindel）（上記「賎民｣）とは「ガウナートゥーム」に相当

してはいないか。ラートブルフの所論には、クライストの小説が色濃く影

を落としているようにみえる。

行為者とその行為を「犯罪徴候学的」視点から問うことは、この事例で

いえば争訟を好む者（Ａ）と、これを支える者ら（Ｂ）との各々の思惑、

かつ両者の相互交際の現実的なありようを考察することにある。また、争

訟を起こす基にあった理由一これ自体は、もちろん、本人にとっては正
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当な要求と信じられていたものであろうし、客観的にみても正当なものが

あったであろう（例えば、司直による裁判拒否・裁判僻怠が起きていた）

－が正当化され、この口実の下で敢行されているのは、時代の非行、逸

脱行為、なかんずく略奪であり、これらが起こる時代のありようを考察す

ることにある。時代の特定のありようが、非行、逸脱行為にとって「徴候」

となるのである。

さて、カロリーナ第129条および第128条を「犯罪徴候学的」視点からみ

るとき、ここに浮上してくるのは（ａ）騎士196)しかも「無産階級となっ

た騎士」（非行者の一姿としてはラント平和破壊者）と「ガウナートゥー

ム」（非行者の一姿としては、ラントツヴィンガー）であった。これら両

者を「犯罪徴候学的」視点から考察することは言い換えれば、両者それぞ

れを「カロリーナの時代の際立った犯罪者集団」と捉えることである。

(それらを、いわば「時代への先兵」もしくは「時代の伏兵」(97)と位置づ

けることにある。）もう一群の「犯罪者集団」としてみることができるの

は、（ｂ）農民しかも「抑圧を被っている農民」（あるいは、耕作地を失っ

た農民）である。しかも、これがカロリーナ第124条の反逆罪、第127条の

騒擾罪で想定されている人物である。（ときは、農民戦争［合わせて「小

農民」・「中小市民」の平民的宗教改革]の時代である。例えば、ザンクト・

ブラージェン南方、都市ヴァルツフートWaldshut北東シュテューリンケ

ン伯領［農民戦争の勃発中心地の一つ]においては、裁判椎の濫用等の農

民抑圧にたいし「農民の抗議は、領邦化を目指す伯、あるいはその官吏の

不当な圧迫に集中」した(981。）最後に（ｃ)、第125条が規定する「悪意の

放火者（boBhafftigen…b１℃nner)｣、第126条の「悪意の略奪者（boBhafRiger…

rauber)」は、没落騎士、ガウナートウーム、被抑圧農民の三者に等しく

あてはまった。

ラートブルフの所論をこうみてくると、ラントツヴィンガー問題は孤立

の問題としてではなく時代の特徴を示す一つ('９１としてみる（カロリーナ

でいえば、第124条から第129条に及ぶ諸箇条の中で考察する）ことが求め
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られる(１ｌｘ')。諸箇条で対象になっていた「無産階級となった騎士｣、「ガウ

ナートウーム」また「抑圧を被っている農民」は、どのような様相を取っ

ていたのであろうか。彼らは、街道へと解き放されていた。ラントッヴィ

ンガーは、こうした時代的環境に置かれていた者らのうち、とくに「ガウ

ナートウーム」に含まれ、「ガウナートゥーム」という鎖中のひとつの輪

を意味する存在であった。

では、ラートブルフの所論にあった「ガウナートゥーム（Gaunertum)」

とはなんであろうか。彼によれば、「ガウナートゥーム」はその存立の舞

台を「街道」に置いており、その構成分子として挙げることができるのは、

ジプシー、ユダヤ人、そしてランツクネヒトの三者である。三者に共通し

ているのは「ロートヴェルシュ（Rotwelsch）語」の生成に関係していた

ことである。（なお、近時の研究から付言すれば、ロートヴェルシュ語

[いわゆる、隠語]はイディッシュ［Judendeutsch]語、中世高地ドイツ語、

中世低地ドイツ語、ラテン語等に由来し、その生成における意図は、ガウ

ナートゥームを司直が探索するのを難しくさせることにあった('０１｝。）上

記三者のうち、とくに16世紀についてはランツクネヒト（傭兵）が重要で

あった。（これにたいし、ジプシー、ユダヤ人はようやく18世紀に広がり

をみせる｡）しかも、戦争が終わって解雇され街道に放り出された者らの

ことである。彼らが犯罪において指導的役割を引き受けえたのは、彼らが

｢武器を操ることができ、戦争経験もあり、隊伍を組むことができ、こと

がらに狐疑逢巡せず、暴力沙汰Iこものをいわせ、獲物に飢え食欲であっ

た」<'02)ことによっていた。解雇されたランツクネヒトには、遍歴乞食の

運命が待ち受ける。ハンス・ザックスによれば「悪しき人びと（ainposes

volck)」であった('０３)。１６世紀冒頭上部ライン、ブントシュー運動に参加

した「浮浪の乞食兵士（gartendeKnechte;laufbndeKnechte)」(!")は、解雇

され街道に放り出された、こうした元ランツクネヒトであった('”・

ランツクネヒトおよび元ランツクネヒトをめぐる歴史事象については多

数の研究があり、ここではその一端すら紹介できないほどである。ともあ
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れラートブルフは、ラントツヴンガーの（少なくとも、その主たる）出自

としては、「ガウナートゥーム」の中の、以上のようなランツクネヒト

ーとりわけ、元ランツクネヒトーの姿を頭に描いていた('06)といえる。

ただ、中世盛期以降「貴族にとって傭兵奉仕はごくあたり前」のことだっ

たい07)となると、彼のように、一方に騎士、他方にランツクネヒト、のご

とく機械的な考え方でわけるのは問題が残るであろう。

３若干の考察

ラートブルフの所論を追う中で解説を加えつつラントツヴィンガーのあ

りようをみてきた。本稿は正面きった歴史犯罪研究をおこなう場ではない

ので、同所論で気づいた点を一、二指摘することに止めたい。

（イ）「法学的」視点と「犯罪徴候学的」視点との関係について－こ

の点を考えさせてくれる一証言がある。ザクセンシュピーゲル・ラント法

III-2（｢武器を帯びる聖職者とユダヤ人について｣）である。「聖職者

(phaffen)、およびユダヤ人であるのに武器（wafbn）を帯びる者、かつ

(聖職者については）彼らの法に基づいて剃髪をすることを怠っている者

にたいし暴力に及ぶ者は、俗人にたいし賠償するごとくに賠償をなす

(besserEn）べし。彼ら（聖職者、ユダヤ人）は、国王の日々 の平和（fridc）

と共にある者であり武器を帯びてはならぬ者だからである｡」ハイデルベ

ルク本やヴォルフェンビュッテル本など絵解き本のコラム絵によれば、長

剣を帯び、騎乗姿の聖職者（聖職者であることを示すため剃髪の身である）

と、ユダヤ人（絵解き本作者はこれに、型にはまったトンガリ帽子を被せ

る）とが描かれ、両人とも威風堂堂あたりを払う表情で描かれている('０８)。

身分問題をめぐる彼らの意識を窺い知る上で、興味深い。

本来は娘、婦人と並んで国王平和の保護を受けている身にある聖職者と

ユダヤ人（同ラント法Ⅱ-66-1）が（あたかも騎士であるかのように）騎馬

し武装するときは国王の平和による保護を喪失する。こうした、いわば身

分を偽わり武装した者（Ａ）にたいし加害行為に走り損害を与える者（Ｂ）
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は国王の平和を侵すことにはならぬ。従って、加害からくる賠償金額は

(国王平和の保護を受けることのない）一般の身分の者に支払う金額と同

額でよい。国王あるいは被害者に、より高額の賠償金を支払う必要はない。

以上が「法学的」視点から捉えた本条（111-2）の意味である。当条は加

害者（Ｂ）にたいする制裁は述べるが、身分を偽わった武装者（Ａ）への

制裁については直接には言及がない。少なくとも間接的に藩告は発せられ

ている。他方現実には身分秩序を壊してでも騎士的生活に耽らんとする者

(Ａ）が当時出現してきている。このような様相が本条からは窺えるであ

ろう。身分秩序を壊さんとするこれらの者は、従ってフェーデの的にもな

りうるし、のみならず通告状を発してみずからフェーデに走ることもある。

後年1328年ザルツブルク・領邦令によれば着衣の下に刀剣、甲胃を隠し帯

びる者はラントにとって有害な人間とみなされていた（既述)。1370年ネ

ルトリンゲン・ウァフェーデの一例によれば、聖職者が武装していたこと、

これが罪に問われた《'０，)。1566年プランデンブルク市審判入団の判決事例

には、牧師によるフェーデ通告状の送付行為が起きていた（既述)。これ

らには、身分秩序の違背に由来する非行、逸脱行為への「徴候」が存する。

すでに早<に、「フェーデをおこなう資格のない者による、フェーデの行

為」に至るおそれ（徴候）が存在した。

或る意味では「法学的」作品であったザクセンシュピーケルーこの作

者の念頭には、そうした現実から生じかねない或る帰結（｢徴候｣）が浮か

んでいたのではないか。法学的視点の中にすでに犯罪徴候学的視点が埋め

込まれていた。こうみると、法学的視点と犯罪徴候学的視点とをあえてわ

ける意味はあるのであろうか。確かに「法規の中に、事実的継過について本

質的なものが述べられているというのは、稀なことである」（バーダー）(''0)。

しかし、或る内容をもった一法規が設けられたということは、紛れもない

事実である。この事実そのものがいかなる現実を抱えていたのかに、考察

をめぐらしてみる必要があろう。

以上のようにみてくると、広く中世後期から近世初期にかけてフェーデ
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事象（なかんずくフェーデ行為者）のありようを改めて考える必要が出て

こよう。こうした事情にある中で、ラントツヴァングは「フェーデをおこ

なう資格のない者」（または「フェーデ無権利者｣）によるフェーデといっ

た機械的な規定づけそのものが果たして歴史に即したものかどうかは、改

めて問われなければならない問題である。

（ロ）ラートブルフはラントツヴンガーの出自に「ガウナートウーム」

を構成するランツクネヒト的分子をみていた。かつて或る著名な研究が「ガウ

ナートゥームは、乞食集団から起こった」(''１１と書いたこのガウナートゥームに

ついても鵜しい研究が積み重ねられてきている。ここでは取り上げる余裕はな

い。ただ一言概要を述べておけば、，,Gauner“とか,,Jauner‘‘とも表記される

ガウナートゥームは「或る種の犯罪的環境、もしくは、非行や犯罪をく営

業としておこなう（gewerbsmassiger)＞、＜本職化した（profbssioneller)＞

非行者、犯罪者の集団」を指しており盗み、詐欺、略奪等で生活基盤を形

成している者らがこれに入る(''2)。ラートブルフは、ガウナートウームを

放浪者に含まれる存在とみていた。これはこれで間違いではない。ただ、

近時ガウナートウームの本質を、その「非定住性（Nichtscl3hanigkeit)」に

ではなく、むしろ、中世末期以降ますます拡大していった「組織化と専門

化（SPezialisierung)」にあると捉えて、その職業性に重きをおく見解が出

ている（''3)。

戦争のプロフェッショナルの一人として、確かにランツクネヒトはガウ

ナートウームと繋がった存在である。では、ラントツヴインガーとはラン

ツクネヒトを指しているのであろうか。後者は、前者の一つの姿を示して

いるかも知れぬが、そもそも両者を重ね合わせてよいのであろうか。既述

プランデンブルクの一事例ではラントツヴィンガーとみなされた或る牧師

はランツクネヒトと共謀して非行を働いていたが、彼はランツクネヒトの

一味だったとはいえなかろう。そこで以下では、一例にカロリーナ第39条

(｢略奪者たる疑惑（を立証するの）にとって十分な徴表｣）を規上に戦せ、

この問題をみてみたい。本条は、謀殺から始まる各種犯罪の徴表のありよ
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うを定める諸箇条の中の、略奪関係の箇条である。当条は「騎馬兵、ある

いは徒歩兵（reysigoderfilBknecht)」が宿屋に宿泊している状況下におけ

る、略奪の徴表を取り上げる。そこで、同条を三段（前段・中段・後段）

にわけ、多少説明を加えつつみていこう。

（i）前段一兵士はよく宿屋に泊まったりそこで飲食したりする。そ

のさい、なに力､の契機で、略奪事件の嫌疑を受ける。宿泊を重ねたり、たっ

ぷり飲食したりしているがそれに見合う（ａ）収入（901t）があるのか、

(ｂ）任務（dienst）に就き仕事（handtienmg）をもっているのか、と。こ

のとき、彼らが金は所持する等のことを立証する必要がある。立証ができ

なければ、各種非行なかんずく略奪の（allermeyst,zuraubercy）容疑を受

ける（seindtargkwonigvnndverdechtlich)。（この容疑にあることを確認

した上で裁判所は、次段の手続き、つまり自白をえるための拷問の手続き

[有罪判決に向けた手続き]に進みうる｡）

（ii）中段一兵士による略奪の嫌疑をめぐる問題については、すでに、

｢朕の、かつ帝国の一般ラント平和令に述べられている通りである｡」この

平和令とは、ヴオルムス帝国議会で公布された（1495年８月７日）いわゆ

る永久ラント平和令をいう。関係の箇条は第７条である。そこにこうある、

と。「そうした徒誰（solchcbubcn）によって害を加えられることのなき

(nitlcidcn）よう、彼らが捕らえられ、厳格に訊問に付（hertiglichfragen）

され、かつ彼らの非行について真剣に処罰がなされるべし。」

ここでヴォルムス・永久ラント平和令第７条の骨子を紹介すれば、次の

ようになる。主君をもたぬ（kainHerrschafihaben）兵士（｢騎馬兵および

歩兵｣）が数多くいる。主君はもつが主君が兵士らの行動を抑えつけられ

ない（nitmachtigsein)、また任務に就いているがそれからの収入ではわ

が身を賄いきれぬ（sichwesentlichdochnichthaItcn)、こういった類の兵

士が大勢いる。今後このような兵士は神聖帝国内においては寵容に扱かわれ

たり、慨われたりすることはあるべからず。彼らは「捕らえられ、厳格に訊問

に付され、かつ彼らの非行について真剣に処罰なされるべし｡」彼らの財物は
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差し押えられ、余すところなく没収され（angenommen,gebewtet）るべし。

彼らは（釈放されるさい）必要に応じて（ウァフェーデの）宣誓を果たし、

かつ保証人を立てるべし、と('１４)。（因みに、非行の容疑があるからといっ

て有罪の判決は下すことはできないというのが、カロリーナ［第20条]の

立場である。なお、永久ラント平和令の第７条にあったものは、大筋すで

に、1431年［ニユンベルク]帝国平和令［第３条](''5)、および1474年［ア

ウクスプルク]帝国平和令［第９条］(''６１が同様に述べていたところであっ

た。）

（iii）後段一「同様にして、司直は各々、かく［非行の]嫌疑を帯び

たる乞食たちを、および放浪者らを、精勤して注視監視する（eynjede

oberkeytaufY･dieverdechtigenbetlervnndlandtfbrerauchfleissigau艦ehens

haben）こと怠るべからず｡」ここに「乞食」とはガウナートゥームの一員

とみることができる。（ただ、乞食たち、および放浪者らは、とくにどの

ような非行［兵士の場合は、略奪]の嫌疑にあるものとして想定されてい

るのか［謀殺をはじめとする、各種犯罪なのか]、またそのさいの徴表

[兵士の場合は、収入がないこと、勤務を離れていること]がなんであるの

か［各種犯罪におけるそれぞれの徴表ということなのか]、これらについ

ては、カロリーナ自体からはわからない。なお、この後段の文章は、バン

ベルケンシスには欠けていて、カロリーナになって初めて付加された｡）

以上カロリーナの上記第39条、および既述第128条からは四つの人物が

登場しているのがわかる。（ａ）「騎馬兵、あるいは徒歩兵」．（ｂ）「乞食」・

(ｃ）「放浪者」そして（ｄ）「ラントツヴインガー」である。このうち、

｢騎馬兵、あるいは徒歩兵」はランツクネヒトとみて大過ないであろう。

このように、時代の問題を形作っていた四人物が出揃っているのをみるの

は、歴史犯罪研究の視点からみて興味深い。ただ、ここでは上述で提起し

た問題一ラントツヴインガーとはランツクネヒトを指しているのか－

についてのみ答えたい。これは、四人物が相互にどのような関係にあるの

かの問題に属する。「騎馬兵、あるいは徒歩兵」（ランツクネヒト）と「ラ
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ントツヴインガー」とは、カロリーナにおいて、それぞれの名前を担いつ

つ別個の箇条で、しかもそれぞれの人物態様のもとに、詳細な規定の対象

になっている。ということは、カロリーナ（またバンベルケンシス）の立

法者にとっては、ランツクネヒト、ラントツヴィンガーは蓮ならぬ人物と

して映っていたものとおもわれ、この点は看過できないのではないか。

それにもう一つ、「乞食」（とりわけ，,derstarkeBettler"）(''7)に典型的

にあわれていたのとは違い、ラントツヴインガーに特有の行為一人びと

を「脅し、あるいは怖がらせる（bedrohenoderschrecken)」（カロリーナ

第128条）－に、「組織化」・「専門化」された行為、職業性・営業性を帯

びた行為を求めることは、難しいであろう。では、ラントツヴインガーと

は、どのような人物として捉えればよいのであろうか。以下「Ⅵおわり

に」でこれを纏めたい。

Ⅵおわりに

以上14世紀20年代から16世紀70年代に至る諸文書にあらわれたラントツ

ヴインガーの足跡をたどり、次いで歴史犯罪研究の観点から若干の言及と

考察を試みてきた。ことここに至っても彼がなんであったのかは、なかな

か見極め難い。ザルツブルク大司教領の領邦令にほぼ初めて名をみせたの

はどうしたわけなのか。この疑問からしてすでに答えに窮する。ハインツ・

ドプシユは領邦令の各条に解説を加えていたが、肝心の箇条（第24条）の

前をなぜか素通りしてしまった。中世ザルツブルク史の碩学が解説困難と

みたわけでもあるまいに。また古来ラントツヴィンガーといえば、カロリー

ナ第128条が常に引かれる('鵬)。バンベルゲンシス（第153条）に倣ったこ

の「くだくだしい叙述（eineweitschweifigeBeschreibung)」（ラートブル

フ）は、いったいなにを目的としていたのか。どう考えれば歴史に即した

1［しい理解となるのであろうか。これらの点を明らかにするのも、一筋縄
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では行かない。ともあれ、以下で纏める段階にきた。

（イ）ラントツヴインガーは大きく（Ａ）略奪者．（Ｂ）フェーデ通告

状の送付者．（Ｃ）濫訴者、もしくは正規の裁判所に訴え出ぬ者または当

該裁判所の判決で満足せぬ者、としてあらわれた。性格の相異なる種々の

文書が大筋共通して指し示した先にあったのはそれらであり、こうしてラ

ントツヴィンガーについてはほぼ纏まりをもったイメージが獲得されてい

たといえる。諸文書で比較的よく目に付くのは（Ｂ）フェーデ通告状の送

付者（また口頭のフェーデ通告者）である。，,Absager“とか,,Befbhder‘‘

とかといった端的な言葉で呼ばれた。ここでフェーデ通告状の送付は脅し

の有力な一手段であったと共に一手段以上の圧力をもっていた。というわ

けは、フェーデ通告にたいしては、被通告者側（ラント、都市の人びと）

はいつ、どのような形態、規模で起きるか予測のつかぬ加害に今後昼夜

(昼間は略奪、夜間は放火！）備えなければならなかったからである。こ

こからくる、心的疲労、人的（市民軍、傭兵の配備）・物的（防備費用等

財政）負担は、決してあなどれない。フェーデの通告は、それ自体がすで

にフェーデの実行行為を意味していた(!'，)。たとえ未だ具体的な損害が生

じていなくても。社会が当時ラントツヴィンガーにたいして抱いたイメー

ジは、そうしたいろいろの意味の、しかも少なからざる疲労と負担とを背

負わせる荷厄介な人物だ、というものであったとおもわれる。

また（Ａ）略奪者はラントツヴィンガーと常に重なるわけではない。こ

の点は（Ｂ）（Ｃ）についてもいえるが。略奪形態としては、一個人から

暴力を用いて財物を奪う伝統的形態の他に、ラントの人びと（dieleut）

から、しかも暴力を直接行使せず脅して財物を提供させるものがあった。

これが特徴的な形態である。ケッツ・フォン・ベルリヒンゲンの回想録にある

のが一例となろう。「(ゲオルク・フォン・フンツベルクと騎馬武者たちは）何

もかも焼き払うぞと言って農民たちを脅し、巻き上げた金で（ラインファル

[酒]を）買い求めた（[sie］hcttenndiebawmgeschetzt,vnndreinflldarumb

kaufYt)」と(120)。ラント民にいわゆるく免焼金（Brandschatzung)＞を支払
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わせる（火を付けるとの脅しを、住民は金で買い取らねばならぬ)。

もちろん、これら（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）が相亙にバラバラな関係にあったわ

けではない。裁判を逃避する者、あるいは宣告された判決を班する者がフェー

デ通告に向かい（この意味でラントツヴィンガーは、ラント平和破壊者と

なる）(121)、これが状況に応じて略奪の実行にまでエスカレートすること

があろう。また濫訴に走るといったことも、いわばくうエーデ通告状のな

いフェーデ宣告＞の性格をもっていたといえなくはない。

（ロ）ラントツヴインガーは盗人、反逆者、放火犯、略奪犯等と共に

(脳罪金司法ではなく）刑事刑司法（,,peinlichzustrafYen"）に服する重い

非行者として挙げられ、刑は吊るし首か斬首かであった。ただしラントッ

ヴィンガーの行為（ラントツヴァング）は秘密の、というよりは公然の行

為として出現していた。この意味で、法廷では、彼は名替ある人間として

取り扱われえた。彼の行為において、不名脅的非行から名祥的非行への変

化があったとも考えられる。司直がラントツヴィンガーを支援するという

現実は、この動きを例証してはいないか。他方で、彼は、＜原告自身のラ

ントツヴインガーであると共に、ラントの人びとにとってのラントツヴイ

ンガーである＞といった特徴的な方式で、原告によって訴え出された。こ

のような告訴方法は殺害犯、夜間放火犯、盗犯等の裁判において用いられ、

伝来のものであった。これが、ラントツヴインガーの裁判にも違和感なく

使われた。そのさい、叫喚告知に基づく現行犯手続きが採用されたのは、

地域（ラント）の人びと全体が訴訟に参加する上で必要であったことによ

る。と共に、人びと全体が参加することで、新しい問題として出現してき

たラントッヴィンガーに対応することができた。言い換えれば、そのこと

によって、彼にたいする裁判の正当性が担保された。

（ハ）ラントッヴィンガーは、ティロールではく乞食＞として出現して

いたようである。このことひとつから窺えるように、上記（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）

の人物らは次の様々な人物群によって取り囲まれ、これらの人物群は彼ら

の出自の一部をなしていた。（Ｄ）「有害な人間」．（Ｅ）「森の俳個者」．
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(Ｆ）ガウナートゥーム、ガウナー（乞食等）．（Ｇ）放浪者．（Ｈ）（とく

に失職中の）ランツクネヒト。（１）主君をもたぬ没落騎士．（Ｋ）土地を

失い街道に投げ出された元農民．（Ｌ）ラント平和破壊者．（Ｍ）ウアフエー

デ破誓者．（N）復讐者、報復者.（Ｏ）当局から裁判拒否・裁判僻怠に遭

遇した（と思料する）者、等である｡とくに裁判拒否・裁判撚怠に遭遇し

たと感じてフェーデ通告状を突きつけた者が、ラントツヴンガーとして扱

われた（プランデンプルク）ことに注目しておきたい。それら多様な人物

群の一部あるいは多くは街道にある者として身過ぎ世過ぎを同じくしてい

たため、相互に重なり合うのも看過できない。他方で、れっきとした定住

民（農民、市民、貴族）もまたラントッヴィンガーとなることがあった。

この意味で、ラントツヴァングを、武装権、フェーデ権をもたぬ者がおこ

なう、あるいは身分違いの者が敢行するフェーデのごとく把握するのは、

事実に即さず無理があろう。

これらの者がストレートに、ラントツヴインガーに繋がったのではない。

ここで思い浮かぶのは、彼には、常に”mutwillig（思い上がって)“の言

葉が付きまとっていたことである。（｢思い上がってフェーデに走る

(mutwilliglichbevhedet)」とかは関係の形容である｡）＜自己の力を過信し

て＞・＜柔順ならざる＞・＜理由がないのに無鉄砲に振る舞う＞いった意

味である。カロリーナの未遂罪規定（第178条）にある用語でいえば「(未

遂犯行の基にあった）悪しき意思（b6serwill)」を「脅し」で発現させた

者がラントツヴィンガー（"rechtlandtzwinger"）であった。ラントの人び

とを脅すことで、彼は、己れが望む行動（略奪、反逆等）に協力させる。

このことが、定住民が望まずして法と衡平とに違背せざるをえぬ結果を招

く。帝国、領邦、都市の当局（,,obrigkeit"）は、人びとが法に違背する事

態に余儀なく陥るのを恐れたのである。

（二）ラントツヴインガーには三つの標識があった。（i）人びとを脅す

こと、（ii）脅すのに支援を受けること、（iii）ラントを離脱すること。こ

の中で、ラントツヴインガーをまさにラントツヴィンガーたらしめ、その
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代名詞ともなっていたのは、ラントからの離脱（,,ausgetretten“）であっ

た。例えば,,ausgetretteneAbsager,BefbhderundLandzwinger“といった言

葉を参照されたい。離脱者は、離脱して赴いた先で支援がえられることを

見込んで離脱に及んだ。支援者には、同じように離脱した状況にある者が

含まれてもいよう。司直すら支援者となっていたことに、帝国議会議決で

は注意が喚起されていた。こうしてラントツヴィンガーは一個の集団的勢

力を張りうる。勢力を頼みとした脅しによって思いを遂げんとする。しか

し、脅しの行為は彼の本質を必ずしも形成してはいない。脅すつもりがな

くとも、彼はラントツヴインガーたりえた（バンベルケンシス［第153条]，

カロリーナ［第128条])。彼が時代の一問題だったのは、なかんずく彼の

ラント離脱にあった。この点は、バンベルゲンシス、カロリーナにおいて、

｢思い上がって」ラントを離脱する者と、なんぴとから暴力を受けるとの

｢恐怖から」居住地を逃避する者との違いに注意が喚起されていたところ

からも、よくわかる。ともあれ、ラント離脱者としての彼のありようその

ものが、問題として問われていた('22)。このことは、人民を各ラント、都

市に固く繋ぎとめることが帝国、領邦、都市の当局にとって、当時国制

(憲法）上の喫緊の課題であったことを裏面から教えてくれる。

（ホ）ラントツヴインガーの歴史は大きく第一期（i)、第二期（ii）に

わけられる。（i）ラントツヴィンガーは１５世紀末までは、有害な人間に属

するものとされたり、重罪犯として盗人、殺害犯、略奪犯、放火犯、反逆

犯、偽造犯等と並べたてられ、また現行犯手続きに服せしめられたりした。

こうして彼は、伝来の思考法で把握される他に捉えようがなかった。彼の

正体、あるいは彼をめぐる周辺の実情はわからぬところが多かった。これ

にたいし（ii）バンベルケンシス（もちろん、これには前代のバンベルク

都市法からの繋がりは否定できないが）の時代以降ラントツヴインガーそ

のもののありようが立法および裁判実務の岨上に戦せられる（ラントツヴイ

ンガーの発見！）に至った。こうして、彼の置かれた状況（ラント離脱)、

彼の行為の内容、彼の行為が向けられる人びと、彼の行為によって生じ、
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または生じうる加害と被害、彼自身の言い分・要求、彼が支援者らに迎え

られる事情等に注意が向けられた。こうしたいわばcasuisticに数えあげ

られる問題状況が立法者や裁判司直の念頭に上ったのには、帝国議会、領

邦政府等権力当局のあるくいらだち＞があったとおもわれる。中世盛期の

ラント平和運動を受けて中世後期以降ラント平和令が積み重ねられてきた

にも拘わらず、現実には平和形成が一向に進まないというあせりである。

従って、平和形成にたとえ僅かであれ障碍となりうると考えられた要因を、

被害の予防のために排除する（芽のうちに摘む）べく当局は神経を尖らせ

ることになったとみられる。そうした要因がラント離脱であり、徒党を組

むこと、脅迫とか恐喝とかの行為であった。これらによって生じ、生じう

る結果がたとえ現実には重罪を招くことがなかった場合であっても。

以上ラントツヴィンガーとその周辺の問題を纏めてきた。ラントツヴィ

ンガー事象は（ａ）無論司直の問題であった。司直はくラント離脱＞を抑

止しくラント帰属＞を固め非行のく予防＞に障碍となるものを取り除こう

とした。ラントの人びと（定住民）が法と衡平とに背く事態に陥らぬよう

に。或る人間（そしてその家族）をひとつのラントに所属させることに躍

起となる。ラントに所属させた上で、諸領邦令とりわけポリツァイ令によっ

て非行、逸脱を予防せんとする。ファン・デュルメンによれば、近世（16-

18世紀）の人間は、自己が特定の「どの身分に所属するか［die

Standeszugeh6rigkeit]」が常に問われていた('23)。われわれの問題からみると、

中世後期から近世初期（14-16世紀）の人間はさらに特定のくどの国に所属

するか（dieLandeszugeh6rigkeit)＞が問われ始めてきているといえよう。

他方ラントツヴィンガー事象は（ｂ）ラントッヴィンガー自身の問題でも

あった。時代が移り変わる中で、司直による裁判拒否・裁判僻怠・裁判遅

延（Rechtsverweigerung/Justizverweigerung）に遭遇する者（あるいは、意

に添わぬ判決が下るのを予想せざるをえぬ者）－ハンス・コールハーゼ１

－は、自己の主張をいかにすれば貫きうると考えたのであろうか。考え

た結論のひとつがラントツヴインガーとして行動することであった。この、
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司直とラントツヴインガーの双方が切り結ぶところから、われわれにみえ

てくるのは、なんであろうか。ラントツヴインガー問題において問われて
●● p●●●●●●●巳●

いたのは、帝国であれ領邦、都市であれく国＞の裁判制度を、当事者双方

に不平不満が残らぬように、あるいは得心の行く（rcasonablc）ようにい

かに形成していくか－これであった。

本稿は限られた文書から「ラントツヴインガー」の言葉をてがかりに考察を

おこなってきた。他方テイロールの事例にあったように彼らはノートテーディン

ガーとも呼ばれていた。あるいは、ザクセン、プランデンブルクに見出されるラ

ントベシェーディガー（landesbeschediger，landtbeschediger)(121》はラントッ

ヴィンガーにあたる存在だったのかも知れない。時代と地域とによっては、

もっと他の言い方がなされていたかも知れない。中間考察となった本稿の

課題をさらに追っていくには、もっと視野を広げる必要が出てくる。「事

柄そのもの－用語のことにあらず－をともに考察する」（マルクス・

アウレリウス）ために。
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２，Luzcml854（Ndr､1974)，３９（Anm､2)～4４（"Landtwinger")；Oscnbriiggen

（前注［１０]）４３（Anml3)．

(30）”soaninnzesprechendehand,nitimrechtenantwbrte,demrechtengntigtii

odersichdembegegne,ｄａｓｄｅｎｎｄｉｅｓｔａｔｔｏｄｅｒｉｒａｍｐｔｍａｎ,dannenergeflochen

were,dieandrenslattoderiramptliite,himderdicersichgemachethett,schribent

unddieemstlichvcrmamem,dassizidemselbenlanttwingerundzisincmgute

grifYbn,imufYhebenundgehaltenuntzufTdiｅｓｔｕｎｄ“(前注［29］４７［19.].）

(31）ＫｒＥｍｃｒ,Ｆｍｎｚ（Hg.)，BairischeLandtagshandＩｕｎｇｅｎｉｎｄｅｎＪａｈｒｅｎｌ４２９ｂｉｓ

ｌ５13,1,Miinchenl803,171：，,Itemesistauchberedetwordem，ｄａＢｗｅｄｅｒ

Ｈｅn℃､，Ritter，KnechteodcrandrcwcderRiubem，M6rdcm，Brennem，noch

Landszwingem，dieandercLcutewidcrLandsrechtbckriegenodern6thigen

wollten，nichtGelcitgeben，nochdiehausenodcrhofbnnochkeinerlcySchub

oderHiIfthunsollen・Welcheaberwiren，diedasthiten,uｍｄｄａｓｓｉｃｈwohl

wissenllichhinzihmener値､｡c，nachlnnhaltdesLandesfiPeyheit,dieselbcnsollen

darumvonderHcrrschangestrafnwerden，alsRcchtist，ｕｎｄwomansoIchc

UebelthiitereIfiih紀,ｍｄｂｅｙｗｅｍｄａｓｗｉ肥,sosoIlmanauchnachihnengrei企､，

undzuihnenrichtenalsLandesRechｔｉｓｔ.‘‘

(32）拙著「ウアフエーデの研究ドイツ刑事法史考」（多賀出版・2009）215頁

注（254)。
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(33）MonumentaBoica,25,MiinchenI823,p372-374nr､157．

(34）cfSchlosscr,Hans,SpiitmittelaIterlicherZivilprozessnachbaycrischenQuellen，

K61n/Wic、１９７１，３２（Anm,99)．

(35）Dinklagc,Ｋａｒｌ（Hg.)，FriinkischcBauemwcistUmer,Wiirzburgl954,Nr､30,p､８０

［6]：，,ｄａｓｍｉｌｎａｍｅｎｏｆＴｄｉｅｚｅｎｔｇｃｈ６ｍｓｏｌｄiepstal，mort，brant，fblschcrij，

Iantzwingcrundmub，ｕｎｄｗａｓｄａｓｌｃｂｅｎａｎｔｒｉｍ,Undauchdcsglichcn，obcinr

cincnsolichenartickelcinschuldigtundsichvcImaB，ｄｃｓｚｕｗｉｓｃｎ，ｄａｓｇｃｈｏｒｔ

ａｕｃｈａｎｄｉｅｚｃｍ；ｗｅｒｃｓａｂｅｒ，obeincrcinschUItdeincndiepodcrcin

morder,cinrciibcr,fblscher･nachtbrEnncroderdcsgIichcnundnitcinwysung

darofY・zUge,ｓｏｗｃｍｅｓｓｃｈｅｌｔｗｏｒｔｕｎｄｇｅｈ６ｒｔｎｉｔｏｆＴｄｉｃｚｃｎｔｕｎｄｓｏｌｅｓｉｎｓｉｎｒ

ｈｅｒＴｃｎｇcriechtbiissenungcverIich．‘‘

(36）Milllcr，KarlOtto,ZurGeschichIedespeinlichcnProzessesinSchwabenim

spiitercnMittelalter・EllwmgerHalsgerichtsordnungvo、１４６６，ｉｎ：TUbinger

StudiemfSchwiibischeunddeutschcRechtsgcschichlc，Ｂｄ･２，Ｈｅｎ３，TUbingcn

l910,p,79:DieEllwangcrHalsgerichtsordnunｇｖｏｎｌ４６６,Schulth[aiss],B､,§Ｖ1,§

Ｖ・

(37）Ｃｍｍｅｒ，JohannUIrichFreyherTvon，WetzlarischeNebcnstunden，５６，Ulm

l755-l773,118:,,ItemvorviertzigkhJahrenncmlichenjmncmvndachlzigsten

JarcistＨａｍＢＳｃｈｉｍｍｅｌｖｏｎＰｏｐｐｅｍｅｕｔｔｖｍｂｄｃｓｗｉｌｌｅｎｓｄａｓＥｒａｉｎｃｍＰａｕｒｃｎ

ｚｕＳｃｈｗcinawainenFeinds-BriefTinscinHausgcsteckhtzuFirthge他ngckIichcn

angcnommen，gcnHcrzogcnAmachgeffichrct,unddaseIbstenalseinLand‐

ZwingcrvomLcbenzumTodtmitdemSchwertgcrichtet.“ｃｆＨｉｓ（前注［１０

］)，２１６Ａnｍ６．

(38）DieChronikendcrdeutschenStiidtｅｖｏｍｌ４・ｂｉｓ１６．jahrhundcrt，２２（Dic

ChronikcnderschwiibischenS崎dte,Augsburg3)，G61tingcnl965,250．

(39）前注（38）２５０［8.]．

(40）MUlIcr（前注［36]）７３［Ｘ・]．

(41）N6rdlingerS1adlrechtedcsMitteIalに応，bcarb.v､MUller，KarlOtto，MUnchen
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ラントツヴインガー（Landzwinger）とはなにか

1933,375［90.]：，,Ｉｔｅｍｉｎａｉｍｅｒｉｅｄｅｎｓａｃｈｕｎｄｕｓａｌｌｅｒunrechtlicher

beschwerungmagmanappellierenundindensachcnnit，darinapPellieren

verpotenundhemachbestimptist､Vonerstwernitappelliertmachordmmgder

rechtundwievorsteet．／ZumandemwemzumrcchtenordenlichverkUndtund

clagfblligwurd，dersolziaPpellierennitgelassenwerden，ｅｒｂ前ngdannfiir

ziirechtgndgeehaRnotseinsusbleibcns.／ZumdrittenainsofYbmlandzwimgers，

itcmainsmorders，itemwcriemandmitgifiveIgebenhett．／Itemdieb，

stmussraubcr，vcrTiiter，脳lschcr，ｉｔｅｍｗｅｒａｉｎｅｎｍｉｔｇｅｗａｌｔｚｕｔｏｄｓｃｈｌecht，item

derainsollichentodschlagf両iimbdtoderstift，itemdcrainjunckfizlwenoder

frawenbenotzogtundanderUbcltiiter,dieufgichtigenmundundwAr歯tvcruItailt

werden，soschafTtirappeI1ationnichtz，SonderessoldieurtelvoIzogen

werden.“

(42）Kohler，Jose"Scheel，Willy，DieBambergischeHaIsgerichtsordnung（Die

Carolinau・ｉｈ１℃Vorgangerinnen2)，Ｈａｌｌｅａ.｡.S・’902（Ndr,1968)，６１－６２［§

１５３]．

(43）Kohler，Jose"Scheel，Willy，DieBambergischeHalsgerichtsordnungin

niederdeutscherUebersetzungHermannBarkhusemsl5IO（DieCarolinau､ihrc

Vorgiingerinnen3)，ＨａＩｌｅａ.｡.S・’904（Ndr､1968)，４８［§153],133（,,lam‐

rumesch")．

(44），,ItemNachdemsichtegIichbegibt,dasmutwilligpcrsondielewtwiderrecht

betrohen，entweychenvndaussdrettenvmdsichanendtvndzus6IchenlewteIn

thun，damutwilligebeschcdigerenthalt，hilfY；filrschubvndbeystamdtfmdem，

ｖｏｎｄｅｎｄｉｃｌｅｗｔｃｙｅｚｕｚｅｙｔｔｅｎｍｃｒｃｋIichbeschedigtwerden,Ａｕｃｈfarevnd

beschedigungvondenselbenlcychtvertigenpersonenwartenmfissen,ｄｉｃａｕｃｈ

ｍｅｒｅｒｍａｌｓｄｉｅｌｅｗｔｄｕｒｃｈs61chdrohevndfbrchtwiderrechtvndbilligkeyt

dringen:／Desshalbs611ichBubenfilrrechtlandtzwingcrgehaltenweldenm6gen．

“(前注［42]）

(45），,Hirumb，ｗodieselbigenaIwerdechtlichende，alsobstet，aussdrettcn，ｄｉｅ
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Iewtcbeyzimlichcnrcchにnnitbclcybcnlasscn，suI1dermitgcmcIにm

aussdrettenvomrcchtenzubedrohcnoderschrcckcnvndemstecn：dies611en，wo

sieingclbngknusskomcn，mitdemschwcrtalslandsszwingervomlcbenzum

todtgerichtwcrdcn，vnangesehenobsiesunslnitandersmitdertatgehandell

hettcn./Dessglcychensolcsauchgehaltenwcrdcngcgcndenjhenen,dicsichsunst

durchctlichcwcrckmitdcrtatzuhandelnvndc厩tccn.“(前注［42]）

(45a)cfHis（前注［27])，１６０（,､einVcrgehcn,dasnichtnotwendigeineErpressung

darzustcllcnbrauch(")．

(46）Schroedcr，Fricdrich-Christian（Hg.)，DiePcinIichcGcrichtsordnungKaiscr

KarlsV･unddcsHciligcnR6mischcnRcichsv０，１５３２（Carolina)，Philipp

RcclamjunStuttgan2000,80［§128]．

(46a)Krause，Ｈ､，MinncundRccht，ｉｎ：ＨＲＣ（前注［１０])５（1985-90)，582-87；

Kaufmann（前注［l8a])，７３（Anm､401,402)，９７（"aufeinenRechtssPruch‘‘)．

(47）NeueundvollsMimdigereSammlungderReichsabschiede（＝ＮＳ)，［h９．Ｖ・

Senckenberg，HeinrichCI1ristianvon］2,1747（Ndr｣967)，ｐ､144（§１５)．ｃｆ

Ｒｅｉｎｌｅ（前注［４］)，２５２（Anm､138)．

(48），,UndnachdcmsichmannigfaltigimRcichbcgibt,daBetIicheleichtfbnigc

UntCrthanen,vmbvcrschuldteSachen,vonihrcrHemcha硫abt唾ttenundrfiumig

wcrdcn,demRcchlcnzuentnichen,odcrsichsonslunzicmIichcrWeilBwiderihrc

HerTscha餓odcrNachbamcmp6rcn，umdUnwillcnsneissigcn,ihrcHcITscham

oderdcssclbcnUntc前hamenbedraucn,undumbihrcvcrmeynIcFordcnmgnicht

ordentlichbilligRcchtnchmcnwollcn:‘‘(前注［47］ＮＳ,2,p､144[§15])．

(49），,HabemWir,dcnsclbcmzubcgegnen,gcordnetundgcsetzt,ｄａＢｈｉｎ価roniemand

dicsclbcwisscntlichcnthalten，hauscn，herbcrgenodcrdergleichen，sondcmsoll

dieselbendieObrigkcit，daruntersichsolcheAu6gel配にnchielten，sosiesolch

Driiuenvcmchmen,odervcrstandenhitten,zuPflichtcnannehmcn,sichordentlichs

RcchtensvonihrcrI-Icmrsch曲fnbegndgenzulasscnlmdthitlicheHandlungzu

vermciden，dazuihncnauchihrHerTschafnI1othd6rmigGelcit，vorGcwalt，ｚｕ
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Recht，geben，auchf5rderlichgeb6hrlichsRechtensgestattenundvcrhcl雁nsoll．

“(前注［47］ＮＳ,2,p､144[§15])．

(49a）cfKaufmann（前注［l8a])，７８mitAnm430．

(50），,WclchcObrigkeitaberhiewiderjemandenthieIt，veIgleitct，odernichtwic

obstcht，zuPflichtenannehme，ｓｏｓｉｅｄｅｌ３ｅｒｍａｈｎｔｗｉｒｄ，dicsollmitsamtdcm

EnthaItcncnundVerglcitetenffirein価edbmechergehalten，umdgcgcnihn，wic

eincnFricdbrcchcr，zurAchtundandemP6ncmProcedirlundffirgcnommcn

werden.“(前注［47］ＮＳ,2,p､144[§１５])．

(51）この側連で一言したい。Ｊｏｈｎ（前注［５］１１［Anm､2]）はラントツヴアン

グをラント平和破壊の一部とみる。ただ、（i）後者は武装権・フェーデ権の

保持者による、前者はこの権利をもたぬ者による行為、と身分の相述で捉え

るのは疑問である（後述)。cfOsenbriiggen（前注［10]）４３（Anml2)．（ii）

彼には、司ifI:自身がラント平和破壊に問われる事態は、想定されていない。

(52）ＮＳ（前注［47])，２，p､199（VlIl.§３，§４)．

(53）”｡a価rsolchcausgetrctcneTmuerkeineFreyheilschiitzeI1odcrschirmen“(前

注［52]，ｐ・'9９（VIn.§３)．

(54）Zeumcr,Karl（Hg.)，QuellcnsammlungzurGeschichtederdcutschcn

ReichIwerfhssung，ＴＣｉｌ２，２.Au､.，Tijbingcnl913（Ndr､1987)，Ｎｒ､１８７，ｐ336

（ＸＶＩ.§３，§４)．

(55）Zcumcr（前注［54])，Ｎｒ､189,p,35oｆ（§45,§46,§47,§４８)．

(56），,ctwasondcmPersoncn，etwagantzenCommuncnumdGcmeindenAbklag

odcrAbsagenzuschickcnoderandieThorderFlcckenundHiiuscranschlagcn，

darinnsiedicsclbebedriiuen，ｗｏｓｉｅｓｉｃｈｍｉｔｉｈｍｃｎｉｈ礎sGefhllcnsnicht

vertragcllwUrde､,ｄａＢｓｉｃｅｓａｎｉｈ妃ｍＬｅｉｂｕｎｄＧＵｔｅｍｅｉｎｋｏｍｍｃｎｕｎｄｍｉｌ

ＢｒandoderinandercWegverderbenw611en“(前注［55]350［§４５])．

(57）cfGccrds,F､,Gaunertum,in:HRG（前注［10]）Ｉ（Berlinl964/1971)，Ｓｐｌ４０９

（"AndieStellekorruptcrAmtmiinner‘‘)．また拙著「中世ドイツの刑邪裁判

生成と展開」（多賀出版・’998）７頁（注13）以下（｢巾蒜裁判官｣）参照。
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(58）ＮＳ（前注［47])，３，１７４７（Ndr、1967)，ｐ､９７§XIV．（,,DaBwiderdie/so

ausgetrettcmeUnlcrthancnwiderih肥Obrigkeitcnthaltem/amCammeFGericht

gchandeltwerdcnmoge")．なお文字浩訳「帝国カンマー裁判所法（1555年）

（６．完)」「南山法学」２１の３（1997）104頁。

(59），,aucheinObrigkeitderander，widcrsolchcausgetrctenePe応one､，zu

schleunigcnRechtcn，undmitwenigsにmUnkostenvcrhol眠ｎｓｃｙｎ“(前注

［58]）

(60）DieZcntcndcsHochstifisWU『zburg，１，bearb.v・Knapp，Hermann，Bcrlin

l907,65-67．

(61）Zeumer（前注［54]）Ｎ1..187Ｐ,330（§ｌ)，３３１（§２)．

(62）ＮＳ（前注［47])，３，ｐ､211征

(63）ＮＳ（前注［47])，３，ｐ２４５ｆ

(64），,niemanden,soanspruchandenandemvorinenzuhabenvermaint,fUrsetzlich

u吃uhaltenundumbzut雁iben，sondcrmeniglichenzuschleunigem，fijrderlichem，

gutlichen,ｏderrcchtlichemausImgzuverhel化､…“(前注［60］６６）

(65）M6rath，Anton，BcitriigczurGeschichtcdcsCentgerichtsScheinfbldindcr

ReichsherrschafiSchwa『zcnbcrginFmnkenim１４．，１５．ｕｎｄ１６．Jahrhunden，ｉｎ：

Jahresbe『ichtdcshistorischenVerEinsfMitte1fiYmkcn（Ansbach)，44,1892,16‐

１７．

(66），,ItemamersIcn，sodcranclcgerdennvbclthcttcrausdemlhumodcr

gefenckmusnimbt，ｓｏｈｅｒｄｒｃｉｍａｌｌｖｆＴｄｃｒｓｔｉｃｇｃｎｖｂｅｒinelautschrcien:/Ich

schreiehcutvbcrmcindieb，morder，laImdszwingcr，stmBenrauber，mordtprcnncr

vbcrm.g､hermvnndvnnd［！］vberdesgantzcnlanndts…Jho…:damachsoIman

ｉｎｅ釦rdcmmthausinslocksetzen“(前注［65］16-17）

(67）Knapp（前注［60]）47.本事例についてPete鰯c､,Chr.，Zioter（Zeter）oder

TioduteOodute)，ｄｃｒＧｏｔｔｄｅｓＫｒｉｅｇｓｕｎｄｄｅｓＲｅｃｈｔｓｂｃidenDeutschcn，

ｉｎ:Fo応chungenzurdeutschcnGeschichte,6,1866,287も参照。なお「叫喚告知

（,,Zetergesch肥y")」をめぐるペーターゼンのこの分厚な論稿は、この方面の
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本格的研究として現在ほとんど唯一のものといえよう。

(68）MOrath（前注［65]）２１．

(69）Stolz,Otto,GeschichtskundedesZillertales,Imsbruckl949,ｐ,４３ｆ,98;Hutcr，

Frzmz（Hg.）AlpenIiindermitSiidtiroI（HamdbuchderhistorischcnSt激tcn

OsIenFcich，Ｂｄ､2)，２.Aufl.,Stuttgartl978,p､509．

(70）DielirolischenWcistiimer（=T､Ｗ､）２（OstcITeichischeWcistUmcr［＝０．Ｗ.］

３)，Wicnl877,ｐ､374.またT､Ｗ・Ｉ（０．Ｗ､2)，Wienl875，１０９，１１２（Landgcricht

Rattenbcrg）も同じ内容のヴァイストゥーム。

(71）cfSchuberl,Ｅｍｓｔ,Duldung,DiskriminiemngundVcrfblgunggesclIschafilichcr

RandgmppenimausgchcndenMittelalter,in:Schmitt,Sigridu､a.（Hg.),Ｋｒiminalitiit

undGcscllschafhimSp伽mittelalterundNeuzeil，Stuttgart2005,６１ｆ

(72）Ｔ､Ｗ・Ｉ（０．Ｗ､2)，Wieml875,p､59-60（8.S611erStifis6fYilung)．

(73）”undwannainlantgeschmiiiberaindeub,lanttwingcrodcrandemiibltclcr

aufkiim，ｄｅｍｎａｃｈｚｕｃｉｌｅｎｏｄｅｒｚｃｆａｃｈｅｎ,ｕｎｄｄａｖｏｎｄｅｍａｍｂｔｍａｎｏｄｃｒ

ｓｃｉｎｃｍｄｉcncrvonheITschafiwurdpotenoderangeruen,dasolcrmitsambt

andercrlantschangehomsamundbeholfbnsein．“(前注［72]）なおKaufmann

（前注［18a])，７１（Anm､386）によれば,,Landgeschrci“とはいわばく現行犯

行なき叫喚告知＞である。ここにはすでに、現行犯行と非現行犯行との区別

が稀薄化している一例がみられる。

(74）Ｔ,Ｗ､３（０．Ｗ、４)，Wienl880,ｐ,172:,,Itemdieaidschwemsollennunhinfnr

schuldigundpnichtigscinvonun１℃chtfbrtigenIcuten，alsabsagcr，Iamdzwingcr，

m6rdcr，dieb,undumbsachen，dardurchunsergnedigistcnhcITschafiIandenund

lcitenunratundschadcnaufbmstecnmechte,vonstundanaincmrichteranprmgcn

onvcrzichcnoderdochaufdaslengstindreientagcnundandersachcnｉｎ

ｍｏｎａｔｓＩ１｢is(.‘‘

(75）Obcr6stcrTcichischeWeistijmer２（ＯＳに汀eichischeWeistijmcrl3)，Gmz/K6In

l956,P,229［23.]:,,Frag:Obaincrimlamdgerichtbehausctoberbeherbcrgctaincn

muctwillerlandzwingcrundimenochzuscinenpesenundmuctwilligcm

KumamotoLawRevicw，vol､１２２，２０１１３１６



－９２－
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fUmcmenpixen，armstodcranderew6hrliche,auchmthundthat，hulfbund

sPciOgiibe，wasdarumbenrecht？/Antwort：Ｄｅｒｄｉｓｅｓｔｈ激に，weremitdem

mallenzrcchtenonallegnadthertigelichenzustrafYbm.“

(76）Ebcl,WiIhelm（Ｈｇ.)，LUbeckerRatsurteile,３，G6tmgen/BerIim/Frankfim（Ｍ）

1958,p､551-52Ｎr､727．

(77），､…befindtsickmicht,dateinRadtthoRevaldCmbcCIagtcnWilhelmSchottc

rechtssoldegewcygertederehmethodemgelesenenbedrowbriefbjheIDigc

o応akegcgcvenhcbben;derhaIvendennWillmSchottmythsulckcmgcschwinden

schryvemumechlgedaenunddewilchedardu唾hthobosenglouven

gckamen,alzodathmansikkumnichoveldedigerbeschedigungvanohme

bcsorgenmuchte“(前注［76]552）

(77a）同時代の一例としてEbel（前注［76])，ｐ､253f,Ｎｒ､３６９：,,sinegedaneor‐

pheide“（1535,Jan､２２)．また拙著（前注［32]）XIV頁（注61）参照。

(78），,…datdebeclagedeWillmScho机ｉｎｇefbngkniBBolangcsallentholde恥

wcrden,betdathegenugsameundgeburlikecautiondho,ｄａｒｍｙｔｌｆｍｄｃｕｎｄｌｕｄｅ

ｖｏｒｏｈｍｅｍｕｇｅｓｅｃｋｅｒｓｙｎｕｎｄｈｅｓｉｋａｎｌｉｋｅｕｎｄｒｅｃｈｔegenugenlateundmyt

derdactnichtｓｖｏｍｈｅｍｅ“(前注［76]552）

(79），,etsallohmeokhimytansynemmechtennichtsgemhamen,sundemEinRaet

thoRhevclschuIdichsy､,ohmeavcrallede，Ｂｏｈｃｍｙｔｒｃｃｈｔｔｏｂｅｓｐｒｅｃｋｃｎｕｎｄ

ｔｈｏbeklagcn,geburlichsrechtensthovcrhclpc、“(前注［76]552）

(80）永久平和令の「執行令」は長い経過の後やっと1555年アウクスブルク帝国

議会で成立、帝室裁判所の判決の執行が各帝国クライスに委ねられた。この

前後帝国と領邦はく法と正義による平和＞を日差し、伝統を墨守する騎士ら

と戦わねばならなかった（Wadle，Elmar，DerEwigcLandfiiedevonl495

umddasEndedermittelalterlichenFriedcnsbewegung，ｉｎ:l495-Kaiser

ReichRefbrmcn：dcrReichstagzuWorms，Koblenzl995,７７ｆ)。

(81）St61zeI,Ａｄｏｌｆ(Hg.),UrkundlichesMateriaIausdenBmndenburgerSch6ppem‐

stuhlsaktcn，１（Urkundenbisl580)，Berlinl901,p､478-480Ｎr､2７６１（プラン
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デンブルク市審判入団に法の教示を求めるロッヒョブの兄弟発行の文書)，１１

（同審判入団の回答番)．

(82）St61zel,Adolf（Hg.）（前注［81]）ｐ､638-639Ｎr､366：，,auchdenandem

angezogenenumbstendensovielerscheinet，dasdergedachterHeineRulofTzu

ergrundigungdcrwarheitmitmcssigerpeinaI1gegrifYbnumdwegendcs

entstandenemfbuersunderstochenenpfbrdenmugcbefTagtwerden，Undwozu

chrsichbekennenwirdt,ergehetfbmerdamufwasrechtist.“

(83）St61zel,Adol（Hg.）（前注[81]）ｐ､673-674Ｎr,381:,,WoderberurterAntonius

Zimmermhan,cinemuttwilligeperson,sichderangezogcncmdreuwortofYbntlichen

verlautcIDlalOen，damufausgetrettenwhe唾ｌｍｄｓｉｃｈａｎｅｎｄｅＫｍｄｚｕｓｏＩｃｈｅｎ

ｌｅｕｔｅnbegebenhette，damutwilligebeschedigerenthalt，hul舵，fmrschupund

beistandtfinden，auchvonihmnichtalleinebeschedigungzuerwarten，sondem

euchdurchsolchedroheundfbrchtwidderrechtundpilIigkeitzudringen

unterstandenhetteetc.‘‘

(84）Radburch，Gustav，DerRaubinderCarolina，、：。ers.，ElegamiaeJuris

CriminaliS,２.Aufl.,Basell950,49-69（[拙訳］「カロリナにおける略奪」「熊

本法学」８５［1995]35-70頁)；Radbu1℃h,Gustav/Gwinner，Heinrich，Geschichte

desVerbrechens，VersucheimerhistorischenKriminoIogie，Stuttgartl951,84-100

（IXFahIcndesVolk)，insb､97-98.以上のラートブルフの刑法史研究について、

カルル．ｓ・バーダー（拙訳）「歴史犯罪学の課題、方法および限界」「熊本

法学」８２（1995）４３頁上段以下参照。

(85）Radburch（前注［84]）６８（Anm62)．拙訳（前注［84]）５２頁下段。

(86）以上についてRadburch（前注［84]）６７（Anm､60,61)．拙訳（前注［84]）５２

頁。なお、第124条から第129条についてGwinner,Heinrich,DieCarolinaund

dasGaunertumEincrechtsgcschichtlicheStudie，ｉｎ：BeitrIigezurKultur-und

Rechtsphilosophie，FestschrinfGustavRadbruch,1948,170（,,Art,124-129"）も

同様に時代の特徴的犯罪とみた。

(87）Duden・DasgrosscW6rterbuchderdeutschenSpracheimsechsBiinden,４，
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－９４－

論説

Mannheim／wie､／Ziirich，1978,1585;Geerds（前注［57]）1406.なお瀬川晃

「犯罪学」（成文堂．1998）６頁によれば、刑事法学は刑法学、刑事訴訟法学

の他に刑事学を含む。刑事学はさらに、犯罪学（犯罪現象論・犯罪原因論・

犯罪学理論）と刑事政策（刑事司法システム論・刑罰/保安処分論・犯罪者処

遇論）にわかれる。比較的わかり易い構成である。

(88）HeinrichvonKleist,MichaclKohlhaas,AuseincraltcnChronik,Stuttgart

（Rcclam）1995.クライスト作（吉田次郎訳）「ミヒヤエル・コールハースの

運命或る古記録より」（岩波文庫・’990)。

(89）Miiller-Tragin，Christoph，DieFehdcdesHansKolhasc・Fehdcrcchtund

FchdepraxiszuBegi､ｎ．criiFijhcnNcuzeitindenKurfiirstentijmemSachsenlmd

Brandenburg，Zijrichl997,33-34；Diesselhorst，MaIte／Duncker，Ａｍｅ，Hans

KohlhaseDicGcschichteeinerFchdeimSachsenundBrandenburgzurZeilder

Rcfbrmatiom,Fmnkfmrt（Ｍ）ｕ,a､1999,188-190（,,IchHannsKolhasseThunkunth

allermeinglich，SodiesscnnmeinenO艦nbricfY;seheImh6maderlessenEdelm

vImdvncdelen,wcswirdenStanndsdiesein,…")．

(90）Kaufmann,Ekkchard,MichaclKohlhaasHanSKohlhase・FehdeundRcchtim

l6・Jahrhundert-einForschungsprogrａｍｍ，ｉｎ：Dilchcr，Gerhard/Diestclkamp，

Bcmhard（Hg.)，Recht，Gerichl，GenosscnschafiundPoIicey，Berlinl986,７０

（,,derBrandderStadtWittenbCrg")，７５（Amm､49,52)．

(91）Knapp，Hermann,DasalteNijmbcrgerKriminalrecht，Berlinl896,159

（Ａｎｍ､6)；Hcilbom，Paul，DiegcschichtlicheEntwicklungdcsBcgrifYS

LandfriedCnsbruch,in:Zcitschr.fd､gesStmfircchtsw.,18,1898,24(Anm､１０９）およ

びHampe,Theodor,DicNUmbcrgerMalcfizbiicheralsQuellendcrreichsstiidtischen

Sittengeschichtcvo、１４.biszuml8Jahrhundert，Bambergl927,38.斬首刑の挿

絵は数多い。一例にFchr，Hans，ＤａｓＲｅｃｈｔｉｍＢｉｌｄ（KunstundRechll)，

Miinchen/Leipzigl923,111.Ｔａ他lteil,Ｎｒ､85～90．

(92）Radburch/Gwillner（前注［84])，９７ｆ

(93），,Mordbmnd“を「夜陰に乗じた放火」つまり夜間放火と捉えることについ
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てはHis（前注［10]),350(Anm,8）参照。一実例としてMaass,ＭａｘPeter,Hals‐

gcricht､KrimimalitIilundStra6ustizinaIterZeit,Darmstadtl968,1０５（,,nachtIich

inKatzenelnbogcnb池nnen“［1382])．なお、ミヒヤエル・クンツェ（鍋谷Ｉｉ１ｌ

有子訳）「火刑台への道」（白水社．1993）116頁以下（｢放火殺人犯｣)、バウ

マン（菊池良生訳）「ドイツ州兵の文化史」［新評論・2002]199頁（｢放火謀

殺犯［Mordbrcnner]｣)、ウーヴェ・ダンカー（藤川芳朗訳）「憾賊の社会史」

（法政大学出版局．2005）８７頁以下（｢殺人放火犯｣）では、別の訳が付され

ている。

(94）Radburch/GwiImer（前注［84])．９７．

(95）吉田次郎訳（前注［88]）３頁、３５頁。HeinrichvonKlcist（前注［88])．

3.36．

(96）cfMaass（前注［93]）１７９（Arlikelder,,Camlina")．

(97）別役突「犯罪症候群」（ちくま学芸文庫・1992）１６頁。

(98）前IHl良剛「ドイツ農民戦争史研究」（九州大学出版会・’998）279頁および

296頁。

(99）なおRadburch，Gustav，ZurEinfijhnmgindieCarolina,in:｡c応．（Hg.)，Die

PeinlicheGerichtsordnungKaiscrKarlsV,vonl532（Carolina),Stultgart（Reclam）

1967,13（,,daSUebelderZeit"）も参照。

(１００)近時における同様の視点の考察としてMUller-Tragin（前注［89])．１１６

（Anm656-659［,,diczcittypischeAuspriigungdcrKriminali噛t‘‘]）を参照。

(１０１)Schill31er，Martin，DieEntwicklungdcrGauncr-undVerb唾chcrspmche

，,Rotwclsch‘、inDeutschlamdvonderMittedesl3・biszurMi1tcdcs

l6Jahrhundcrts,ｉｎ：ＺＲＧＧＡｌｌ８,2001,391（Anm､32a)．

(102)Radburch（前注［84]）６６（,,durchWafYbniibung…")．拙訳（前注［84]）５１

頁前段。

(103)Schubert,Ｅｍｓｔ,FahrendesVolkimMitteIaIter,BieIefbldl995,415（AnmI40)．

(104)cfDerBundschuh､dicErhebungendessiidwestdeutschenBaucmstamdcsinden

Jahrcnl493-1517,bcarb.v・Rosenkranz，Albert，Ｉ，Heidclbcrgl927,437-38.
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(105)Radburch（IMI注［84]）６７（Anm58)．拙択（前注［84]）５１頁注（58)。

(106)Gwinncr（前注［86]）１６７（Anｍ.'）およびders.,DcrEinnussdesSlandcs

imgcmeinenStra竹ccht,Brcslaul934（Ndr､1977)，４５（Anm216）も同様。な

お、バウマン（前注［93]）197頁（｢傭兵契約の切れたランツクネヒトが明

らかに流れ者の－．大グループ｣）参照。

(107)バウマン（前注［93]）（前注［89]）３２頁。

(108)Schwerin，Ｃｌ・Frhr．（Ｈｇ.)，Sachscnspiegcl（Landrecht)，Stuttgart（Rcclam）

1982,98;DieHCidclbcrgcrBildcrhandschri、（Koschorrcck，Ｗ､，FrankfUrt［Ｍ］

1989)．１２『（Sp､5)；DicWolmenbUttclerBildcrhandschrifi（Schmidt‐Wicgand,Ｒ､，

Bcrlinl998)．４２，（Sp,5)．なおR､v,デユルメン（前注［17b]）５５頁（｢ユダヤ

人は…一定のかぶりものを着用｣）参照。

(109)拙著（前注［32]）209頁（［注218])。

(１１０)バーダー（前注［84]）４９頁（注33)。

(１１１)Ave=LaIlemant,FriedrichChristianBenedict，DasdeutschcGaunertum，ｈ９．

Ｖ･Bauer，Max，MUnchen/Ｂｃｒｌｉｎｌ９１４,20．

(112)Harter,Karl,Gaunertum,in:HRG（前注［10]）２.Aufl.,Berlin2008,Ｓｐ､1947．

(１１３)Geerds（前注［57]）Ｓｐ､1408.cfSchmidt，Richard，DieAufgabederStraf

rechtspnege,LeiPzigl895,１８１（,,dasproibssioncIleGauncmlm“）は、ガウナー

トゥームの都市的存在を指摘する。

(114)Zeumer（前注［54]）Ｎ『､l73p283（§７)．なお藤代幸一/田中道夫訳「ハン

ス・ザックス謝肉祭劇全集」（高科醤店．1994）110頁下段（傭兵の発言「主

君を見つけるために/数百マイル走ることも間々あるぞ。／だが俸禄が半分も

支払われたことは滅多にないわい｣）参照。

(115)ＮＳ（前注［47])．１４５（§３）

(116)ＮＳ（前注［47])．２６３（§９）

(117)プラント（尾崎盛景訳）「阿呆船下」（現代思想社．1968）１７頁（｢人日

に立つときや松葉杖､/一人になればすたこらさ［DcrgalvfTkmcken,somans

sicht,／Wanncralleinist，ｄａｒｆＴｅ応nicht]｣)。SebastianBmntsNarrenschifI
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ｈ9.Ｖ・Bobertag,Ｆ､,Berlin/Stuttgarto.」．［1889]，163．

(118)Zedler，JohannHcinrich，Grossesvollst伽digesUnive鰯al-LexikoI1，16,1773

（Ndr､1982)，Ｓｐ,588-89；DeutschesW6rtcrbuchvonJacobundWilhelmGrimm，

６，Leipzigl885（ｄｔｖｌ２［Mqnchenl984])，Spl52．

(119)cfReinlc（前注［４])，２５４（,,dicAbsagebcreitsdenBeginneinerFChde"）ｆ

(120)ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン（藤川芳朗訳）「鉄腕ゲッツ行状記」（白

水社．2008）７６頁。Berlichingcn,G6tzvon:MeinFehdundHandlungen，

bearb・vHclgardUlmschneider，Sigmaringcnl981,79．

(121)cfBrunner,Otto,LandundHerTschafi,5.Aufl.,Wienl965,6４（Anm､5,6)，６５

（,,zumLandfTiedensbrecher,zumLandzwingcr")，６６（Anm､3)．

(122)cfReinle（前注［４])，２５２（,,VondaherwarjederAustreteralspotentieIler

Feindzubetmchten"）ｆ

(123)Ｒ､v､デユルメン（前注［17b]）387頁。

(124)Kaufmann（前注［18a])，３６mitAmml83．
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